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第１章　総則

（約款の適用）

第１条　当社は、この卸携帯電話サービス契約約款（以下「約款」といいます。）

により、卸携帯電話サービスの提供に係る手続き及び個々の回線卸携帯電話に

係る提供条件を定め、これにより仮想携帯電話事業者との間で、当社の卸携帯

電話サービスの提供に関する契約（以下「卸携帯電話契約」といいます。）を締

結し、卸携帯電話サービス（当社がこの約款以外の提供条件により提供するも

のを除きます。）を提供します。

（約款の変更）

第２条　当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その

他の適用条件は、変更後の約款によります。

（用語の定義）

第３条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用　　語 用　　語　　の　　意　　味

１　電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気

的設備

２　電気通信回線設

備

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備

及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ

らの付属設備

３　電気通信サービ

ス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、

その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

４　モバイルマルチ

メディア通信網

ＳＣ－ＦＤＭＡ方式、ＯＦＤＭＡ方式又はＤＳ－ＣＤ

ＭＡ方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行う

ための電気通信回線設備

５　仮想携帯電話事

業者

電気通信役務としての携帯電話サービスを提供する電

気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86号。

以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受けた者

又は第16条第１項の届出をした者をいいます。以下同

じとします。）であって、当該携帯電話サービスに係る

無線局を自ら開設（開設された無線局に係る免許人の

地位の継承を含みます。）しておらず、かつ、運用をし

ていない電気通信事業者

６　ＦＯＭＡサービ

ス

当社のＦＯＭＡサービス契約約款に基づいて提供する

電気通信サービス

７　卸ＦＯＭＡサー

ビス

仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するため

に当社が提供するＦＯＭＡサービス

８　Ｘｉサービス 当社のＸｉサービス契約約款に基づいて提供する電気

通信サービス
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９　卸Ｘｉサービス 仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するため

に当社が提供するＸｉサービス

９の２　５Ｇサービ

ス

当社の５Ｇサービス契約約款に基づいて提供する電気

通信サービス

９の３　卸５Ｇサー

ビス

仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するため

に当社が提供する５Ｇサービス

10　卸携帯電話サー

ビス

卸ＦＯＭＡサービス、卸Ｘｉサービス又は卸５Ｇサー

ビス

11　卸携帯電話サー

ビス取扱所

卸携帯電話サービス提供に関する業務を行う当社の事

業所

12　提供申込者 卸携帯電話サービスの提供に係る申込みを行う仮想携

帯電話事業者（卸携帯電話契約の締結時に仮想携帯電

話事業者となる見込みがある者を含みます。）

13　卸ＦＯＭＡ契約 当社から卸ＦＯＭＡサービスの提供を受けるために当

社と契約者の間で締結される契約

14　第１種卸ＦＯＭ

Ａ契約

当社から第１種卸ＦＯＭＡの提供を受けるための契約

15　第１種卸ＦＯＭ

Ａ契約者

当社と第１種卸ＦＯＭＡ契約を締結している者

16　第２種卸ＦＯＭ

Ａ契約

当社から第２種卸ＦＯＭＡの提供を受けるための契約

17　第２種卸ＦＯＭ

Ａ契約者

当社と第２種卸ＦＯＭＡ契約を締結している者

18　第３種卸ＦＯＭ

Ａ契約

当社から第３種卸ＦＯＭＡの提供を受けるための契約

19　第３種卸ＦＯＭ

Ａ契約者

当社と第３種卸ＦＯＭＡ契約を締結している者

20　回線卸ＦＯＭＡ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するＦＯＭＡカードを装着した

ものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して提

供する卸ＦＯＭＡサービス

21　回線卸ＦＯＭＡ

契約

卸ＦＯＭＡ契約に基づき、契約者回線の提供を受ける

ために当社と卸ＦＯＭＡ契約者の間で締結される契約
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22　卸ＦＯＭＡ契約

者

当社と卸ＦＯＭＡ契約及び回線卸ＦＯＭＡ契約を締結

している者

23　卸Ｘｉ契約 当社から卸Ｘｉサービスの提供を受けるために当社と

契約者の間で締結される契約

24　第１種卸Ｘｉ契

約

当社から第１種卸Ｘｉの提供を受けるための契約

25　第１種卸Ｘｉ契

約者

当社と第１種卸Ｘｉ契約を締結している者

26　第２種卸Ｘｉ契

約

当社から第２種卸Ｘｉの提供を受けるための契約

27　第２種卸Ｘｉ契

約者

当社と第２種卸Ｘｉ契約を締結している者

28　第３種卸Ｘｉ契

約

当社から第３種卸Ｘｉの提供を受けるための契約

29　第３種卸Ｘｉ契

約者

当社と第３種卸Ｘｉ契約を締結している者

30　回線卸Ｘｉ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するドコモＵＩＭカードを装着

したものに限ります。）との間に電気通信回線を設定し

て提供する卸Ｘｉサービス

31　回線卸Ｘｉ契約 卸Ｘｉ契約に基づき、契約者回線の提供を受けるため

に当社と卸Ｘｉ契約者の間で締結される契約

32　卸Ｘｉ契約者 当社と卸Ｘｉ契約及び回線卸Ｘｉ契約を締結している

者

32の２　卸５Ｇ契約 当社から卸５Ｇサービスの提供を受けるために当社と

契約者の間で締結される契約

32の３　第２種卸５

Ｇ契約

当社から第２種卸５Ｇの提供を受けるための契約

32の４　第２種卸５

Ｇ契約者

当社と第２種卸５Ｇ契約を締結している者

32の５　第３種卸５

Ｇ契約

当社から第３種卸５Ｇの提供を受けるための契約
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32の６　第３種卸５

Ｇ契約者

当社と第３種卸５Ｇ契約を締結している者

32の７　回線卸５Ｇ 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動

無線装置（当社が貸与するドコモＵＩＭカードを装着し

たものに限ります。）との間に電気通信回線を設定して

提供する卸５Ｇサービス

32の８　回線卸５Ｇ

契約

卸５Ｇ契約に基づき、契約者回線の提供を受けるために

当社と卸５Ｇ契約者の間で締結される契約

32の９　卸５Ｇ契約

者

当社と卸５Ｇ契約及び回線卸５Ｇ契約を締結している

者

33　回線卸携帯電話 回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ又は回線卸５Ｇ

34　回線卸携帯電話

契約

回線卸ＦＯＭＡ契約、回線卸Ｘｉ契約又は回線卸５Ｇ

契約

35　卸携帯電話契約 卸ＦＯＭＡ契約、卸Ｘｉ契約又は卸５Ｇ契約

36　契約者 卸ＦＯＭＡ契約者、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者

37　利用者 卸ＦＯＭＡ契約に基づき当社から提供を受けた卸ＦＯ

ＭＡサービスを利用するための契約（以下「回線卸Ｆ

ＯＭＡ利用契約」といいます。）、卸Ｘｉ契約に基づき

当社から提供を受けた卸Ｘｉサービスを利用するため

の契約（以下「回線卸Ｘｉ利用契約」といいます。）又

は卸５Ｇ契約に基づき当社から提供を受けた卸５Ｇサ

ービスを利用するための契約（以下「回線卸５Ｇ利用

契約」といいます。）を契約者との間で締結している者

38　移動無線装置 (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信

装置

(2) 自動車その他の陸上（河川、湖沼及びわが国の沿

岸の海域を含みます。以下同じとします。）を移動す

るものに設置して使用するためのアンテナ及び無線

送受信装置

39　無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための

当社の電気通信設備

40　契約者回線 回線卸携帯電話契約に基づいて無線基地局設備と提供

申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電

気通信回線

41　ＦＯＭＡカード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる
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カードであって、卸ＦＯＭＡサービスの提供のために

契約者に貸与するもの

42　ドコモＵＩＭカ

ード

契約者識別番号その他の情報を記憶することができる

カードであって、卸Ｘｉサービス又は卸５Ｇサービス

の提供のために契約者に貸与するもの

43　端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であっ

て、１の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同

一の建物内であるもの

44　自営端末設備 利用者が設置する端末設備

45　自営電気通信設

備

電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であ

って、端末設備以外のもの

46　相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協

定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点

47　協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

48　相互接続通信 相互接続点との間の通信

49　契約者回線等 (1) モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用

して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回

線等及び当社が必要により設置する電気通信設備

(2) 相互接続点

50　他社契約者回線 (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の

電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無

線装置との間に設定される電気通信回線（協定事業

者が必要により設置する電気通信設備を含みます。）

(2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその

協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指

定する場所との間において協定事業者により設置さ

れる電気通信回線（協定事業者が必要により設置す

る電気通信設備を含みます。）

51　消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法

令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税

法（昭和25年法律第226号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される地方消費税の額

52　業務支援システ

ム

回線卸携帯電話契約の契約者回線に係る利用の開始、

変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行う

ためのシステム
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53　ＵＳＩＭカード ＦＯＭＡカード又はドコモＵＩＭカード

54　ｅＳＩＭ 卸Ｘｉサービス又は卸５Ｇサービスの提供のために契

約者に付与する契約者識別番号その他の情報を記憶す

ることができる領域であって、契約者識別番号等の情

報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録で

きるもの
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第２章　卸携帯電話サービスの種類等

（卸携帯電話サービスの種類）

第４条　卸携帯電話サービスには、次の種類があります。

(1) 卸ＦＯＭＡサービス

(2) 卸Ｘｉサービス

(3) 卸５Ｇサービス

２　卸ＦＯＭＡサービスには、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　　容

第１種卸ＦＯＭＡ 当社が、無線基地局設備と卸ＦＯＭＡ契約の提供申込

者又は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｆ

ＯＭＡ契約者との回線卸ＦＯＭＡ契約に基づき貸与す

るＦＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間

に電気通信回線（当社が定める通信の種類に係るもの

に限ります。）を設定して提供するもの

第２種卸ＦＯＭＡ 当社が、無線基地局設備と卸ＦＯＭＡ契約の提供申込

者又は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｆ

ＯＭＡ契約者との回線卸ＦＯＭＡ契約に基づき貸与す

るＦＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間

に電気通信回線（当社が定める通信の種類に係るもの

に限ります。）を設定して提供する卸ＦＯＭＡサービス

であって、その卸ＦＯＭＡ契約の提供申込者に係る接

続点（当社が、当社の電気通信事業法第34条第２項に

基づく第２種指定電気通信設備に係る接続約款（以下、

「接続約款」といいます。）に規定する標準的な接続箇

所に設置するものであって、当社が定めるものに限り

ます。）との間の通信に限り提供するもの

第３種卸ＦＯＭＡ 当社が、無線基地局設備と卸ＦＯＭＡ契約の提供申込

者又は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｆ

ＯＭＡ契約者との回線卸ＦＯＭＡ契約に基づき貸与す

るＦＯＭＡカードを装着したものに限ります。）との間

に電気通信回線を設定して提供する卸ＦＯＭＡサービ

スであって、第１種卸ＦＯＭＡ及び第２種卸ＦＯＭＡ

以外のもの

３　卸Ｘｉサービスには、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　　容

第１種卸Ｘｉ 当社が、無線基地局設備と卸Ｘｉ契約の提供申込者又

は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｘｉ契

約者との回線卸Ｘｉ契約に基づき貸与するドコモＵＩ

Ｍカード又は当社が付与するｅＳＩＭ（以下「ドコモ

ＵＩＭカード等」といいます。）を装着したものに限り
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ます。）との間に電気通信回線（当社が定める通信の種

類に係るものに限ります。）を設定して提供するもの

第２種卸Ｘｉ 当社が、無線基地局設備と卸Ｘｉ契約の提供申込者又

は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｘｉ契

約者との回線卸Ｘｉ契約に基づき貸与又は付与するド

コモＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）との

間に電気通信回線（当社が定める通信の種類に係るも

のに限ります。）を設定して提供する卸Ｘｉサービスで

あって、その卸Ｘｉ契約に係る提供申込者の接続点（当

社が、接続約款に規定する標準的な接続箇所に設置す

るものであって、当社が定めるものに限ります。）との

間の通信に限り提供するもの

第３種卸Ｘｉ 当社が、無線基地局設備と卸Ｘｉ契約の提供申込者又

は利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸Ｘｉ契

約者との回線卸Ｘｉ契約に基づき貸与又は付与するド

コモＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）との

間に電気通信回線を設定して提供する卸Ｘｉサービス

であって、第１種卸Ｘｉ及び第２種卸Ｘｉ以外のもの

４　卸５Ｇサービスには、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　　容

第２種卸５Ｇ 当社が、無線基地局設備と卸５Ｇ契約の提供申込者又は

利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸５Ｇ契約者

との回線卸５Ｇ契約に基づき貸与又は付与するドコモ

ＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）との間に

電気通信回線（当社が定める通信の種類に係るものに限

ります。）を設定して提供する卸５Ｇサービスであって、

その卸５Ｇ契約に係る提供申込者の接続点（当社が、接

続約款に規定する標準的な接続箇所に設置するもので

あって、当社が定めるものに限ります。）との間の通信

に限り提供するもの

第３種卸５Ｇ 当社が、無線基地局設備と卸５Ｇ契約の提供申込者又は

利用者が指定する移動無線装置（当社が、卸５Ｇ契約者

との回線卸５Ｇ契約に基づき貸与又は付与するドコモ

ＵＩＭカード等を装着したものに限ります。）との間に

電気通信回線を設定して提供する卸５Ｇサービスであ

って、第２種卸５Ｇ以外のもの
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（提供区域）

第５条　卸携帯電話サービスの提供区域は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に

定めるＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約

款に定める５Ｇの場合に準ずるものとします。

　ただし、その提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、卸携

帯電話サービスを利用することができない場合があります。
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第３章　卸ＦＯＭＡ契約の締結手続き等

第１節　契約の種別

（契約の種別）

第５条の２　卸ＦＯＭＡ契約には、次の種別があります。

(1) 第１種卸ＦＯＭＡ契約

(2) 第２種卸ＦＯＭＡ契約

(3) 第３種卸ＦＯＭＡ契約

２　卸ＦＯＭＡ契約者は、卸ＦＯＭＡ契約の種別の変更に関する請求をすること

ができません。

第２節　事前調査

（事前調査の申込み）

第６条　当社は、提供申込者又は契約者（以下「提供申込者等」といいます。)

が、卸ＦＯＭＡサービスの提供等を申込む場合（第34条（卸ＦＯＭＡ契約の変

更）に規定する卸ＦＯＭＡ契約の変更を申込む場合を含みます｡)は、その承諾

の可否、申込みのあったサービスの提供可能時期、当社の電気通信設備の設置

又は改修の要否及びその提供に係る概算費用等の検討（以下、「事前調査」とい

います｡)を行います。

２　提供申込者等は、事前調査の申込みにおいて、別表１（様式）の様式第１の

事前調査の申込書（以下、「事前調査申込書」といいます。）を当社が指定する

卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　提供申込者等は、事前調査申込書に、卸ＦＯＭＡサービス提供申込みの概要、

提供開始を希望する時期、申込みを行う卸ＦＯＭＡサービスの種類、定期利用

（料金表第１表第１（基本使用料）の(3)及び(4)に規定するものをいいます。）

の選択の有無、利用に係る予測トラヒック、提供申込み者等に係る接続点の設

置希望地域及び当社に協力を依頼する事項等を記載するものとします。

４　前項の規定によるほか、提供申込者等は、回線卸ＦＯＭＡの契約者回線との

間のパケット通信モードによる通信について、帯域利用（その通信において、

当社が指定する帯域を使用するものをいいます。以下同じとします。）と帯域利

用以外での利用のいずれかを選択し、事前調査申込書に記載するものとします。

　ただし、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る提供申込者等は、帯域利用を選択する

ことができません。

５　前項の規定にかかわらず、第２種卸ＦＯＭＡ契約に係る事前調査の申込みに

おいては、帯域利用の選択があったものとみなして取り扱います。

６　当社は、提供申込者等から請求があるときは、事前調査申込書に記載する事

項に係る必要な情報（当社の機密事項を除きます。）を当社の卸携帯電話サービ

ス取扱所において、提供するものとします。

（事前調査の受付及び順序）

第７条　当社は、事前調査申込書に事前調査を行うために必要な事項が記載され

ていることを確認した時をもって、事前調査の申込みの受付とします。

　ただし、事前調査申込書の記載事項に不備等があったときは、その状態が解

消されたことを当社が確認したときをもって、事前調査の申込みの受付としま

す。

２　当社は、事前調査の申込みを受け付けたときは、提供申込者等に対して書面

により通知します。

３　当社は、卸ＦＯＭＡサービス提供の申込みが複数あるときは、申込みを受け

付けた順序に従って事前調査を行います。
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（事前調査の回答）

第８条　当社は、事前調査申込みの受付後１ヶ月以内に、承諾の可否及び費用負

担の有無を、その提供申込者等に書面により通知します。

　ただし、第114条（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）又は第115条（債

務の履行の担保）を適用する見込みがあるときその他特別の事情があるときは、

申込みを受け付けた日から１ヶ月を超えて回答する場合があります。

２　当社は、事前調査において当社の電気通信設備（電気通信設備に係るソフト

ウェアを含みます。以下、この条、次条、第19条、第20条及び第121条において

同じとします｡)の設置又は改修の必要がないと判断した場合には、前項に規定

する通知と合わせて、提供可能時期並びに第11条の４（その他の工事）に規定

する工事がある場合はその概算額及びその内訳を通知し、これをもって事前調

査の回答とします。

３　当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修が必要である

と判断した場合は、第１項に規定する通知に加え、事前調査申込みの受付後４

ヶ月以内に、提供可能時期及びその電気通信設備を設置又は改修（第11条の４

に規定する工事がある場合は、その工事を含みます。）するために必要となる概

算額並びにその内訳等を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とし

ます。

４　前項の規定にかかわらず、その電気通信設備の設置又は改修の規模が大きい

場合は、概算額及びその内訳等の通知は、４ヶ月を超えるときがあります。

５　当社は、提供可能時期が第11条の６（標準的提供期間）に規定する標準的提

供期間を著しく超える場合は、その理由を書面により提供申込者に通知します。

６　当社は、前５項の規定にかかわらず、事前調査において当社が定める事務処

理以外の事務処理が必要であると判断した場合等においては、当社が定める方

法により提供申込者等と協議するものとし、その旨を提供申込者等に回答しま

す。

７　提供申込者等が、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に第９条（卸ＦＯＭ

Ａサービスの契約申込み）に規定する契約申込みを行わないときは、当社が行

った事前調査の回答は、その効力を失います。

第３節　卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み等

（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）

第９条　提供申込者は、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に、別表１（様式）

の様式第２の書面により当社に対し、回答書の内容に基づく卸ＦＯＭＡサービ

ス契約等の申込みの意思表示（以下、「契約申込み」といいます。）を行うもの

とし、当社が、その書面に必要事項が記載されていることを確認したときをも

って契約申込みの受付とします。

２　提供申込者は、前項に規定する契約申込みを行う場合において、第８条（事

前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設

備の設置又は改修等を要するときは、前項の契約申込みと合わせて、次の各号

に規定する申込みを行うことを要します。

(1) 当社の電気通信設備（ソフトウェアを除く。）の設置又は改修を要する場合

　第11条の２（電気通信設備の設置又は改修）に規定する当社の電気通信設

備の設置又は改修の申込み

(2) 当社の電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合

　第11条の３（通信用ソフトウェアの開発）に規定する通信用ソフトウェア

の開発の申込み
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(3) 当社の電気通信設備の設置又は改修以外の工事を要する場合

　第11条の４（その他の工事）に規定する工事の申込み

３　提供申込者は、第１項に規定する契約申込みを行う場合において、第８条（事

前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設

備の設置又は改修等を要しないときは、前項の規定にかかわらず、第１項の契

約申込みと合わせて、卸ＦＯＭＡサービスの利用において必要となる接続装置

に係るビジネスmopera契約（専用回線等接続サービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）の申込みを行うことを要します。

（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込みの取止め）

第10条　当社は、提供申込者から契約申込みについて、当該卸ＦＯＭＡサービス

の提供等が開始される前に書面による取止めの申込みがあった場合は、書面に

よりこれを承諾します。

２　前項の規定にかかわらず、当社は、提供申込者からの契約申込みについて、

第８条（事前調査の回答）の規定により当社が回答した提供可能時期から１年

を経過してもなお当該卸ＦＯＭＡサービスの提供等が開始されない場合（当該

卸ＦＯＭＡサービスに係る回線卸ＦＯＭＡ契約の申込みがない場合を含みま

す。）には、取止めの申込みがあったものとみなすことができるものとします。

３　前２項の場合において、提供申込者は、その取止めにより新たに発生する費

用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担すること

を要します。

（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込みの承諾）

第11条　当社は、第９条（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）に規定する契約申

込みがあったときは、その契約申込みを受け付けた順序に従って書面により承

諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その契

約申込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約申込みを承諾

しないことがあります。

(1) 卸ＦＯＭＡサービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当

社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸ＦＯＭＡサービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、

その他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断した

とき。

(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者若しく

はその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。

(4) 提供申込者が、卸ＦＯＭＡサービスの提供に関し負担すべき金額の支払い

を怠り、又は怠るおそれがあるとき（第115条（債務の履行の担保）第１項

各号に定める事由のいずれかが発生したときを含みます。以下、第22条（卸

Ｘｉサービスの契約申込みの承諾）、第31条の８（卸５Ｇサービスの契約申

込みの承諾）及び第127条（承諾の限界）において同じとします。）。

(5) 契約申込みに応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェ

ース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的

に著しく困難であるとき。

(6) 第50条（守秘義務）から第60条（国際電気通信事業者等への利用者の氏名

等の通知）、第63条（契約者の維持責任）から第66条（第三者への債権譲渡

等）又は第129条（利用に係る契約者の義務）の規定のいずれかに違反する
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おそれがあるとき。

(7) その卸ＦＯＭＡサービスに係る利用者の利益を損なうおそれがあると当社

が判断したとき。

４　前項の規定により、その契約申込みを承諾しないときは、当社は、書面によ

りその理由を通知します。

第４節　電気通信設備の設置又は改修等

（電気通信設備の設置又は改修）

第11条の２　提供申込者は、第９条（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）第２項

第１号の規定に基づき、電気通信設備の設置又は改修の申込みを当社に行う場

合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第９条

第１項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなします。

２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、個別建設契約の締結、電気通信設備の設置又は改修

の変更等、完成通知及び電気通信設備の所有権の取扱いについては、当社の接

続約款に規定する接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

（通信用ソフトウェアの開発）

第11条の３　提供申込者が、第９条（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）第２項

第２号の規定に基づき、通信に必要な当社の通信用ソフトウェアの開発（その

通信用ソフトウェアを開発するために必要となる設備の設置又は改修を含みま

す。以下、「通信用ソフトウェアの開発」といいます。）の申込みを当社に行う

場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第９

条第１項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなします。

２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、通信用ソフトウェア開発契約の締結、通信用ソフト

ウェアの開発の中止、完成通知及び通信用ソフトウェアの所有権の取扱いにつ

いては、当社の接続約款に規定する接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて

取り扱います。

（その他の工事）

第11条の４　提供申込者は、第９条（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）第２項

第３号の規定により、第11条の２（電気通信設備の設置又は改修）に規定する

電気通信設備の設置又は改修以外の工事（以下、この条において「その他の工

事」といいます｡)の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うこ

とを要します。この場合において、第９条第１項に規定する申込みに合わせて

申し込まれたものとみなします。

２　その他の工事の承諾及びその他の工事に係る契約の締結の取扱いについては、

当社の接続約款に規定するその他の工事の場合に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第11条の５　電気通信設備又は通信用ソフトウェアの利用中止、更改、瑕疵及び

除却若しくは転用の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備

等の利用中止、更改、瑕疵及び除却若しくは転用の場合に準じて取り扱います。

第５節　標準的提供期間等

（標準的提供期間）

第11条の６　当社は、第９条（卸ＦＯＭＡサービスの契約申込み）に規定する卸

ＦＯＭＡサービスの契約申込みがあったときは、特別の事情がない限り、接続
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約款に規定する標準的接続期間の取扱いに準じて、当社が定める期間内に卸Ｆ

ＯＭＡサービス提供に係る準備を整えるよう努めます。

（接続点の設置）

第11条の７　当社は、提供申込者等が第８条（事前調査の回答）に規定する当社

からの事前調査の回答結果に基づき、卸ＦＯＭＡサービスの契約申込みにおい

て申し出た接続点の設置希望地域に、提供申込者等に係る接続点を設置します。

２　当社及び提供申込者等は、前項の規定により設置した接続点を、当社と提供

申込者等との固定資産及び保守の分界点とします。

（試験の実施）

第12条　当社及び提供申込者は、当該卸ＦＯＭＡサービスの提供等が開始される

前に試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者が判断した場合に

は、別に定める方法により試験を実施することとします。

２　前項の試験の結果、当社又は提供申込者が当該卸ＦＯＭＡサービスの提供等

の正常性等を確認できないと判断した場合は、当該卸ＦＯＭＡサービスの提供

等を開始しないことがあります。

３　当社及び提供申込者は、第１項の試験の結果、当該卸ＦＯＭＡサービスの正

常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたるこ

ととします。

（移動無線装置に係る確認試験の実施）

第13条　当社及び提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、提供申込

者等が自ら調達し取り扱うことを業とする場合であって、当該移動無線装置に

係る確認試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者等が判断した

ときは、その必要とする理由を示し、別に定める方法により試験を実施するよ

う協議を申し入れることができるものとします。

２　当社及び提供申込者等は、前項の確認試験の結果、当該卸ＦＯＭＡサービス

の提供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究

明にあたることとします。

３　当社は、提供申込者等が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合に

ついて、責任を負いません。

４　当社は、第１項に規定する確認試験を実施する場合は、その提供申込者等と、

その試験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。

（業務支援システムの利用に関する申込み）

第13条の２　提供申込者等は、業務支援システムの利用に関する申込みを当社が

指定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する申込みを承諾する場合は、その提供申込者等と、そ

の利用に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を

締結します。

（ＵＳＩＭカードの貸与に係る請求）

第13条の３　提供申込者等は、利用者へ転貸与するために当社から卸携帯電話契

約者へ貸与するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求を当社が指定する卸携帯電話

サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する請求を承諾する場合は、その提供申込者等と、その

請求に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締

結します。
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第６節　当社の通信用建物等における取扱い

（提供申込者等が卸ＦＯＭＡサービスの提供に必要な装置等の設置又は保守を

行う場合の立入り）

第14条　提供申込者等又は卸ＦＯＭＡサービスの提供に必要な装置等の設置若し

くは保守を行う者としてその提供申込者等が指定した者（その提供に必要な装

置等以外の設備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の

通信用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満た

す団体の被用者に限ります。）は、提供に必要な装置等の設置又は保守のために

当社の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合において、立入者の

数は、その提供に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、

当社が指定する立会者が立ち会うことを要します。

２　前項の場合において、提供申込者等は、立入りを行おうとする日の５営業日

前までに、書面により立入りを行う当社の通信用建物等の名称、日時及び目的

並びに立入者の氏名を当社の卸携帯電話サービス取扱所に通知することを要し

ます。

３　当社は、特別の事情がない限り、前項の通知がなされた日から２営業日以内

に、書面により承諾（承諾を行わない場合は、書面によるその理由の通知）を

行います。

４　前２項の規定にかかわらず、第１項の保守のための立入りであって、その保

守が提供に必要な装置等の故障を修理するために行われる場合その他緊急やむ

を得ない場合は、第２項の通知は、その立入りを行おうとする日に行うことが

できるものとし、当社は、特別の事情がない限り、前項の承諾を行います。

（当社の通信用建物等に接続点を設置する場合の取扱い）

第14条の２　当社の通信用建物等に接続点を設置する場合において、提供申込者

が当社の通信用建物等に設置可能な設備は、回線終端装置及びその他付随設備

等（当社が技術的、経済的等の観点から当社の通信用建物等に設置することが

適切であると判断した電気通信設備に限ります。）とします。

（その他の提供条件）

第15条　工事等の制限の取扱いについては、当社の接続約款の規定に準じて取り

扱います。
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第３章の２　卸Ｘｉ契約の締結手続き等

第１節　契約の種別

（契約の種別）

第16条　卸Ｘｉ契約には、次の種別があります。

(1) 第１種卸Ｘｉ契約

(2) 第２種卸Ｘｉ契約

(3) 第３種卸Ｘｉ契約

２　卸Ｘｉ契約者は、卸Ｘｉ契約の種別の変更に関する請求をすることができま

せん。

第２節　事前調査

（事前調査の申込み）

第17条　当社は、提供申込者等が、卸Ｘｉサービスの提供等を申込む場合（第43

条（卸Ｘｉ契約の変更）に規定する卸Ｘｉ契約の変更を申込む場合を含みます。）

は、事前調査を行います。

２　提供申込者等は、事前調査の申込みにおいて、事前調査申込書を当社が指定

する卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　提供申込者等は、事前調査申込書に、卸Ｘｉサービス提供申込みの概要、提

供開始を希望する時期、申込みを行う卸Ｘｉサービスの種類、定期利用（料金

表第１表第１（基本使用料）の(7)及び(8)に規定するものをいいます。)の選択

の有無、利用に係る予測トラヒック、提供申込み者等に係る接続点の設置希望

地域及び当社に協力を依頼する事項等を記載するものとします。

４　前項の規定によるほか、提供申込者等は、回線卸Ｘｉの契約者回線との間の

データ通信モードによる通信について、帯域利用と帯域利用以外での利用のい

ずれかを選択し、事前調査申込書に記載するものとします。

　ただし、第１種卸Ｘｉ契約に係る提供申込者等は、帯域利用を選択すること

ができません。

５　前項の規定にかかわらず、第２種卸Ｘｉ契約に係る事前調査の申込みにおい

ては、帯域利用の選択があったものとみなして取り扱います。

６　当社は、提供申込者等から請求があるときは、事前調査申込書に記載する事

項に係る必要な情報（当社の機密事項を除きます。）を当社の卸携帯電話サービ

ス取扱所において、提供するものとします。

（事前調査の受付及び順序）

第18条　当社は、事前調査申込書に事前調査を行うために必要な事項が記載され

ていることを確認した時をもって、事前調査の申込みの受付とします。

　ただし、事前調査申込書の記載事項に不備等があったときは、その状態が解

消されたことを当社が確認したときをもって、事前調査の申込みの受付としま

す。

２　当社は、事前調査の申込みを受け付けたときは、提供申込者等に対して書面

により通知します。

３　当社は、卸Ｘｉサービス提供の申込みが複数あるときは、申込みを受け付け

た順序に従って事前調査を行います。

（事前調査の回答）

第19条　当社は、事前調査申込みの受付後１ヶ月以内に、承諾の可否及び費用負

担の有無を、その提供申込者等に書面により通知します。

　ただし、第114条（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）又は第115条（債

務の履行の担保）を適用する見込みがあるときその他特別の事情があるときは、
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申込みを受け付けた日から１ヶ月を超えて回答する場合があります。

２　当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修の必要がない

と判断した場合には、前項に規定する通知と合わせて、提供可能時期並びに第

25条（その他の工事）に規定する工事がある場合はその概算額及びその内訳を

通知し、これをもって事前調査の回答とします。

３　当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修が必要である

と判断した場合は、第１項に規定する通知に加え、事前調査申込みの受付後４

ヶ月以内に、提供可能時期及びその電気通信設備を設置又は改修（第25条に規

定する工事がある場合は、その工事を含みます。）するために必要となる概算額

並びにその内訳等を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とします。

４　前項の規定にかかわらず、その電気通信設備の設置又は改修の規模が大きい

場合は、概算額及びその内訳等の通知は、４ヶ月を超えるときがあります。

５　当社は、提供可能時期が第27条（標準的提供期間）に規定する標準的提供期

間を著しく超える場合は、その理由を書面により提供申込者に通知します。

６　当社は、前５項の規定にかかわらず、事前調査において当社が定める事務処

理以外の事務処理が必要であると判断した場合等においては、当社が定める方

法により提供申込者等と協議するものとし、その旨を提供申込者等に回答しま

す。

７　提供申込者等が、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に第20条（卸Ｘｉサ

ービスの契約申込み）に規定する契約申込みを行わないときは、当社が行った

事前調査の回答は、その効力を失います。

第３節　卸Ｘｉサービスの契約申込み等

（卸Ｘｉサービスの契約申込み）

第20条　提供申込者は、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に、別表１（様式）

の様式第２の書面により当社に対し、回答書の内容に基づく卸Ｘｉサービスの

契約申込みを行うものとし、当社が、その書面に必要事項が記載されているこ

とを確認したときをもって契約申込みの受付とします。

２　提供申込者は、前項に規定する契約申込みを行う場合において、第19条（事

前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設

備の設置又は改修等を要するときは、前項の契約申込みと合わせて、次の各号

に規定する申込みを行うことを要します。

(1) 当社の電気通信設備（ソフトウェアを除く。）の設置又は改修を要する場合

第23条（電気通信設備の設置又は改修）に規定する当社の電気通信設備の設

置又は改修の申込み

(2) 当社の電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合第24

条（通信用ソフトウェアの開発）に規定する通信用ソフトウェアの開発の申

込み

(3) 当社の電気通信設備の設置又は改修以外の工事を要する場合第25条（その

他の工事）に規定する工事の申込み

３　提供申込者は、第１項に規定する契約申込みを行う場合において、第19条（事

前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設

備の設置又は改修等を要しないときは、前項の規定にかかわらず、第１項の契

約申込みと合わせて、卸Ｘｉサービスの利用において必要となる接続装置に係

るビジネスmopera契約、moperaＵ機能又はビジネスmoperaインターネット機能

（当社のＸｉサービス契約約款に規定するものをいいます。）利用の申込みを行

うことを要します。
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（卸Ｘｉサービスの契約申込みの取止め）

第21条　当社は、提供申込者から契約申込みについて、当該卸Ｘｉサービスの提

供等が開始される前に書面による取止めの申込みがあった場合は、書面により

これを承諾します。

２　前項の規定にかかわらず、当社は、提供申込者からの契約申込みについて、

第19条（事前調査の回答）の規定により当社が回答した提供可能時期から１年

を経過してもなお当該卸Ｘｉサービスの提供等が開始されない場合（当該卸Ｘ

ｉサービスに係る回線卸Ｘｉ契約の申込みがない場合を含みます。）には、取止

めの申込みがあったものとみなすことができるものとします。

３　前２項の場合において、提供申込者は、その取止めにより新たに発生する費

用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担すること

を要します。

（卸Ｘｉサービスの契約申込みの承諾）

第22条　当社は、第20条（卸Ｘｉサービスの契約申込み）に規定する契約申込み

があったときは、その契約申込みを受け付けた順序に従って書面により承諾し

ます。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その契

約申込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約申込みを承諾

しないことがあります。

(1) 卸Ｘｉサービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当社の

信用又は利益を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸Ｘｉサービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、そ

の他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断したと

き。

(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者若しく

はその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。

(4) 提供申込者が、卸Ｘｉサービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠

り、又は怠るおそれがあるとき。

(5) 契約申込みに応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェ

ース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的

に著しく困難であるとき。

(6) 第50条（守秘義務）から第60条（国際電気通信事業者等への利用者の氏名

等の通知）、第63条（契約者の維持責任）から第66条（第三者への債権譲渡

等）又は第129条（利用に係る契約者の義務）の規定のいずれかに違反する

おそれがあるとき。

(7) その卸Ｘｉサービスに係る利用者の利益を損なうおそれがあると当社が判

断したとき。

４　前項の規定により、その契約申込みを承諾しないときは、当社は、書面によ

りその理由を通知します。

第４節　電気通信設備の設置又は改修等

（電気通信設備の設置又は改修）

第23条　提供申込者は、第20条（卸Ｘｉサービスの契約申込み）第２項第１号の

規定に基づき、電気通信設備の設置又は改修の申込みを当社に行う場合は、契

約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第20条第１項に

規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなします。
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２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、個別建設契約の締結、電気通信設備の設置又は改修

の変更等、完成通知及び電気通信設備の所有権の取扱いについては、当社の接

続約款に規定する接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

（通信用ソフトウェアの開発）

第24条　提供申込者が、第20条（卸Ｘｉサービスの契約申込み）第２項第２号の

規定に基づき、通信に必要な当社の通信用ソフトウェアの開発の申込みを当社

に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、

第20条第１項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなし

ます。

２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、通信用ソフトウェア開発契約の締結、通信用ソフト

ウェアの開発の中止、完成通知及び通信用ソフトウェアの所有権の取扱いにつ

いては、当社の接続約款に規定する接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて

取り扱います。

（その他の工事）

第25条　提供申込者は、第20条（卸Ｘｉサービスの契約申込み）第２項第３号の

規定により、第23条（電気通信設備の設置又は改修）に規定する電気通信設備

の設置又は改修以外の工事（以下、この条において「その他の工事」といいま

す。)の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。

この場合において、第20条第１項に規定する申込みに合わせて申し込まれたも

のとみなします。

２　その他の工事の承諾及びその他の工事に係る契約の締結の取扱いについては、

当社の接続約款に規定するその他の工事の場合に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第26条　電気通信設備又は通信用ソフトウェアの利用中止、更改、瑕疵及び除却

若しくは転用の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等の

利用中止、更改、瑕疵及び除却若しくは転用の場合に準じて取り扱います。

第５節　標準的提供期間等

（標準的提供期間）

第27条　当社は、第20条（卸Ｘｉサービスの契約申込み）に規定する卸Ｘｉサー

ビスの契約申込みがあったときは、特別の事情がない限り、接続約款に規定す

る標準的接続期間の取扱いに準じて、当社が定める期間内に卸Ｘｉサービス提

供に係る準備を整えるよう努めます。

（接続点の設置）

第27条の２　当社は、提供申込者等が第19条（事前調査の回答）に規定する当社

からの事前調査の回答結果に基づき、卸Ｘｉサービスの契約申込みにおいて申

し出た接続点の設置希望地域に、提供申込者等に係る接続点を設置します。

２　当社及び提供申込者等は、前項の規定により設置した接続点を、当社と提供

申込者等との固定資産及び保守の分界点とします。

（試験の実施）

第28条　当社及び提供申込者は、当該卸Ｘｉサービスの提供等が開始される前に

試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者が判断した場合には、

別に定める方法により試験を実施することとします。
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２　前項の試験の結果、当社又は提供申込者が当該卸Ｘｉサービスの提供等の正

常性等を確認できないと判断した場合は、当該卸Ｘｉサービスの提供等を開始

しないことがあります。

３　当社及び提供申込者は、第１項の試験の結果、当該卸Ｘｉサービスの正常性

等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることと

します。

（移動無線装置に係る確認試験の実施）

第29条　当社及び提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、提供申込

者等が自ら調達し取り扱うことを業とする場合であって、当該移動無線装置に

係る確認試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者等が判断した

ときは、その必要とする理由を示し、別に定める方法により試験を実施するよ

う協議を申し入れることができるものとします。

２　当社及び提供申込者等は、前項の確認試験の結果、当該卸Ｘｉサービスの提

供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明に

あたることとします。

３　当社は、提供申込者等が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合に

ついて、責任を負いません。

４　当社は、第１項に規定する確認試験を実施する場合は、その提供申込者等と、

その試験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。

（業務支援システムの利用に関する申込み）

第29条の２　提供申込者等は、業務支援システムの利用に関する申込みを当社が

指定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する申込みを承諾する場合は、その提供申込者等と、そ

の利用に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を

締結します。

（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）

第29条の３　提供申込者等は、利用者へ転貸与するために当社から卸携帯電話契

約者へ貸与するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求、又は利用者へ付与するため

に当社から卸携帯電話契約者へ付与するｅＳＩＭの付与に係る請求を当社が指

定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する請求を承諾する場合は、その提供申込者等と、その

請求に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締

結します。

第６節　当社の通信用建物等における取扱い

（提供申込者等が卸Ｘｉサービスの提供に必要な装置等の設置又は保守を行う

場合の立入り）

第30条　提供申込者等又は卸Ｘｉサービスの提供に必要な装置等の設置若しくは

保守を行う者としてその提供申込者等が指定した者（その提供に必要な装置等

以外の設備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の通信

用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満たす団

体の被用者に限ります。）は、提供に必要な装置等の設置又は保守のために当社

の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合において、立入者の数は、

その提供に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、当社

が指定する立会者が立ち会うことを要します。

２　前項の場合において、提供申込者等は、立入りを行おうとする日の５営業日

前までに、書面により立入りを行う当社の通信用建物等の名称、日時及び目的
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並びに立入者の氏名を当社の卸携帯電話サービス取扱所に通知することを要し

ます。

３　当社は、特別の事情がない限り、前項の通知がなされた日から２営業日以内

に、書面により承諾（承諾を行わない場合は、書面によるその理由の通知）を

行います。

４　前２項の規定にかかわらず、第１項の保守のための立入りであって、その保

守が提供に必要な装置等の故障を修理するために行われる場合その他緊急やむ

を得ない場合は、第２項の通知は、その立入りを行おうとする日に行うことが

できるものとし、当社は、特別の事情がない限り、前項の承諾を行います。

（当社の通信用建物等に接続点を設置する場合の取扱い）

第30条の２　当社の通信用建物等に接続点を設置する場合において、提供申込者

が当社の通信用建物等に設置可能な設備は、回線終端装置及びその他付随設備

等（当社が技術的、経済的等の観点から当社の通信用建物等に設置することが

適切であると判断した電気通信設備に限ります。）とします。

（その他の提供条件）

第31条　工事等の制限の取扱いについては、当社の接続約款の規定に準じて取り

扱います。
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第３章の３　卸５Ｇ契約の締結手続き等

第１節　契約の種別

（契約の種別）

第31条の２　卸５Ｇ契約には、次の種別があります。

(1) 第２種卸５Ｇ契約

(2) 第３種卸５Ｇ契約

２　卸５Ｇ契約者は、卸５Ｇ契約の種別の変更に関する請求をすることができま

せん。

第２節　事前調査

（事前調査の申込み）

第31条の３　当社は、提供申込者等が、卸５Ｇサービスの提供等を申込む場合（第

49条の４（卸５Ｇ契約の変更）に規定する卸５Ｇ契約の変更を申込む場合を含

みます。）は、事前調査を行います。

２　提供申込者等は、事前調査の申込みにおいて、事前調査申込書を当社が指定

する卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　提供申込者等は、事前調査申込書に、卸５Ｇサービス提供申込みの概要、提

供開始を希望する時期、申込みを行う卸５Ｇサービスの種類、利用に係る予測

トラヒック、提供申込み者等に係る接続点の設置希望地域及び当社に協力を依

頼する事項等を記載するものとします。

４　前項の規定によるほか、提供申込者等は、回線卸５Ｇの契約者回線との間の

データ通信モードによる通信について、帯域利用と帯域利用以外での利用のい

ずれかを選択し、事前調査申込書に記載するものとします。

５　前項の規定にかかわらず、第２種卸５Ｇ契約に係る事前調査の申込みにおい

ては、帯域利用の選択があったものとみなして取り扱います。

６　当社は、提供申込者等から請求があるときは、事前調査申込書に記載する事

項に係る必要な情報（当社の機密事項を除きます。）を当社の卸携帯電話サービ

ス取扱所において、提供するものとします。

（事前調査の受付及び順序）

第31条の４　当社は、事前調査申込書に事前調査を行うために必要な事項が記載

されていることを確認した時をもって、事前調査の申込みの受付とします。

　ただし、事前調査申込書の記載事項に不備等があったときは、その状態が解

消されたことを当社が確認したときをもって、事前調査の申込みの受付としま

す。

２　当社は、事前調査の申込みを受け付けたときは、提供申込者等に対して書面

により通知します。

３　当社は、卸５Ｇサービス提供の申込みが複数あるときは、申込みを受け付け

た順序に従って事前調査を行います。

（事前調査の回答）

第31条の５　当社は、事前調査申込みの受付後１ヶ月以内に、承諾の可否及び費

用負担の有無を、その提供申込者等に書面により通知します。

　ただし、第114条（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）又は第115条（債

務の履行の担保）を適用する見込みがあるときその他特別の事情があるときは、

申込みを受け付けた日から１ヶ月を超えて回答する場合があります。

２　当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修の必要がない

と判断した場合には、前項に規定する通知と合わせて、提供可能時期並びに第

31条の11（その他の工事）に規定する工事がある場合はその概算額及びその内
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訳を通知し、これをもって事前調査の回答とします。

３　当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修が必要である

と判断した場合は、第１項に規定する通知に加え、事前調査申込みの受付後４

ヶ月以内に、提供可能時期及びその電気通信設備を設置又は改修（第31条の11

に規定する工事がある場合は、その工事を含みます。）するために必要となる概

算額並びにその内訳等を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とし

ます。

４　前項の規定にかかわらず、その電気通信設備の設置又は改修の規模が大きい

場合は、概算額及びその内訳等の通知は、４ヶ月を超えるときがあります。

５　当社は、提供可能時期が第31条の13（標準的提供期間）に規定する標準的提

供期間を著しく超える場合は、その理由を書面により提供申込者に通知します。

６　当社は、前５項の規定にかかわらず、事前調査において当社が定める事務処

理以外の事務処理が必要であると判断した場合等においては、当社が定める方

法により提供申込者等と協議するものとし、その旨を提供申込者等に回答しま

す。

７　提供申込者等が、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に第31条の６（卸５

Ｇサービスの契約申込み）に規定する契約申込みを行わないときは、当社が行

った事前調査の回答は、その効力を失います。

第３節　卸５Ｇサービスの契約申込み等

（卸５Ｇサービスの契約申込み）

第31条の６　提供申込者は、事前調査の回答を受けた後１ヶ月以内に、別表１（様

式）の様式第２の書面により当社に対し、回答書の内容に基づく卸５Ｇサービ

スの契約申込みを行うものとし、当社が、その書面に必要事項が記載されてい

ることを確認したときをもって契約申込みの受付とします。

２　提供申込者は、前項に規定する契約申込みを行う場合において、第31条の５

（事前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通

信設備の設置又は改修等を要するときは、前項の契約申込みと合わせて、次の

各号に規定する申込みを行うことを要します。

(1) 当社の電気通信設備（ソフトウェアを除く。）の設置又は改修を要する場合

第31条の９（電気通信設備の設置又は改修）に規定する当社の電気通信設備

の設置又は改修の申込み

(2) 当社の電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合第31

条の10（通信用ソフトウェアの開発）に規定する通信用ソフトウェアの開発

の申込み

(3) 当社の電気通信設備の設置又は改修以外の工事を要する場合第31条の11

（その他の工事）に規定する工事の申込み

３　提供申込者は、第１項に規定する契約申込みを行う場合において、第31条の

５（事前調査の回答）に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気

通信設備の設置又は改修等を要しないときは、前項の規定にかかわらず、第１

項の契約申込みと合わせて、卸５Ｇサービスの利用において必要となる接続装

置に係るビジネスmopera契約の申込みを行うことを要します。

（卸５Ｇサービスの契約申込みの取止め）

第31条の７　当社は、提供申込者から契約申込みについて、当該卸５Ｇサービス

の提供等が開始される前に書面による取止めの申込みがあった場合は、書面に

よりこれを承諾します。

２　前項の規定にかかわらず、当社は、提供申込者からの契約申込みについて、



卸 － 30

第31条の５（事前調査の回答）の規定により当社が回答した提供可能時期から

１年を経過してもなお当該卸５Ｇサービスの提供等が開始されない場合（当該

卸５Ｇサービスに係る回線卸５Ｇ契約の申込みがない場合を含みます。）には、

取止めの申込みがあったものとみなすことができるものとします。

３　前２項の場合において、提供申込者は、その取止めにより新たに発生する費

用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担すること

を要します。

（卸５Ｇサービスの契約申込みの承諾）

第31条の８　当社は、第31条の６（卸５Ｇサービスの契約申込み）に規定する契

約申込みがあったときは、その契約申込みを受け付けた順序に従って書面によ

り承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その契

約申込みの承諾を延期することがあります。

３　当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約申込みを承諾

しないことがあります。

(1) 卸５Ｇサービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当社の

信用又は利益を損なうおそれがあるとき。

(2) 卸５Ｇサービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、そ

の他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断したと

き。

(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者若しく

はその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。

(4) 提供申込者が、卸５Ｇサービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠

り、又は怠るおそれがあるとき。

(5) 契約申込みに応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェ

ース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的

に著しく困難であるとき。

(6) 第50条（守秘義務）から第60条（国際電気通信事業者等への利用者の氏名

等の通知）、第63条（契約者の維持責任）から第66条（第三者への債権譲渡

等）又は第129条（利用に係る契約者の義務）の規定のいずれかに違反する

おそれがあるとき。

(7) その卸５Ｇサービスに係る利用者の利益を損なうおそれがあると当社が判

断したとき。

４　前項の規定により、その契約申込みを承諾しないときは、当社は、書面によ

りその理由を通知します。

第４節　電気通信設備の設置又は改修等

（電気通信設備の設置又は改修）

第31条の９　提供申込者は、第31条の６（卸５Ｇサービスの契約申込み）第２項

第１号の規定に基づき、電気通信設備の設置又は改修の申込みを当社に行う場

合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第31条

の６第１項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなしま

す。

２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、個別建設契約の締結、電気通信設備の設置又は改修

の変更等、完成通知及び電気通信設備の所有権の取扱いについては、当社の接
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続約款に規定する接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。

（通信用ソフトウェアの開発）

第31条の10　提供申込者が、第31条の６（卸５Ｇサービスの契約申込み）第２項

第２号の規定に基づき、通信に必要な当社の通信用ソフトウェアの開発の申込

みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合

において、第31条の６第１項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあっ

たものとみなします。

２　当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する

接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて取り扱います。

３　前項の規定によるほか、通信用ソフトウェア開発契約の締結、通信用ソフト

ウェアの開発の中止、完成通知及び通信用ソフトウェアの所有権の取扱いにつ

いては、当社の接続約款に規定する接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて

取り扱います。

（その他の工事）

第31条の11　提供申込者は、第31条の６（卸５Ｇサービスの契約申込み）第２項

第３号の規定により、第31条の９（電気通信設備の設置又は改修）に規定する

電気通信設備の設置又は改修以外の工事（以下、この条において「その他の工

事」といいます。）の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うこ

とを要します。この場合において、第31条の６第１項に規定する申込みに合わ

せて申し込まれたものとみなします。

２　その他の工事の承諾及びその他の工事に係る契約の締結の取扱いについては、

当社の接続約款に規定するその他の工事の場合に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第31条の12　電気通信設備又は通信用ソフトウェアの利用中止、更改、瑕疵及び

除却若しくは転用の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備

等の利用中止、更改、瑕疵及び除却若しくは転用の場合に準じて取り扱います。

第５節　標準的提供期間等

（標準的提供期間）

第31条の13　当社は、第31条の６（卸５Ｇサービスの契約申込み）に規定する卸

５Ｇサービスの契約申込みがあったときは、特別の事情がない限り、接続約款

に規定する標準的接続期間の取扱いに準じて、当社が定める期間内に卸５Ｇサ

ービス提供に係る準備を整えるよう努めます。

（接続点の設置）

第31条の14　当社は、提供申込者等が第31条の５（事前調査の回答）に規定する

当社からの事前調査の回答結果に基づき、卸５Ｇサービスの契約申込みにおい

て申し出た接続点の設置希望地域に、提供申込者等に係る接続点を設置します。

２　当社及び提供申込者等は、前項の規定により設置した接続点を、当社と提供

申込者等との固定資産及び保守の分界点とします。

（試験の実施）

第31条の15　当社及び提供申込者は、当該卸５Ｇサービスの提供等が開始される

前に試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者が判断した場合に

は、別に定める方法により試験を実施することとします。

２　前項の試験の結果、当社又は提供申込者が当該卸５Ｇサービスの提供等の正

常性等を確認できないと判断した場合は、当該卸５Ｇサービスの提供等を開始

しないことがあります。

３　当社及び提供申込者は、第１項の試験の結果、当該卸５Ｇサービスの正常性
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等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることと

します。

（移動無線装置に係る確認試験の実施）

第31条の16　当社及び提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、提供

申込者等が自ら調達し取り扱うことを業とする場合であって、当該移動無線装

置に係る確認試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者等が判断

したときは、その必要とする理由を示し、別に定める方法により試験を実施す

るよう協議を申し入れることができるものとします。

２　当社及び提供申込者等は、前項の確認試験の結果、当該卸５Ｇサービスの提

供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明に

あたることとします。

３　当社は、提供申込者等が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合に

ついて、責任を負いません。

４　当社は、第１項に規定する確認試験を実施する場合は、その提供申込者等と、

その試験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。

（業務支援システムの利用に関する申込み）

第31条の17　提供申込者等は、業務支援システムの利用に関する申込みを当社が

指定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する申込みを承諾する場合は、その提供申込者等と、そ

の利用に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を

締結します。

（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）

第31条の18　提供申込者等は、利用者へ転貸与するために当社から卸携帯電話契

約者へ貸与するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求、又は利用者へ付与するため

に当社から卸携帯電話契約者へ付与するeSIMの付与に係る請求を当社が指定す

る卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。

２　当社は、前項に規定する請求を承諾する場合は、その提供申込者等と、その

請求に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締

結します。

第６節　当社の通信用建物等における取扱い

（提供申込者等が卸５Ｇサービスの提供に必要な装置等の設置又は保守を行う

場合の立入り）

第31条の19　提供申込者等又は卸５Ｇサービスの提供に必要な装置等の設置若し

くは保守を行う者としてその提供申込者等が指定した者（その提供に必要な装

置等以外の設備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の

通信用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満た

す団体の被用者に限ります。）は、提供に必要な装置等の設置又は保守のために

当社の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合において、立入者の

数は、その提供に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、

当社が指定する立会者が立ち会うことを要します。

２　前項の場合において、提供申込者等は、立入りを行おうとする日の５営業日

前までに、書面により立入りを行う当社の通信用建物等の名称、日時及び目的

並びに立入者の氏名を当社の卸携帯電話サービス取扱所に通知することを要し

ます。

３　当社は、特別の事情がない限り、前項の通知がなされた日から２営業日以内

に、書面により承諾（承諾を行わない場合は、書面によるその理由の通知）を
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行います。

４　前２項の規定にかかわらず、第１項の保守のための立入りであって、その保

守が提供に必要な装置等の故障を修理するために行われる場合その他緊急やむ

を得ない場合は、第２項の通知は、その立入りを行おうとする日に行うことが

できるものとし、当社は、特別の事情がない限り、前項の承諾を行います。

（当社の通信用建物等に接続点を設置する場合の取扱い）

第31条の20　当社の通信用建物等に接続点を設置する場合において、提供申込者

が当社の通信用建物等に設置可能な設備は、回線終端装置及びその他付随設備

等（当社が技術的、経済的等の観点から当社の通信用建物等に設置することが

適切であると判断した電気通信設備に限ります。）とします。

（その他の提供条件）

第31条の21　工事等の制限の取扱いについては、当社の接続約款の規定に準じて

取り扱います。
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第４章　卸ＦＯＭＡ契約の締結等

（卸ＦＯＭＡ契約の単位）

第32条　当社は、１の仮想携帯電話事業者と１の卸ＦＯＭＡ契約を締結します。

（卸ＦＯＭＡ契約上の地位の移転又は承継）

第33条　卸ＦＯＭＡ契約者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、

卸ＦＯＭＡ契約上の地位を移転しようとする場合は、当社の承諾を受けなけれ

ば、その効力を生じません。

２　卸ＦＯＭＡ契約上の地位の移転を受けようとするときは、卸ＦＯＭＡ契約者

及び当該電気通信事業の全部又は一部を譲り受けた者は、これを証明する書類

を当社の卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　当社は、前項の規定により卸ＦＯＭＡ契約上の地位の移転を求められたとき

は、次の場合を除き、これを承諾します。

(1) 卸ＦＯＭＡ契約上の地位の移転を受けようとする者が第11条（卸ＦＯＭＡ

サービスの契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに該当する者であると

き。

(2) 電気通信事業の全部の譲渡について総務大臣へ届出をしていないとき。

(3) 卸ＦＯＭＡ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸ＦＯＭＡ

契約上の地位の移転を受けようとする者が事業法第17条第１項

　ただし書の規定に該当するとき。

(4) 当社に対する卸ＦＯＭＡサービスに係る料金その他の債務（この約款の規

定により、支払いを要することとなった卸ＦＯＭＡサービスに係る料金、工

事又は手続きに関する費用又は割増金等の債務をいいます。）の支払義務等、

卸ＦＯＭＡ契約上の地位の帰属が不明確であるとき。

４　卸ＦＯＭＡ契約者において合併、分割又は相続により卸ＦＯＭＡ契約上の地

位を承継する場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。

５　前項の規定により、卸ＦＯＭＡ契約上の地位の承継を届け出るときは、卸Ｆ

ＯＭＡ契約者及び合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割により

当該電気通信事業の全部若しくは一部を承継した法人、又は相続人（相続人が

２人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続

人を定めたときは、その者とします。）は、これを証明する書類を当社の卸携帯

電話サービス取扱所に提出することを要します。

６　当社は、前項の規定により卸ＦＯＭＡ契約上の地位の承継の届出があった場

合において、その卸ＦＯＭＡ契約上の地位の承継が次に該当するときは承諾し

ません。

(1) 電気通信事業の合併、分割（電気通信事業の全部を承継させる場合に限り

ます。）又は相続について総務大臣へ届出をしていないとき。

(2) 卸ＦＯＭＡ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸ＦＯＭＡ

契約上の地位の承継を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の

規定に該当するとき。

（卸ＦＯＭＡ契約の変更）

第34条　当社及び卸ＦＯＭＡ契約者は、必要が生じたときは、協議のうえで、卸

ＦＯＭＡ契約を変更することができるものとします。この場合には、当社の卸

ＦＯＭＡサービスの提供は、変更後の卸ＦＯＭＡ契約によるものとします。

（卸ＦＯＭＡサービスの利用中止）

第35条　当社は、次の場合には、卸ＦＯＭＡサービスの利用を中止することがあ

ります。
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(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第100条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。

(3) 第69条（契約者識別番号）第２項の規定により、契約者識別番号を変更す

るとき。

２　前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について別表２（付加機

能）に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の提供を中止すること

があります。

３　当社は、前２項の規定により卸ＦＯＭＡサービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことを当社のインターネットホームページ等において掲示しま

す。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸ＦＯＭＡサービスの利用停止）

第36条　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以

内で当社が定める期間（その卸ＦＯＭＡサービスに関する料金その他の債務（こ

の約款の規定により、支払いを要することとなった卸ＦＯＭＡサービスに関す

る料金又は工事費等若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条

及び第136条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の

債務が支払われるまでの間）、その卸ＦＯＭＡサービスの利用を停止（回線卸Ｆ

ＯＭＡの全部の利用停止をいいます。）することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま

す。以下この条において同じとします。）。

(2) 卸ＦＯＭＡ契約又は回線卸ＦＯＭＡ契約の申込みに当たって当社所定の書

面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3) 第11条（卸ＦＯＭＡサービス契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに

該当するとき。

(4) 契約者回線に、自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。

(5) 卸ＦＯＭＡ契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の

卸ＦＯＭＡサービス又は卸ＦＯＭＡ契約者が当社と契約を締結している若

しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該

契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。）につ

いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(6) その他卸ＦＯＭＡ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により卸ＦＯＭＡサービスの利用停止をするときはあら

かじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸ＦＯＭＡ契約者が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）

第37条　卸ＦＯＭＡ契約者は、卸ＦＯＭＡ契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知

することを要します。この場合において、当社及び卸ＦＯＭＡ契約者は、協議

の上、解除時期について決定することとします。

（当社が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）

第38条　当社は、第36条（卸ＦＯＭＡサービスの利用停止）第１項の規定により

卸ＦＯＭＡサービスの利用を停止された卸ＦＯＭＡ契約者が、なおその事実を

解消しない場合は、その卸ＦＯＭＡ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が第36条第１項各号の規定のいずれかに該当する
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場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、卸ＦＯＭＡサービスの利用停止をしないで

その卸ＦＯＭＡ契約を解除することがあります。

３　前２項の規定によるほか、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

卸ＦＯＭＡ契約を解除します。

(1) 卸ＦＯＭＡ契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。

(2) 卸ＦＯＭＡ契約者が法人である場合において、その法人が解散したとき。

(3) 卸ＦＯＭＡ契約者が死亡し相続人がいないとき。

４　当社は、前３項の規定により、その卸ＦＯＭＡ契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ卸ＦＯＭＡ契約者にそのことを通知します。

　ただし、前項第３号の規定により、卸ＦＯＭＡ契約を解除しようとするとき

は、この限りでありません。

（卸ＦＯＭＡサービスの廃止）

第39条　当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及

び業務の遂行上やむを得ない場合は、ＦＯＭＡサービス及び卸ＦＯＭＡサービ

スの一部又は全部を廃止することがあります。

２　当社は、前項の規定により卸ＦＯＭＡサービスの全部を廃止するときは、廃

止の期日の１年前までに、その理由及び廃止の期日を卸ＦＯＭＡ契約者に通知

します。

（その他の提供条件）

第40条　電気通信設備又は通信用ソフトウェアに係る工事又は手続き等の停止及

び中止の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等に係る工

事又は手続き等の停止及び中止の場合に準じて取り扱います。
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第４章の２　卸Ｘｉ契約の締結等

（卸Ｘｉ契約の単位）

第41条　当社は、１の仮想携帯電話事業者と１の卸Ｘｉ契約を締結します。

（卸Ｘｉ契約上の地位の移転又は承継）

第42条　卸Ｘｉ契約者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、卸

Ｘｉ契約上の地位を移転しようとする場合は、当社の承諾を受けなければ、そ

の効力を生じません。

２　卸Ｘｉ契約上の地位の移転を受けようとするときは、卸Ｘｉ契約者及び当該

電気通信事業の全部又は一部を譲り受けた者は、これを証明する書類を当社の

卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　当社は、前項の規定により卸Ｘｉ契約上の地位の移転を求められたときは、

次の場合を除き、これを承諾します。

(1) 卸Ｘｉ契約上の地位の移転を受けようとする者が第22条（卸Ｘｉサービス

の契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに該当する者であるとき。

(2) 電気通信事業の全部の譲渡について総務大臣へ届出をしていないとき。

(3) 卸Ｘｉ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸Ｘｉ契約上の

地位の移転を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に該

当するとき。

(4) 当社に対する卸Ｘｉサービスに係る料金その他の債務（この約款の規定に

より、支払いを要することとなった卸Ｘｉサービスに係る料金、工事又は手

続きに関する費用又は割増金等の債務をいいます。）の支払義務等、卸Ｘｉ

契約上の地位の帰属が不明確であるとき。

４　卸Ｘｉ契約者において合併、分割又は相続により卸Ｘｉ契約上の地位を承継

する場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。

５　前項の規定により、卸Ｘｉ契約上の地位の承継を届け出るときは、卸Ｘｉ契

約者及び合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割により当該電気

通信事業の全部若しくは一部を承継した法人、又は相続人（相続人が２人以上

ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定め

たときは、その者とします。）は、これを証明する書類を当社の卸携帯電話サー

ビス取扱所に提出することを要します。

６　当社は、前項の規定により卸Ｘｉ契約上の地位の承継の届出があった場合に

おいて、その卸Ｘｉ契約上の地位の承継が次に該当するときは承諾しません。

(1) 電気通信事業の合併、分割（電気通信事業の全部を承継させる場合に限り

ます。）又は相続について総務大臣へ届出をしていないとき。

(2) 卸Ｘｉ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸Ｘｉ契約上の

地位の承継を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に該

当するとき。

（卸Ｘｉ契約の変更）

第43条　当社及び卸Ｘｉ契約者は、必要が生じたときは、協議のうえで、卸Ｘｉ

契約を変更することができるものとします。この場合には、当社の卸Ｘｉサー

ビスの提供は、変更後の卸Ｘｉ契約によるものとします。

（卸Ｘｉサービスの利用中止）

第44条　当社は、次の場合には、卸Ｘｉサービスの利用を中止することがありま

す。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第100条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
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(3) 第77条（契約者識別番号）第２項の規定により、契約者識別番号を変更す

るとき。

２　前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について別表２（付加機

能）に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の提供を中止すること

があります。

３　当社は、前２項の規定により卸Ｘｉサービスの利用を中止するときは、あら

かじめそのことを当社のインターネットホームページ等において掲示します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸Ｘｉサービスの利用停止）

第45条　当社は、卸Ｘｉ契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で

当社が定める期間（その卸Ｘｉサービスに関する料金その他の債務（この約款

の規定により、支払いを要することとなった卸Ｘｉサービスに関する料金又は

工事費等若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条及び第136

条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払

われるまでの間）、その卸Ｘｉサービスの利用を停止（回線卸Ｘｉの全部の利用

停止をいいます。）することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま

す。以下この条において同じとします。）。

(2) 卸Ｘｉ契約又は回線卸Ｘｉ契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実

に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3) 第22条（卸Ｘｉサービス契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに該当

するとき。

(4) 契約者回線に、自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。

(5) 卸Ｘｉ契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の卸Ｘ

ｉサービス又は卸Ｘｉ契約者が当社と契約を締結している若しくは締結し

ていた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該契約約款の規

定により支払いを要することとなったものをいいます。）について、支払期

日を経過してもなお支払わないとき。

(6) その他卸Ｘｉ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により卸Ｘｉサービスの利用停止をするときはあらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（契約者が行う卸Ｘｉ契約の解除）

第46条　卸Ｘｉ契約者は、卸Ｘｉ契約を解除しようとするときは、そのことをあ

らかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知すること

を要します。この場合において、当社及び卸Ｘｉ契約者は、協議の上、解除時

期について決定することとします。

（当社が行う卸Ｘｉ契約の解除）

第47条　当社は、第45条（卸Ｘｉサービスの利用停止）第１項の規定により卸Ｘ

ｉサービスの利用を停止された卸Ｘｉ契約者が、なおその事実を解消しない場

合は、その卸Ｘｉ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸Ｘｉ契約者が第45条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合

に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、卸Ｘｉサービスの利用停止をしないでその卸Ｘ

ｉ契約を解除することがあります。
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３　前２項の規定によるほか、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

卸Ｘｉ契約を解除します。

(1) 卸Ｘｉ契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。

(2) 卸Ｘｉ契約者が法人である場合において、その法人が解散したとき。

(3) 卸Ｘｉ契約者が死亡し相続人がいないとき。

４　当社は、前３項の規定により、その卸Ｘｉ契約を解除しようとするときは、

あらかじめ卸Ｘｉ契約者にそのことを通知します。

　ただし、前項第３号の規定により、卸Ｘｉ契約を解除しようとするときは、

この限りでありません。

（卸Ｘｉサービスの廃止）

第48条　当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及

び業務の遂行上やむを得ない場合は、Ｘｉサービス及び卸Ｘｉサービスの一部

又は全部を廃止することがあります。

２　当社は、前項の規定により卸Ｘｉサービスの全部を廃止するときは、廃止の

期日の１年前までに、その理由及び廃止の期日を卸Ｘｉ契約者に通知します。

（その他の提供条件）

第49条　電気通信設備又は通信用ソフトウェアに係る工事又は手続き等の停止及

び中止の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等に係る工

事又は手続き等の停止及び中止の場合に準じて取り扱います。
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第４章の３　卸５Ｇ契約の締結等

（卸５Ｇ契約の単位）

第49条の２　当社は、１の仮想携帯電話事業者と１の卸５Ｇ契約を締結します。

（卸５Ｇ契約上の地位の移転又は承継）

第49条の３　卸５Ｇ契約者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、

卸５Ｇ契約上の地位を移転しようとする場合は、当社の承諾を受けなければ、

その効力を生じません。

２　卸５Ｇ契約上の地位の移転を受けようとするときは、卸５Ｇ契約者及び当該

電気通信事業の全部又は一部を譲り受けた者は、これを証明する書類を当社の

卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。

３　当社は、前項の規定により卸５Ｇ契約上の地位の移転を求められたときは、

次の場合を除き、これを承諾します。

(1) 卸５Ｇ契約上の地位の移転を受けようとする者が第31条の８（卸５Ｇサー

ビスの契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに該当する者であるとき。

(2) 電気通信事業の全部の譲渡について総務大臣へ届出をしていないとき。

(3) 卸５Ｇ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸５Ｇ契約上の

地位の移転を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に該

当するとき。

(4) 当社に対する卸５Ｇサービスに係る料金その他の債務（この約款の規定に

より、支払いを要することとなった卸５Ｇサービスに係る料金、工事又は手

続きに関する費用又は割増金等の債務をいいます。）の支払義務等、卸５Ｇ

契約上の地位の帰属が不明確であるとき。

４　卸５Ｇ契約者において合併、分割又は相続により卸５Ｇ契約上の地位を承継

する場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。

５　前項の規定により、卸５Ｇ契約上の地位の承継を届け出るときは、卸５Ｇ契

約者及び合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割により当該電気

通信事業の全部若しくは一部を承継した法人、又は相続人（相続人が２人以上

ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定め

たときは、その者とします。）は、これを証明する書類を当社の卸携帯電話サー

ビス取扱所に提出することを要します。

６　当社は、前項の規定により卸５Ｇ契約上の地位の承継の届出があった場合に

おいて、その卸５Ｇ契約上の地位の承継が次に該当するときは承諾しません。

(1) 電気通信事業の合併、分割（電気通信事業の全部を承継させる場合に限り

ます。）又は相続について総務大臣へ届出をしていないとき。

(2) 卸５Ｇ契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸５Ｇ契約上の

地位の承継を受けようとする者が事業法第17条第１項ただし書の規定に該

当するとき。

（卸５Ｇ契約の変更）

第49条の４　当社及び卸５Ｇ契約者は、必要が生じたときは、協議のうえで、卸

５Ｇ契約を変更することができるものとします。この場合には、当社の卸５Ｇ

サービスの提供は、変更後の卸５Ｇ契約によるものとします。

（卸５Ｇサービスの利用中止）

第49条の５　当社は、次の場合には、卸５Ｇサービスの利用を中止することがあ

ります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第100条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
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(3) 第82条の４（契約者識別番号）第２項の規定により、契約者識別番号を変

更するとき。

２　前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について別表２（付加機

能）に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の提供を中止すること

があります。

３　当社は、前２項の規定により卸５Ｇサービスの利用を中止するときは、あら

かじめそのことを当社のインターネットホームページ等において掲示します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸５Ｇサービスの利用停止）

第49条の６　当社は、卸５Ｇ契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以

内で当社が定める期間（その卸５Ｇサービスに関する料金その他の債務（この

約款の規定により、支払いを要することとなった卸５Ｇサービスに関する料金

又は工事費等若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条及び第

136条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が

支払われるまでの間）、その卸５Ｇサービスの利用を停止（回線卸５Ｇの全部の

利用停止をいいます。）することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みま

す。以下この条において同じとします。）。

(2) 卸５Ｇ契約又は回線卸５Ｇ契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実

に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3) 第31条の８（卸５Ｇサービス契約申込みの承諾）第３項各号のいずれかに

該当するとき。

(4) 契約者回線に、自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。

(5) 卸５Ｇ契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の卸５

Ｇサービス又は卸５Ｇ契約者が当社と契約を締結している若しくは締結し

ていた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該契約約款の規

定により支払いを要することとなったものをいいます。）について、支払期

日を経過してもなお支払わないとき。

(6) その他卸５Ｇ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により卸５Ｇサービスの利用停止をするときはあらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（契約者が行う卸５Ｇ契約の解除）

第49条の７　卸５Ｇ契約者は、卸５Ｇ契約を解除しようとするときは、そのこと

をあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知する

ことを要します。この場合において、当社及び卸５Ｇ契約者は、協議の上、解

除時期について決定することとします。

（当社が行う卸５Ｇ契約の解除）

第49条の８　当社は、第49条の６（卸５Ｇサービスの利用停止）第１項の規定に

より卸５Ｇサービスの利用を停止された卸５Ｇ契約者が、なおその事実を解消

しない場合は、その卸５Ｇ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸５Ｇ契約者が第49条の６第１項各号の規定のいずれかに該当する

場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、卸５Ｇサービスの利用停止をしないでその

卸５Ｇ契約を解除することがあります。
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３　前２項の規定によるほか、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

卸５Ｇ契約を解除します。

(1) 卸５Ｇ契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。

(2) 卸５Ｇ契約者が法人である場合において、その法人が解散したとき。

(3) 卸５Ｇ契約者が死亡し相続人がいないとき。

４　当社は、前３項の規定により、その卸５Ｇ契約を解除しようとするときは、

あらかじめ卸５Ｇ契約者にそのことを通知します。

　ただし、前項第３号の規定により、卸５Ｇ契約を解除しようとするときは、

この限りでありません。

（卸５Ｇサービスの廃止）

第49条の９　当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術

上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、５Ｇサービス及び卸５Ｇサービスの

一部又は全部を廃止することがあります。

２　当社は、前項の規定により卸５Ｇサービスの全部を廃止するときは、廃止の

期日の１年前までに、その理由及び廃止の期日を卸５Ｇ契約者に通知します。

（その他の提供条件）

第49条の10　電気通信設備又は通信用ソフトウェアに係る工事又は手続き等の停

止及び中止の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等に係

る工事又は手続き等の停止及び中止の場合に準じて取り扱います。
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第５章　責務等

第１節　責務

（守秘義務）

第50条　当社及び提供申込者等は、事前調査の申込み以降相互に知り得た当社又

は提供申込者等の技術上、経営上及びその他一般に公表していない一切の事項

に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。

　ただし、法令上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は

主務官庁より報告を要請された場合は、この限りではありません。

　なお、本条は卸携帯電話契約の締結に至らなかった場合又は卸携帯電話契約

が解除された場合若しくは終了した場合においても有効に存続するものとしま

す。

（必要事項の通知）

第51条　当社及び契約者は、次の各号に掲げる事項について、互いに書面により

通知することとします。

(1) 名称、住所若しくは居所、請求書の送付先又は法人の代表者の変更

(2) 電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散

(3) 電気通信事業の登録、届出又は変更登録の取消し

(4) 事業法第８条第２項に規定する電気通信業務の一部停止

(5) 提供条件に影響がある電気通信設備の変更、増設又は廃止

(6) 第112条（期限の利益喪失）第１項第２号から第４号に定める事由のいずれ

かが発生した場合にあってはその事実

(7) その他卸携帯電話サービスの提供に必要な事項

２　前項第１号に規定する変更の通知があったときは、当社は、その届出のあっ

た事実を証明する書類を提示していただくことがあります。

３　契約者において、第１項第１号に規定する変更があったにもかかわらず、当

社の卸携帯電話サービス取扱所に届出がないときは、第35条（卸ＦＯＭＡサー

ビスの利用中止）、第36条（卸ＦＯＭＡサービスの利用停止）、第38条（当社が

行う卸ＦＯＭＡ契約の解除) 、第69条（契約者識別番号)､第72条（回線卸ＦＯ

ＭＡの利用停止）、第74条（当社が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）、第44条（卸

Ｘｉサービスの利用中止）、第45条（卸Ｘｉサービスの利用停止）、第47条（当

社が行う卸Ｘｉ契約の解除)、第77条（契約者識別番号)､第80条（回線卸Ｘｉの

利用停止）第82条（当社が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）、第49条の５（卸５Ｇサ

ービスの利用中止）、第49条の６（卸５Ｇサービスの利用停止）、第49条の８（当

社が行う卸５Ｇ契約の解除)、第82条の４（契約者識別番号)､第82条の７（回線

卸５Ｇの利用停止）及び第82条の９（当社が行う回線卸５Ｇ契約の解除）に規

定する通知については、当社に届出を受けている名称、住所若しくは居所又は

請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。

（情報の提出）

第52条　当社は、提供申込者等に対して、提供申込者等が卸携帯電話サービスの

提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断す

るために必要な情報の提出を求めることがあります。

２　前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算

書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた提

供申込者等は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するも

のとします。
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（証明書類の確認）

第53条　提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱

うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する（契約者が行

う試験を含みます。）前に、当該移動無線装置が事業法第69条及び端末設備等規

則（昭和60年郵政省令第31号）で定める技術基準を満たしていることを当社が

確認するために必要な情報を当社の卸携帯電話サービス取扱所に提示すること

を要するものとします。

２　提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うこ

とを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する（提供申込者等が

行う試験を含みます。）前に、当該移動無線装置が電波法（昭和25年法律第131

号）第３章で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要

な情報を書面により当社の卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要する

ものとします。

（利用数等の報告）

第54条　契約者は、当社が電気通信事業法報告規則（昭和63年郵政省省令第46号）

に規定する電気通信役務契約等状況報告を行う等、当社が必要とする場合にお

いて、利用者との間で締結している回線卸ＦＯＭＡ利用契約、回線卸Ｘｉ利用

契約及び回線卸５Ｇ利用契約の数を、当社が定める方法により報告を行うこと

を要します。

（法令遵守等）

第55条　当社及び契約者は、卸携帯電話サービスの円滑な運営を図るため、卸携

帯電話サービスに係る業務に関して信義に従い誠実に対応することとし、相互

に協力することとします。

２　契約者は、卸携帯電話サービスの利用（卸携帯電話サービスを第三者に提供

するときを含みます。）にあたり、関連する法令を遵守するものとします。

３　当社は、契約者に対し、必要に応じて前項に規定する法令遵守の状況その他

当社が必要と認めた事項について報告を求めることができるものとし、契約者

は速やかにこれに応じるものとします。

（特定電子メールの取扱い）

第56条　契約者は、特定電子メールの取扱いにあたって、特定電子メールの送信

の適正化等に関する法律（平成14年法律第26号）第10条に規定する情報の提供

及び技術の開発又は導入に努めるものとします。

（商標の使用）

第57条　契約者は、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サービスとして提供す

る場合において、当社の登録商標又は商標を使用するときは、当社が別に定め

る条件を遵守していただきます。

（注）本条に規定する当社が別に定める条件は、「ドコモ商標使用条件」に定める

ところによります。

（本人確認）

第58条　契約者は、自らの責任により、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サ

ービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対して、本人

確認（携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務

の不正な利用の防止に関する法律（平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正

利用防止法」といいます｡)第３条で定める本人確認をいいます｡)及び利用者に

係る本人確認（携帯電話不正利用防止法第９条で定める契約者確認をいいま

す｡)を行うことを要します。
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（提供条件等の説明等）

第59条　契約者は、自らの責任により、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サ

ービスとして提供するときは、その電気通信サービスの利用者に対して、その

電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要します。

２　契約者は、前項の規定によるほか、自らの責任により、卸携帯電話サービス

を自己の電気通信サービスとして提供するときは、利用者からの通信料金若し

くはサービス内容に関する問合せ、卸携帯電話サービスに係る故障修理の請求

等又はその他の苦情の受付及び対応を行うことを要します。

３　前２項の規定は、この約款又は卸携帯電話契約の変更等に伴って契約者が行

う対応等において準用されます。

（国際電気通信事業者等への利用者の氏名等の通知）

第60条　契約者は、別表４に規定する国際電気通信事業者等（当社が別に定める

協定事業者に限ります。以下この条において同じとします｡)からの利用者（そ

の国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約（当社が別に定めるも

のに限ります。)を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏

名、住所及び契約者識別番号等の通知に関する請求の対応を行うことを要しま

す。

第２節　保守

（当社の維持責任）

第61条　当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和

60年郵政省令第30号）に適合するよう維持します。

（修理又は復旧）

第62条　当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速

やかに修理し又は復旧するものとします。

２　前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができ

ないときは、第100条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところに

より優先的に修理し又は復旧します。

３　当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識

別番号を変更することがあります。

（契約者の維持責任）

第63条　契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表３に規定する技

術基準及び技術的条件又は第90条第２項に定める技術基準に適合するよう維持

していただきます。

２　前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備（移動無線装置に限ります。）

又は自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）を、無線設備規則に適合す

るよう維持していただきます。

（混信等の防止責任）

第64条　契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うこと

を業とする場合は、電波法第56条の規定に基づく他の無線局等への混信その他

の妨害を防止するため、当社の無線局の運用に協力することとします。

２　当社は、契約者が自ら調達した移動無線装置により混信等が生じた場合は、

契約者と協議の上、その混信等を除去するための措置を決定することとします。

（契約者の切分責任）

第65条　契約者は、卸携帯電話サービスに係る通信に生ずる著しい支障その他の

理由により、卸携帯電話サービスの利用ができなくなったときは、自営端末設
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備及び自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社の設置した電気

通信設備の修理又は復旧を請求するものとします。

２　前項の修理又は復旧の請求により、当社の修理又は復旧に係る作業の結果、

故障の原因が契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備にあった場合には、

契約者は当社にその当該作業に要した費用を支払うことを要します。この場合

において、その費用の額は、当該作業に要した費用の額に消費税相当額を加算

した額とします。

３　当社は、設備の保守に係る具体的事項について、契約者と協議の上定めるこ

ととします。

（当社の通知責任）

第65条の２　当社は、当社の電気通信設備における通信障害等に関する情報を契

約者に通知することとします。

第３節　譲渡の承認

（第三者への債権譲渡等）

第66条　契約者は、この約款に基づく当社に対する債権債務を第三者に譲渡（承

継によるものを除きます。）し又は担保の用に供しようとするときは、あらかじ

め当社の承諾を要するものとします。
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第６章　回線卸ＦＯＭＡ契約の締結等

（回線卸ＦＯＭＡ契約の単位）

第67条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の回線卸ＦＯＭＡ契約を締結し

ます。この場合、回線卸ＦＯＭＡ契約に係る契約者は、１の回線卸ＦＯＭＡ契

約につき１人に限ります。

第68条　削　除

（契約者識別番号）

第69条　回線卸ＦＯＭＡの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約

者識別番号については、卸ＦＯＭＡ契約者が継続的に利用できることを保証す

るものではありません。

２　当社は、第62条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸ＦＯＭＡの契約者識別番号を

変更することがあります。

３　前項の規定により、回線卸ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更する場合には、

あらかじめそのことを卸ＦＯＭＡ契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第70条　卸ＦＯＭＡ契約者は、利用者が、迷惑通信（いたずら、いやがらせその

他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するもの

をいいます。以下同じとします。）又は間違い通信（現に使用している契約者識

別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じと

します。）で現に困っている場合、又は第２種卸ＦＯＭＡ契約に係るＭ２Ｍ等専

用番号（当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。）へ

の変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の

請求をすることができます。

２　卸ＦＯＭＡ契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をする

ときは、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求してい

ただきます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第２種卸ＦＯＭＡ契約に

係るＭ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を

承諾します。

４　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所

定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り

消すものとします。

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その卸ＦＯＭＡ契約者から第２項に規定する請求があった場合に

おいて、その要請内容を参酌するものとします。

（回線卸ＦＯＭＡの利用の一時中断）

第71条　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者から請求があったときは、回線卸ＦＯＭＡの

利用の一時中断（その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用で

きないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。

（回線卸ＦＯＭＡの利用停止）

第72条　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が次のいずれかに該当する場合は６か月以内

で当社が定める期間、その回線卸ＦＯＭＡの利用を停止することがあります。

(1) 第129条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。

(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに
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接続したとき。

(3) 第91条（自営端末設備に異常がある場合等の検査）若しくは第95条（自営

電気通信設備に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受

けることを拒んだとき又はその検査の結果別表３の技術基準及び技術的条

件又は第90条第２項に定める技術基準に適合していると認められない自営

端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかった

とき。

(4) 第92条（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93

条（自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条（自営電気通信設備の電

波発射の停止命令があった場合の取扱い）及び第97条（自営電気通信設備の

電波法に基づく検査）の規定に違反したとき。

(5) その他卸ＦＯＭＡ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により回線卸ＦＯＭＡの利用停止をするときはあらかじ

めその理由、利用停止をする日及び期間を卸ＦＯＭＡ契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸ＦＯＭＡ契約者が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）

第73条　卸ＦＯＭＡ契約者は、回線卸ＦＯＭＡ契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により

通知することを要します。

２　回線卸ＦＯＭＡ契約の解除の請求があった場合において、携帯電話・ＰＨＳ

番号ポータビリティを希望するときは、回線卸ＦＯＭＡ契約の解除に先立って、

当社にその旨を、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る手続き等のため

に必要となる事項とともに申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。こ

の場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過した

ときは、その番号を無効とします。

４　当社は、利用者から卸ＦＯＭＡ契約者に対して第２項に規定する申出があっ

たときは、卸ＦＯＭＡ契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、

前２項に規定する手続きを行います。

（注１）第２種卸ＦＯＭＡ契約者及び基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキ

タスプランの卸ＦＯＭＡ契約者は、第２項に規定する申出を行うことができ

ません。

（注２）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。

（当社が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）

第74条　当社は、第72条（回線卸ＦＯＭＡの利用停止）第１項の規定により回線

卸ＦＯＭＡの利用を停止された卸ＦＯＭＡ契約者が、なおその事実を解消しな

い場合は、その回線卸ＦＯＭＡ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が第72条第１項各号の規定のいずれかに該当する

場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、回線卸ＦＯＭＡの利用停止をしないでその

回線卸ＦＯＭＡ契約を解除することがあります。

３　当社は、前２項の規定により、その回線卸ＦＯＭＡ契約を解除しようとする

ときは、あらかじめ卸ＦＯＭＡ契約者にそのことを通知します。
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第６章の２　回線卸Ｘｉ契約の締結等

（回線卸Ｘｉ契約の単位）

第75条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の回線卸Ｘｉ契約を締結します。

この場合、回線卸Ｘｉ契約に係る契約者は、１の回線卸Ｘｉ契約につき１人に

限ります。

（回線卸Ｘｉ契約の申込み等）

第76条　当社は、回線卸Ｘｉ契約の申込方法及び回線卸Ｘｉ契約の承諾の取扱い

については、当社のＸｉサービス契約約款に規定するＸｉの場合に準じて取り

扱います。

　ただし、１の回線卸Ｘｉ契約者から、大量の回線卸Ｘｉ契約の申込みがあっ

たときは、この限りでありません。

２　第３種卸Ｘｉ契約者は、回線卸Ｘｉ契約の申込みがあった場合において、携

帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、回線卸Ｘｉ契約の申込

みに先立って、当社にその旨を、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る

照合手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号を照合します。

４　当社は、利用者から第３種卸Ｘｉ契約者に対して第２項に規定する申出があ

ったときは、第３種卸Ｘｉ契約者の業務受託者として、当社が定めるところに

より、第２項及び前項に規定する手続きを行います。

（注）基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの卸Ｘｉ契約者は、第２

項に規定する申出を行うことができません。

（契約者識別番号）

第77条　回線卸Ｘｉの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識

別番号については、卸Ｘｉ契約者が継続的に利用できることを保証するもので

はありません。

２　当社は、第62条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸Ｘｉの契約者識別番号を変更

することがあります。

３　前項の規定により、回線卸Ｘｉの契約者識別番号を変更する場合には、あら

かじめそのことを回線卸Ｘｉ契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第78条　卸Ｘｉ契約者は、利用者が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている

場合、又は第２種卸Ｘｉ契約に係るＭ２Ｍ等専用番号への変更である場合に限

り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができ

ます。

２　卸Ｘｉ契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするとき

は、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただ

きます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第２種卸Ｘｉ契約に係る

Ｍ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾

します。

４　当社は、卸Ｘｉ契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の

書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消す

ものとします。
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（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その卸Ｘｉ契約者から第２項に規定する請求があった場合におい

て、その要請内容を参酌するものとします。

（回線卸Ｘｉの利用の一時中断）

第79条　当社は、卸Ｘｉ契約者から請求があったときは、回線卸Ｘｉの利用の一

時中断を行います。

（回線卸Ｘｉの利用停止）

第80条　当社は、卸Ｘｉ契約者が次のいずれかに該当する場合は６か月以内で当

社が定める期間、その回線卸Ｘｉの利用を停止することがあります。

(1) 第129条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。

(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに

接続したとき。

(3) 第91条（自営端末設備に異常がある場合等の検査）若しくは第95条（自営

電気通信設備に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受

けることを拒んだとき又はその検査の結果別表３の技術基準及び技術的条

件又は第90条第２項に定める技術基準に適合していると認められない自営

端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかった

とき。

(4) 第92条（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93

条（自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条（自営電気通信設備の電

波発射の停止命令があった場合の取扱い）及び第97条（自営電気通信設備の

電波法に基づく検査）の規定に違反したとき。

(5) その他卸Ｘｉ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により回線卸Ｘｉの利用停止をするときはあらかじめそ

の理由、利用停止をする日及び期間を卸Ｘｉ契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸Ｘｉ契約者が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）

第81条　卸Ｘｉ契約者は、回線卸Ｘｉ契約を解除しようとするときは、そのこと

をあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知する

ことを要します。

２　第３種卸Ｘｉ契約者は、回線卸Ｘｉ契約の解除の請求があった場合において、

携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、回線卸Ｘｉ契約の解

除に先立って、当社にその旨を、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る

手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。こ

の場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過した

ときは、その番号を無効とします。

４　当社は、利用者から第３種卸Ｘｉ契約者に対して第２項に規定する申出があ

ったときは、第３種卸Ｘｉ契約者の業務受託者として、当社が定めるところに

より、前２項に規定する手続きを行います。

（注１）基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの卸Ｘｉ契約者は、第

２項に規定する申出を行うことができません。

（注２）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。
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（当社が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）

第82条　当社は、第80条（回線卸Ｘｉの利用停止）第１項の規定により回線卸Ｘ

ｉの利用を停止された卸Ｘｉ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そ

の回線卸Ｘｉ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸Ｘｉ契約者が第80条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合

に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、回線卸Ｘｉの利用停止をしないでその回線卸Ｘ

ｉ契約を解除することがあります。

３　当社は、前２項の規定により、その回線卸Ｘｉ契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ卸Ｘｉ契約者にそのことを通知します。
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第６章の３　回線卸５Ｇ契約の締結等

（回線卸５Ｇ契約の単位）

第82条の２　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の回線卸５Ｇ契約を締結し

ます。この場合、回線卸５Ｇ契約に係る契約者は、１の回線卸５Ｇ契約につき

１人に限ります。

（回線卸５Ｇ契約の申込み等）

第82条の３　当社は、回線卸５Ｇ契約の申込方法及び回線卸５Ｇ契約の承諾の取

扱いについては、当社の５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇの場合に準じて

取り扱います。

　ただし、１の回線卸５Ｇ契約者から、大量の回線卸５Ｇ契約の申込みがあっ

たときは、この限りでありません。

２　第３種卸５Ｇ契約者は、回線卸５Ｇ契約の申込みがあった場合において、携

帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、回線卸５Ｇ契約の申込

みに先立って、当社にその旨を、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る

照合手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号を照合します。

４　当社は、利用者から第３種卸５Ｇ契約者に対して第２項に規定する申出があ

ったときは、第３種卸５Ｇ契約者の業務受託者として、当社が定めるところに

より、第２項及び前項に規定する手続きを行います。

（契約者識別番号）

第82条の４　回線卸５Ｇの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約

者識別番号については、卸５Ｇ契約者が継続的に利用できることを保証するも

のではありません。

２　当社は、第62条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸５Ｇの契約者識別番号を変更

することがあります。

３　前項の規定により、回線卸５Ｇの契約者識別番号を変更する場合には、あら

かじめそのことを回線卸５Ｇ契約者に通知します。

（請求による契約者識別番号の変更）

第82条の５　卸５Ｇ契約者は、利用者が、迷惑通信又は間違い通信で現に困って

いる場合、又は第２種卸５Ｇ契約に係るＭ２Ｍ等専用番号への変更である場合

に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることが

できます。

２　卸５Ｇ契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするとき

は、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただ

きます。

３　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第２種卸５Ｇ契約に係る

Ｍ２Ｍ等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾

します。

４　当社は、卸５Ｇ契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の

書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消す

ものとします。

（注）当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があっ

たときは、その卸５Ｇ契約者から第２項に規定する請求があった場合におい
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て、その要請内容を参酌するものとします。

（回線卸５Ｇの利用の一時中断）

第82条の６　当社は、卸５Ｇ契約者から請求があったときは、回線卸５Ｇの利用

の一時中断を行います。

（回線卸５Ｇの利用停止）

第82条の７　当社は、卸５Ｇ契約者が次のいずれかに該当する場合は６か月以内

で当社が定める期間、その回線卸５Ｇの利用を停止することがあります。

(1) 第129条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。

(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに

接続したとき。

(3) 第91条（自営端末設備に異常がある場合等の検査）若しくは第95条（自営

電気通信設備に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受

けることを拒んだとき又はその検査の結果別表３の技術基準及び技術的条

件又は第90条第２項に定める技術基準に適合していると認められない自営

端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかった

とき。

(4) 第92条（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93

条（自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条（自営電気通信設備の電

波発射の停止命令があった場合の取扱い）及び第97条（自営電気通信設備の

電波法に基づく検査）の規定に違反したとき。

(5) その他卸５Ｇ契約等の規定に違反したとき。

２　当社は、前項の規定により回線卸５Ｇの利用停止をするときはあらかじめそ

の理由、利用停止をする日及び期間を卸５Ｇ契約者に通知します。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（卸５Ｇ契約者が行う回線卸５Ｇ契約の解除）

第82条の８　卸５Ｇ契約者は、回線卸５Ｇ契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知

することを要します。

２　第３種卸５Ｇ契約者は、回線卸５Ｇ契約の解除の請求があった場合において、

携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを希望するときは、回線卸５Ｇ契約の解

除に先立って、当社にその旨を、携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティに係る

手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。

３　当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・ＰＨＳ番号ポー

タビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。こ

の場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過した

ときは、その番号を無効とします。

４　当社は、利用者から第３種卸５Ｇ契約者に対して第２項に規定する申出があ

ったときは、第３種卸５Ｇ契約者の業務受託者として、当社が定めるところに

より、前２項に規定する手続きを行います。

（注１）本条第３項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理して

いただきます。

（当社が行う回線卸５Ｇ契約の解除）

第82条の９　当社は、第82条の７（回線卸５Ｇの利用停止）第１項の規定により

回線卸５Ｇの利用を停止された卸５Ｇ契約者が、なおその事実を解消しない場

合は、その回線卸５Ｇ契約を解除することがあります。

２　当社は、卸５Ｇ契約者が第82条の７第１項各号の規定のいずれかに該当する
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場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、回線卸５Ｇの利用停止をしないでその回線

卸５Ｇ契約を解除することがあります。

３　当社は、前２項の規定により、その回線卸５Ｇ契約を解除しようとするとき

は、あらかじめ卸５Ｇ契約者にそのことを通知します。
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第７章　付加機能

（付加機能の提供）

第83条　当社は、契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定す

る付加機能を提供します。

２　前項の規定にかかわらず、別表２に規定する付加機能のうち、迷惑電話おこ

とわり機能については第１種卸ＦＯＭＡ契約者、第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基

本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランの卸ＦＯＭＡ契約者を除き

ます。以下この条において同じとします。）、第３種卸Ｘｉ契約者（基本使用料

の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの卸Ｘｉ契約者を除きます。以下この条

において同じとします。）及び第３種卸５Ｇ契約者から請求があったものとみな

して取り扱います。
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第８章　ＦＯＭＡカードの貸与等

第１節　ＦＯＭＡカードの貸与

（ＦＯＭＡカードの貸与）

第84条　当社は、卸ＦＯＭＡ契約者が利用者へ転貸与するために、卸ＦＯＭＡ契

約者へＦＯＭＡカードを貸与します。この場合において、貸与するＦＯＭＡカ

ードの数は、１の回線卸ＦＯＭＡ契約につき１とします。

２　当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸

与するＦＯＭＡカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそ

のことを卸ＦＯＭＡ契約者に通知します。この場合において、卸ＦＯＭＡ契約

者は、自らの責任により、変更後のＦＯＭＡカードを利用者へ転貸与するもの

とします。

（契約者識別番号の登録等）

第85条　当社は、次の場合には、ＦＯＭＡカードについて契約者識別番号その他

の情報の登録、変更又は消去（以下「契約者識別番号の登録等」といいます。）

を行います。

(1) ＦＯＭＡカードを貸与するとき。

(2) その他ＦＯＭＡカードの貸与を受けている卸ＦＯＭＡ契約者から契約者識

別番号の登録等を要する請求があったとき。

２　当社は、前項の規定によるほか、第62条（修理又は復旧）又は第69条（契約

者識別番号）第２項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別

番号の登録等を行います。

（ＦＯＭＡカードの返還）

第86条　ＦＯＭＡカードの貸与を受けている回線卸ＦＯＭＡの契約者は、次の場

合には、当社が別に定める方法によりそのＦＯＭＡカードを当社が指定する卸

携帯電話サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。

(1) 利用者が、卸ＦＯＭＡ契約者が提供する電気通信サービスに係る契約の休

止又は解除をしたとき。

(2) 第84条（ＦＯＭＡカードの貸与）第２項の規定により、当社がＦＯＭＡカ

ードを変更するとき。

(3) 回線卸ＦＯＭＡの契約者識別番号を変更するとき。

(4) 卸ＦＯＭＡ契約又は回線卸ＦＯＭＡ契約が解除となったとき。

(5) その他ＦＯＭＡカードを利用しなくなったとき。

第２節　ドコモＵＩＭカード等の貸与等

（ドコモＵＩＭカード等の貸与等）

第87条　当社は、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者が利用者へ転貸与又は付与する

ために、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者へドコモＵＩＭカード等を貸与又は付

与します。この場合において、貸与又は付与するドコモＵＩＭカード等の数は、

１の回線卸Ｘｉ契約又は回線卸５Ｇ契約につき１とします。

２　当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸

与又は付与するドコモＵＩＭカード等を変更することがあります。この場合は、

あらかじめそのことを卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者に通知します。この場合

において、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者は、自らの責任により、変更後のド

コモＵＩＭカード等を利用者へ転貸与又は付与するものとします。

（契約者識別番号の登録等）

第88条　当社は、次の場合には、ドコモＵＩＭカード等について契約者識別番号

の登録等を行います。
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(1) 当社が定める方法により契約者がｅＳＩＭへの契約者識別番号等の情報の

登録に関する請求を行ったとき

(2) ドコモＵＩＭカード等を貸与又は付与するとき。

(3) その他ドコモＵＩＭカード等の貸与又は付与を受けている回線卸Ｘｉ又は

回線卸５Ｇの契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったと

き。

２　当社は、前項の規定によるほか、第62条（修理又は復旧）、第77条（契約者識

別番号）第２項又は第82条の４（契約者識別番号）第２項の規定により契約者

識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。

（ドコモＵＩＭカードの返還）

第89条　ドコモＵＩＭカードの貸与を受けている卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者

は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのドコモＵＩＭカードを当

社が指定する卸携帯電話サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。

(1) 利用者が、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者が提供する電気通信サービスに

係る契約の休止又は解除をしたとき。

(2) 第87条（ドコモＵＩＭカードの貸与）第２項の規定により、当社がドコモ

ＵＩＭカードを変更するとき。

(3) 回線卸Ｘｉ又は回線卸５Ｇの契約者識別番号を変更するとき。

(4) 卸Ｘｉ契約、回線卸Ｘｉ契約、卸５Ｇ契約又は回線卸５Ｇ契約が解除とな

ったとき。

(5) その他ドコモＵＩＭカードを利用しなくなったとき。

第３節　自営端末設備の接続等

（自営端末設備の接続）

第90条　契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営端末設備（移動無線装置にあっては、当社が無線局

の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明

等に関する規則（昭和56年郵政省令第37号）様式第７号又は第14号の表示によ

り、当社が無線設備規則（昭和25年電波監理委員会規則第18号）に適合してい

ることが確認できるもの及び当社の卸携帯電話サービスの契約者回線に接続す

ることができるものに限ります。）を接続するときは、卸携帯電話サービス取扱

所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術

基準適合認定等に関する規則（平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合

認定規則」といいます。）様式第７号又は様式第14号の表示等により当社が別表

３の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器（技術

基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この

条において同じとします。）以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の

書面によりその接続の請求をしていただきます。

２　前項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外

国の無線局（電波法第103条の５に規定するものをいいます。）の自営端末設備

の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

(1) その自営端末設備が電波法第３章に定める技術基準に相当するものとして

総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できな

いとき。

(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信

事業者に接続することを認められたものでないとき。

(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
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３　その他の提供条件は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、

Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの

場合に準じて取り扱います。

（自営端末設備に異常がある場合等の検査）

第91条　当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合そ

の他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるとき

は、契約者に、その自営端末設備の接続が別表３の技術基準及び技術的条件又

は第90条第２項に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求

めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業

法施行規則第32条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾してい

ただきます。

２　その他の提供条件は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、

Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの

場合に準じて取り扱います。

（自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第92条　契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備（移動無線装置に

限ります。以下この条及び次条において同じとします。）について、電波法第72

条第１項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜ

られたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合する

よう修理等を行っていただきます。

２　その他の提供条件は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、

Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの

場合に準じて取り扱います。

（自営端末設備の電波法に基づく検査）

第93条　前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受け

る場合の取扱いについては、前条第２項の規定に準ずるものとします。
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第９章　自営電気通信設備の接続

（自営電気通信設備の接続）

第94条　契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電

気通信設備を介して、自営電気通信設備（移動無線装置にあっては、当社が無

線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合している

もの及び当社の卸携帯電話サービスの契約者回線に接続することができるもの

に限ります。）を接続するときは、当社所定の書面により卸携帯電話サービス取

扱所にその接続の請求をしていただきます。

２　前項の規定にかかわらず、当社は、契約者から当社が別に定める方法により

外国の無線局（電波法第103条の５に規定するものをいいます。）の自営端末設

備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

(1) その自営端末設備が電波法第３章に定める技術基準に相当するものとして

総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できな

いとき。

(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信

事業者に接続することを認められたものでないとき。

(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。

３　その他の提供条件は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、

Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの

場合に準じて取り扱います。

（自営電気通信設備に異常がある場合等の検査）

第95条　契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他

電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第91条（自

営端末設備に異常がある場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。

（自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）

第96条　自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）について、臨時に電波発

射の停止命令があった場合の取扱いについては、第92条（自営端末設備の電波

発射の停止命令があった場合の取扱い）の規定に準ずるものとします。

（自営電気通信設備の電波法に基づく検査）

第97条　自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）の電波法に基づく検査を

受ける場合の取扱いについては、第93条（自営端末設備の電波法に基づく検査）

の規定に準ずるものとします。
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第10章　通信

第１節　通信の種類等

（通信の種類等）

第98条　卸携帯電話サービスに係る通信には、次の種類があります。

(1) 卸ＦＯＭＡサービスに係る通信には、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　容

通話モード 音声その他の音響の伝送を行うためのもの

64kb/sデジタル通信

モード

回線交換方式により符号、音声その他の音響又は影像の

伝送を行うためのもの（通信の伝送速度については、当

社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡの

場合に準ずるものとします。）

パケット通信モード パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの

（通信の伝送速度については、当社のＦＯＭＡサービス

契約約款に規定するＦＯＭＡの場合に準ずるものとし

ます。）

ショートメッセージ

通信モード

制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送

（当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含

みます。）を行うためのもの

(2) 卸Ｘｉサービスに係る通信には、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　容

通話モード 音声その他の音響の伝送を行うためのもの

64kb/sデジタル通信

モード

回線交換方式により符号、音声その他の音響又は影像の

伝送を行うためのもの（通信の伝送速度については、当

社のＸｉサービス契約約款に規定するＸｉの場合に準

ずるものとします。）

データ通信モード パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの

（通信の伝送速度については、当社のＸｉサービス契約

約款に規定するＸｉの場合に準ずるものとします。）

ショートメッセージ

通信モード

制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送

（当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含

みます｡)を行うためのもの

(3) 卸５Ｇサービスに係る通信には、次の種類があります。

種　　　類 内　　　　　　　容

通話モード 音声その他の音響の伝送を行うためのもの
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データ通信モード パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの

ショートメッセージ

通信モード

制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送

（当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含

みます。）を行うためのもの

２　前項の規定によるほか、契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契約

を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信

号を利用して受信することができます。

３　前項に規定する災害等の情報は、第71条（回線卸ＦＯＭＡの利用の一時中断)、

第72条（回線卸ＦＯＭＡの利用停止）、第79条（回線卸Ｘｉの利用の一時中断)、

第80条（回線卸Ｘｉの利用停止）、第82条６（回線卸５Ｇの利用の一時中断)又

は第82条の７（回線卸５Ｇの利用停止）の規定にかかわらず、利用の一時中断

をしている場合又は利用停止されている場合であっても受信することができま

す。

４　卸携帯電話サービスに係る通信の条件については、料金表第１表第２（通信

料）に定めるところによります。

（注）本条第１項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。

また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。

（その他の提供条件）

第99条　契約者回線との間の通信及び相互接続点との間の通信の取扱いについて

は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約

約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの場合に準じて取り

扱います。

第２節　通信利用の制限

（通信利用の制限）

第100条　卸携帯電話サービス、ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス及び５Ｇサービ

スに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができ

ないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事

態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、

通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とす

る通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取

り扱うため、契約者が自己の電気通信サービスとして、別表７（通信の優先的

取扱いに係る機関名）に掲げる機関に提供している回線卸携帯電話（当社が契

約者との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中

止する措置（特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。）

をとることがあります。

２　前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表７に掲げ

る機関に提供している回線卸携帯電話に限り行うものとし、通信の優先的取扱

いを行う回線卸ＦＯＭＡの数は卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの数に応

じて、通信の優先的取扱いを行う回線卸Ｘｉの数は卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘ

ｉの数に応じて、通信の優先的取扱いを行う回線卸５Ｇの数は卸５Ｇ契約に係

る回線卸５Ｇの数に応じて、当社が定める方法により算定する数以内とします。

３　契約者は、利用者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほ

か、次のいずれかに該当するときは、その回線卸携帯電話に係る通信の優先的

取扱いを廃止する旨を当社に申し出ていただきます。

(1) 通信の優先的取扱いを受ける回線卸携帯電話の利用者が別表７に掲げる機
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関に該当しなくなったとき。

(2) 通信の優先的取扱いを受ける回線卸携帯電話の利用状況が、著しく不適当

であると契約者が判断したとき。

４　当社は、第１項の規定によるほか、帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの通信（パ

ケット通信モードに限ります。）、帯域利用に係る回線卸Ｘｉの通信（データ通

信モードに限ります。）又は帯域利用に係る回線卸５Ｇの通信（データ通信モー

ドに限ります。）に関して、その契約者回線から行った通信の状況等に応じて、

通信の利用を中止する措置をとることがあります。

５　当社は、前４項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為又はその

他法令に違反する行為により取得されたと当社が判断して取扱所交換設備に登

録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が

接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。

６　ＦＯＭＡサービス、Ｘｉサービス及び５Ｇサービスの契約者回線に接続する

自営端末設備が、第90条（自営端末設備の接続）に規定する技術基準適合証明

規則、無線設備規則、第90条第２項に定める技術基準、別表３の技術基準及び

技術的条件又は事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その

自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとる

ことがあります。

（注１）当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報

の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。

（注２）本条に規定する通信の優先的取扱いについては、通信の確保を保証する

ものではありません。

（通信の切断）

第101条　当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断す

ることがあります。

（通信時間等の制限）

第102条　前２条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうすると

きは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること

があります。

（通信時間等の測定等）

第103条　通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契

約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信

者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通

信をできない状態にした時刻（第101条（通信の切断）の規定により当社が通信

を切断したときは、その時刻とします。）までの経過時間とし、当社の機器（相

互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。）によ

り測定します。

２　パケット通信モード又はデータ通信モードに係る課金対象パケット（契約者

回線との間において伝送されるデータ（制御信号のうちデータとみなされるも

のを含みます。）を含むパケットをいいます。以下同じとします。）の情報量は、

当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着

信者の責任によらない理由により、課金対象パケット（当社が定めるものを除

きます。）が通信の相手先（その通信が相互接続点への通信であるときは、その

相互接続点を通信の相手先とします。）に到達しなかった場合には、そのパケッ

トについては、情報量の測定から除きます。

３　パケット通信モードに係る課金対象パケット数については、前項の規定によ

り測定した情報量の１料金月（１の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎
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暦月の一定の日をいいます｡)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。

以下同じとします。)における総情報量について、１の回線卸ＦＯＭＡ契約ごと

に、128バイトまでごとに１の課金対象パケットとして算出します。

４　第１種卸Ｘｉ契約又は卸Ｘｉユビキタスプラン（料金表第１表第１（基本使

用料）の(5)に規定するものをいいます。ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸

ＬＰＷＡプランＳは除きます）に係る回線卸Ｘｉのデータ通信モードに関する

課金対象パケット数については、第２項の規定により測定した情報量の１料金

月における総情報量について、１の回線卸Ｘｉ契約ごとに、128バイトまでごと

に１の課金対象パケットとして算出します。なお、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び

卸ＬＰＷＡプランＳに係る回線卸Ｘｉのデータ通信モードに関する課金対象デ

ータ量については、第２項の規定により測定した情報量の１料金月における総

情報量について、１の回線卸Ｘｉ契約ごとに1,024バイトまでごとに１の課金対

象データとして算出します。

５　第２種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉ又は第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇ

のデータ通信モードに関する課金対象パケット数については、第２項の規定に

より測定した情報量を、それぞれの１料金月における総情報量について、１の

回線卸Ｘｉ契約又は回線卸５Ｇごとに、128バイトまでごとに１の課金対象パケ

ットとして算出します。

　なお、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプランＳに係る回線卸Ｘｉのデ

ータ通信モードに関する課金対象データ量については、第２項の規定により測

定した情報量の１料金月における総情報量について、１の回線卸Ｘｉ契約ごと

に1,024バイトまでごとに１の課金対象データとして算出します。

６　卸タイプＸｉ（料金表第１表第１（基本使用料）の(5)に規定するものをいい

ます。）に係る回線卸Ｘｉ及び卸タイプ５Ｇ（料金表第１表第１（基本使用料）

の(8)の３に規定するものをいいます。）に係る回線卸５Ｇのデータ通信モード

に関する課金対象データ量については、第２項の規定により測定した情報量の1

料金月における総情報量について、１の回線卸Ｘｉ契約又は回線卸５Ｇ契約ご

とに1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。

７　ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定し

ます。
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第11章　料金等

第１節　料金及び工事又は手続きに関する費用等

（料金及び工事費等）

第104条　当社が提供する卸携帯電話サービスの料金は、基本使用料、付加機能使

用料、通信料、網改造料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、Ｕ

ＳＩＭカードの貸与に係る費用、業務支援システムの利用及び電話リレーサー

ビス料に係る費用とし、料金表第１表（料金）に定めるところによります。

２　当社が提供する卸携帯電話サービスの工事費等は、料金表第２表（工事費等）

に規定する工事費及び立会費とします。

第２節　料金等の支払義務

（基本使用料等の支払義務）

第105条　契約者は、その卸携帯電話契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開

始した日から起算して回線卸携帯電話契約の解除があった日の前日までの期間

（提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、１日間としま

す。）について、料金表第１表第１（基本使用料）、第４（ユニバーサルサービ

ス料）及び第７（電話リレーサービス料）に規定する料金の支払いを、付加機

能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期

間（提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とし

ます。）について、料金表第１表第１の２（付加機能使用料）に規定する料金の

支払いを要します。

２　前項の期間において、利用の一時中断等により卸携帯電話サービスを利用す

ることができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料、ユニバー

サルサービス料及び電話リレーサービス料（以下「基本使用料等」といいます。）

の支払いは、次によります。

(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支

払いを要します。

(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払い

を要します。

(3) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、卸携帯電話サービ

スを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。

区　　　　　別 支払いを要しない料金

当社の責めに帰すべき理由により、その

卸携帯電話サービスを全く利用できな

い状態（その回線卸ＦＯＭＡ契約、回線

卸Ｘｉ契約又は回線卸５Ｇ契約に係る

電気通信設備による全ての通信に著し

い支障が生じ、全く利用できない状態と

同程度の状態となる場合を含みます。）

が生じた場合に、そのことを当社が認知

した時刻から起算して、24時間以上その

状態が連続したとき。

そのことを当社が認知した時刻以後

の利用できなかった時間（24時間の

倍数である部分に限ります。）につい

て、24時間ごとに日数を計算し、そ

の日数に対応するその卸携帯電話サ

ービスについての料金

３　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、

その料金を返還します。
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（通信料の支払義務）

第106条　契約者又は協定事業者は、次の通信について、第103条（通信時間の測

定等）の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第１表第

２（通信料）の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。

　ただし、付加機能に係る通信、帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ

又は回線卸５Ｇの通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電

気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところに

よります。

区　　　　　別 支払いを要する者

１　２及び３以外の通信

　契約者回線から行った通信（その

契約者回線の契約者以外の者が行っ

た通信を含みます。以下この表にお

いて同じとします。）

その契約者回線の契約者

２　パケット通信モードによる通信

(1) 契約者回線から行った通信

(2) 契約者回線へ着信した通信

その契約者回線の契約者

その契約者回線の契約者

その通信に係る協定事業者

３　データ通信モードによる通信

(1) 契約者回線から行った通信

(2) 契約者回線へ着信した通信

その契約者回線の契約者

その契約者回線の契約者

２　相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、

第３節（相互接続通信に係る料金の取扱い）に定めるところによります。

３　契約者（相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとしま

す。）は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定す

ることができなかった場合は、料金表第１表第２（通信料）に定める方法によ

り算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情がある

ときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

（網改造料の支払義務）

第107条　契約者は、電気通信設備等の設置、改修、開発、更改、利用中止、除却

又は転用があったときは、当社の接続約款に規定する網改造料の支払義務の取

扱いに準じて、当該電気通信設備等に係る網改造料の支払いを要します。

（手続きに関する料金の支払義務）

第108条　契約者は、回線卸携帯電話契約に係る契約の申込み又は手続きを要する

請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表第３（手続きに関する料金）

に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

　ただし、その手続きの着手前にその回線卸携帯電話契約の解除又は請求の取

消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払

われているときは、当社は、その料金を返還します。



卸 － 66

（工事費等の支払義務）

第109条　契約者は、次の各号の場合には料金表第２表（工事費等）に規定する工

事費及び立会費の支払いを要します。

(1) その契約者が当社の通信用建物等において卸携帯電話サービスの提供に必

要な装置等を設置する場合であって、当社がその卸携帯電話サービスの提供

に必要な装置等を設置する場所までの配線その他の設備の設計、その設置に

係る通信用建物において近接した時期に行われる他の工事との工事調整、そ

の契約者が行った卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置の結果

の確認その他卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置に付随した

作業を行ったとき。

(2) 第14条（提供申込者等が卸ＦＯＭＡサービスの提供に必要な装置等の設置

又は保守を行う場合の立入り）第１項、第30条（提供申込者等が卸Ｘｉサー

ビスの提供に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り）第１項又は

第31条の19（提供申込者等が卸５Ｇサービスの提供に必要な装置等の設置又

は保守を行う場合の立入り）第１項の規定により、契約者が卸携帯電話サー

ビスの提供に必要な装置等の設置又は保守のために当社の通信用建物等に

立ち入った場合に当社が指定する立会者が立ち会ったとき。

２　契約者は、手続きの停止又は中止（以下、この条において「解除等」といい

ます。）の申込みがあった場合には、その解除等により新たに発生する費用及び

それまでに既に発生した費用に消費税相当額を加算した額を負担することを要

します。

第２節の２　ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用の支払義務

（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用の支払義務）

第109条の２　提供申込者等は、第13条の３（ＵＳＩＭカードの貸与に係る請求）、

第29条の３（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）第２項又は第31条の18（Ｕ

ＳＩＭカードの貸与等に係る請求）第２項に規定する契約に基づき、ＵＳＩＭ

カードの貸与に係る請求をし、その承諾を受けたときは料金表第１表（料金）

第５（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用）に規定するＵＳＩＭカードの貸与

に係る費用の支払いを要します。

２　提供申込者等は、第29条の３（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）第２項

又は第31条の18（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る請求）第２項に規定する契約

に基づき、ｅＳＩＭの付与に係る請求をし、その承諾を受けたときは料金表第

１表（料金）第５（ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用）に規定するｅＳＩＭ

の付与に係る費用の支払いを要します。

第２節の３　業務支援システムの利用に係る費用の支払義務

（業務支援システムの利用に係る費用の支払義務）

第109条の３　提供申込者等は、第13条の２（業務支援システムの利用に関する申

込み）、第29条の２（業務支援システムの利用に関する申込み）第２項又は第31

条の17（業務支援システムの利用に関する申込み）第２項に規定する契約に基

づき、業務支援システムの利用に関する申込みをし、その承諾を受けたときは

料金表第１表（料金）第６（業務支援システムの利用に係る費用）に規定する

業務支援システムの利用に係る費用の支払いを要します。

第３節　相互接続通信に係る料金の取扱い

（相互接続通信に係る料金の取扱い）

第110条　契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協

定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払

いを要します。
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２　前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求について

は、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについ

ては、相互接続協定に基づき別表４及び別表５に定めるところによります。

　ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提

供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契

約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

３　協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の

協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

４　相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当

社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ

とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互

接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

５　契約者は、当社が他社相互接続通信（協定事業者の電気通信設備に係る通信

をいいます。以下同じとします。）により生じた協定事業者の債権を譲り受け、

その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求す

ることを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契

約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

６　卸携帯電話サービスにおける相互接続通信において、当社と協定事業者との

間の相互接続協定に係る当社の権利義務は契約者に移転されません。

第４節　料金の計算等

（料金の計算等）

第111条　料金の計算方法並びに料金及び工事費等の支払方法は、料金表通則に定

めるところによります。

（期限の利益喪失）

第112条　提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき（第

４号、第６号又は第７号に該当する場合にあっては、卸携帯電話サービスの提

供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを提供申込者等が明

らかにしたときを除きます。）は、当社に対して負担する卸携帯電話契約に係る

料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直

ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する

債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとしま

す。

(1) 提供申込者等が、負担する債務の全部又は一部について履行不能状態に陥

ったと当社が認めたとき。

(2) 提供申込者等について破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続

開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。

(3) 提供申込者等に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。

(4) 提供申込者等の資産について、法令に基づく強制換価手続の申立てがあっ

たとき、提供申込者等を債務者とする差押え若しくは仮差押え、金銭債権保

全のための仮処分又は税等の滞納処分があったとき。

(5) 提供申込者等の所在が不明であるとき。

(6) 提供申込者等について電気通信事業の登録又は届出が取消されたとき。

(7) 提供申込者等が電気通信事業の全部を廃止したとき。

(8) 提供申込者等が、債務の履行の担保を要する場合においてこれを行わない

とき又は担保を滅失させ、損傷させ若しくは減少させたとき。

(9) その他提供申込者等の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が
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発生した場合であって、提供申込者等がその負担すべき債務を履行する見込

みがあると認められないとき。

２　当社は、前項の規定により提供申込者等が当社に対して直ちに弁済しなけれ

ばならない債務に、前払金（提供申込者等が期限の利益を失ったときに卸携帯

電話契約が解除されるとした場合に提供申込者等が負担すべきもの（当社の電

気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。）に限るものと

し、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）を含めることがで

きるものとします。

（料金の実績に基づく精算）

第112条の２　当社は、料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸Ｆ

ＯＭＡ特定接続プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係

る基本使用料、料金表第１表第２（通信料）に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額について、その事

業年度の原価及び需要の実績（以下、「当年度実績」という）を把握したときは、

当該料金額と当年度実績によって算定した精算のための料金額との差額に、当

該年度の需要の実績値を乗じて得た額を、提供申込者等と精算するものとしま

す。

（料金の遡及適用）

第113条　当社は、料金表第１表第１の２（付加機能使用料）に規定する課金情報

機能に係る付加機能使用料の料金額を変更したときは、変更後の原価に係る事

業年度の翌事業年度の４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

第５節　債務の履行の担保

（債務の履行の担保に係る協議申入れ等）

第114条　提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支

払いを怠るおそれがないと当社が判断できないときは、提供申込者等が卸携帯

電話サービスの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲

内で、当社は提供申込者等に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担

保するよう協議を申し入れることができるものとします。

２　提供申込者等が、前項に規定する協議により卸携帯電話サービスの提供に関

し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できない場合（前

項に規定する協議により提供申込者等が当社に対して債務の履行の担保を約し

た場合及び次条第１項各号のいずれかに該当する場合を除きます。）又は前項に

規定する協議に応じない場合（次条第１項第６号に該当する場合を除きます。）

は、当社は、提供申込者等に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け

入れ又は金融機関等（当社が承認した者に限ります。以下、同じとします。）の

債務保証により、提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき

金額の履行を確保するために必要な範囲内（次条第２項から第４項に規定する

範囲を超えないものとします。）で、債務の履行を担保するよう求めるものとし

ます。

３　当社は、提供申込者等に対して債務の履行の担保を求める場合は、提供申込

者等にその理由を書面により通知するものとします。

（債務の履行の担保）

第115条　提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から

請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機

関等の債務保証により、卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき債務の履
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行を担保することを要するものとします。

(1) 卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額について、過去１年以内

に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと（提供申込者等の

責めに帰すべき事由がない場合を除きます。）があるとき。

(2) 第112条（期限の利益喪失）第１項第１号から第５号又は第９号の規定に該

当するとき。

(3) 直近の決算において債務超過であるとき。

(4) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれが

あるものとして当社が別に定める基準に該当するとき。（ただし、その提供

申込者等が、支払いを怠るおそれがないことを示す資料を提出し、その旨を

当社が確認できる場合を除きます。）

(5) 第52条（情報の提出）第２項の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合

理的な理由なく応じないとき。

(6) 前条第１項の規定に基づき当社が申し入れた協議、又は前条第２項に基づ

き当社が求めた債務の履行の担保に合理的な理由なく応じないとき。

(7) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき。

２　前項の規定により提供申込者等が履行を担保すべき債務の額は、提供申込者

等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額として月ごとに想定され

る負担額の４ヶ月分に相当する額（提供申込者等が月ごとに想定される負担額

を前払いする等の理由を示し、それが合理的であると当社が判断した場合は減

額するものとし、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）とし

ます。

３　第１項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求し

た場合には、その提供申込者等が負担すべき工事費及び手続費の額並びに個別

契約に基づく負担額（前項第１号の規定によるものと重複する部分を除き、当

社が計算して提供申込者等に請求するものとします。以下、この項において「工

事費等」といいます。）について、前払い、預託金の預け入れ又は金融機関等の

債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。この場合

において、工事費等の前払額と実績額に差額が生じたときは、当社及び提供申

込者等は必要な精算を行うものとします。

４　第１項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求し

た場合には、卸携帯電話契約が解除となるとした場合において提供申込者等が

負担すべき費用（当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用

を含み、第２項各号及び前項の規定によるものと重複する部分を除きます。）に

相当する額（当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。）について、

当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、

債務の履行を担保することを要するものとします。

５　第１項及び第４項に規定する担保措置を要する期間は、担保措置が行われて

から１年間とします。この場合において、当社が、期間満了時にその提供申込

者等について、第１項各号のいずれにも該当しないことを確認できたとき、又

はその提供申込者等が、第１項各号のいずれにも該当しないとする根拠を示し、

当社がそのことを確認できたときに、その提供申込者等は担保措置を要しない

こととなるものとし、当社は預け入れられた預託金の返還等を行うものとしま

す。ただし、期間満了時において、当社が、その提供申込者等について、第１

項各号に定める事由のいずれにも該当しないことを確認できないときは、担保
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措置を要する期間を更に１年間延長するものとし、以後の期間において同様に

取り扱うものとします。

６　当社は、提供申込者等から預け入れられた預託金には利息を付さないものと

します。

第６節　割増金及び延滞利息

（割増金）

第116条　契約者は、料金又は工事費等の支払いを不法に免れた場合は、その免れ

た額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に

相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相当額を

加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当する

額）を割増金として支払っていただきます。
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（延滞利息）

第117条　契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期

日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の

前日までの日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として

支払っていただきます。
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第11章の２　技術的条件

（技術的条件）

第118条　当社は、第４条（卸携帯電話サービスの種類）に規定する標準的な接続

箇所における技術的条件を、技術的条件集に規定します。
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第12章　損害賠償

（責任の制限）

第119条　当社は、卸携帯電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに

帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その卸携帯電話サービスが

全く利用できない状態（その回線卸携帯電話契約に係る電気通信設備による全

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知し

た時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、卸携帯電話

サービスが全く利用できない状態にあった回線卸携帯電話ごとにその契約者の

損害を賠償します。

２　前項の場合において、当社は、卸携帯電話サービスが全く利用できない状態

にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍

数である部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に

対応するその卸携帯電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみ

なしその額に限って賠償します。

(1) 第１表第１（基本使用料）、第２（付加機能使用料）、第４（ユニバーサル

サービス料）及び第７（電話リレーサービス料）に規定する料金

(2) 料金表第１表第２（通信料）に規定する料金（卸携帯電話サービスを全く

利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前６料金月の１

日当たりの平均通信料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、

当社が別に定める方法により算出した額）により算出します。）

３　前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通

則の規定に準じて取り扱います。

４　当社の故意又は重大な過失により卸携帯電話サービスの提供をしなかったと

きは、前３項の規定は適用しません。

５　契約者は、卸携帯電話サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益

及び利用者からの問合せ受付又は苦情対応等に要した費用について、当社へ請

求しないものとします。

（注）本条第２項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、

原則として、卸携帯電話サービスを全く利用できない状態が生じた日より前

の把握できる期間における１日当たりの平均通信料とします。

（解除等の場合の取扱い）

第120条　当社又は契約者は、第34条（卸ＦＯＭＡ契約の変更）、第43条（卸Ｘｉ

契約の変更）若しくは第49条の４（卸５Ｇ契約の変更）の規定により卸携帯電

話契約の変更があったとき又は第37条（契約者が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）、

第38条（当社が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）、第46条（契約者が行う卸Ｘｉ契約

の解除）、第47条（当社が行う卸Ｘｉ契約の解除）、第49条の７（契約者が行う

卸５Ｇ契約の解除）若しくは第49条の８（当社が行う卸５Ｇ契約の解除）の規

定により卸携帯電話契約が解除されたときは、その原因を有する相手方に対し、

その変更又は解除により発生した損害額（新たに発生する費用（当社の電気通

信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。）及びそれまでに既

に発生した費用に消費税相当額を加算した額（当社の接続約款に規定する個別

建設契約、接続用ソフトウェア開発契約又はその他の工事に係る契約の規定に

より算定するときは、その額とします。）を含みます。）の支払いを請求できる

ものとします。

２　前項の規定は、当社又は契約者が卸携帯電話契約に違反し相手方に損害が発



卸 － 74

生した場合に準用します。

３　第１項の規定によるほか、卸携帯電話契約に基づき契約者が提供する電気通

信サービスが、第三者の知的財産権、所有権その他法令により保障された権利

を害している又は害している可能性があるとして、当社と第三者との間で問い

合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、当社は契約者に対し、訴訟費用を含

む全ての費用の支払い及び当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。

（トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い）

第121条　当社は、契約者から予め提出されたトラヒック又は回線数の予測値と実

績値との間に著しい乖離が生じた場合において、当社の電気通信設備に著しい

過不足が生じたときは、契約者にその過不足の調整に必要な費用の負担を請求

することができるものとします。

　ただし、当該乖離が契約者の責めに帰することができない事情により発生し

た場合には、この限りではありません。

（免責）

第122条　電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され

ている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与

えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを

除き、その損害を賠償しません。

２　当社は、契約者が、第58条（本人確認）及び第59条（提供条件の説明等）に

係る責務を果たすために要する費用については負担しません。
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第13章　雑則

（様式）

第123条　第６条（事前調査の申込み）又は第17条（事前調査の申込み）に基づく

提供申込者等からの事前調査申込みは、別表１（様式）に規定する様式による

ものとします。

　ただし、別表１（様式）に様式の定めがないものについては、提供申込者等

は、当社が指定する方法により申し込むことができます。

（発信者番号通知等）

第124条　契約者回線からの通信（当社が別に定める相互接続通信を除きます。）

については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通

知します。

　ただし、発信者は、第２種卸ＦＯＭＡ契約、第２種卸Ｘｉ契約及び第２種卸

５Ｇに係る通信を行う場合を除き、当社が別に定める方法により契約者識別番

号を通知しないことができます。

２　契約者回線への通信（当社が別に定めるものに限ります。）であって、発信者

番号（発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。

以下同じとします。）が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者（第

３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプラン

の契約者を除きます。）、第３種卸Ｘｉ契約者（基本使用料の料金種別が卸Ｘｉ

ユビキタスプランの契約者を除きます。）に限ります。）及び第３種卸５Ｇ契約

者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知すること

ができます。

３　第１種卸ＦＯＭＡ契約者、第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別

が卸ＦＯＭＡユビキタスプランの契約者を除きます。）、第３種卸Ｘｉ契約者及

び第３種卸５Ｇ契約者は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線

に着信できなかった通信（通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通

信に限ります。）について、その通信の日時等に関する情報の通知（以下この条

において「着信通知」といいます。）を受けることができます。

４　着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。

５　着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、

当社が別に定めるところによります。

６　その他の取扱いは、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、

Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に規定する５

Ｇの場合に準ずるものとします。

（位置情報の送出）

第125条　当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、当社のＦ

ＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約約款に規定す

るＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇの場合に準じて取り扱います。

（位置の測定に係るアシスト情報の受信）

第126条　第１種卸ＦＯＭＡ契約者、第３種卸ＦＯＭＡ契約者、第１種卸Ｘｉ契約

者、第３種卸Ｘｉ契約者及び第３種卸５Ｇ契約者は、当社が定める方法により、

位置の測定に係るアシスト情報（その契約者回線に接続されている移動無線装

置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいま

す。以下この条において同じとします。）の受信をすることができます。

２　その他の取扱いは、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、
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Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に規定する５

Ｇの場合に準ずるものとします。
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（承諾の限界）

第127条　当社は、提供申込者等から工事その他の請求があった場合に、その請求

を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であ

るとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等

当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。

この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

　ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。

（端末設備等の持込み）

第128条　契約者は、次の場合には、自営端末設備（移動無線装置に限ります。）

若しくは自営電気通信設備（移動無線装置に限ります。）又はＦＯＭＡカード若

しくはドコモＵＩＭカード等を当社が指定した期日（別に定める営業時間内に

限ります。）に当社の卸携帯電話サービス取扱所へ持ち込んでいただきます。

(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。

(2) 第13条（移動無線装置に係る確認試験の実施）、第29条（移動無線装置に係

る確認試験の実施）又は第31条の16（移動無線装置に係る確認試験の実施）

の規定に基づく移動無線装置に係る確認試験を受けるとき。

(3) 第90条（自営端末設備の接続）から第93条（自営端末設備の電波法に基づ

く検査）の規定に基づく自営端末設備の検査又は第94条（自営電気通信設備

の接続）から第97条（自営電気通信設備の電波法に基づく検査）の規定に基

づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。

(4) その他当社が必要と認めるとき。

（利用に係る契約者の義務）

第129条　契約者は、回線卸携帯電話の利用にあたり、次のことを守っていただき

ます。

(1) 自営端末設備（移動無線装置に限ります。）又は自営電気通信設備（移動無

線装置に限ります。）を改造しないこと。

(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置するなどして、その他の通信の伝送

交換に妨害を与える行為を行わないこと。

(3) ＦＯＭＡカード又はドコモＵＩＭカード等に登録されている契約者識別番

号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。

(4) 契約者又は利用者をして、当社が貸与するＦＯＭＡカード又はドコモＵＩ

Ｍカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。

(5) 故意に多数の不完了呼（通信の相手先の応答前に発信を取りやめることを

いいます。）を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行

為を行わないこと。

(6) 卸携帯電話サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、

それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社から

の求めに応じてその利用を中止すること。

(7) ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなる

メッセージの送信並びに＋メッセージ（＋メッセージ利用規約に規定するも

のをいいます。）の送信は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦ

ＯＭＡ、Ｘｉサービス契約約款に規定するＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に

規定する５Ｇに準じて行うこと。

(8) 陸上以外で移動無線装置を契約者回線に接続しないこと
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（約款の掲示）

第130条　当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社のインタ

ーネットホームページ又は当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所において

掲示することとします。

（技術資料の閲覧）

第131条　当社は、当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所において、当社が別

に定める卸ＦＯＭＡサービス、卸Ｘｉサービス又は卸５Ｇサービスを提供する

うえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等）

第132条　第１種卸ＦＯＭＡ契約者、第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金

種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランの卸ＦＯＭＡ契約者を除きます。）、第３種

卸Ｘｉ契約者（基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの契約者を除

きます。）及び第３種卸５Ｇ契約者は、当社が定める国際電話サービス契約約款

の規定に基づいて、国際電話サービスを利用することができます。

２　国際電話サービスの利用に係るその他の提供条件（料金表に定めるものを除

きます。）は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサー

ビス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの場合に準

ずるものとします。

（国際アウトローミングの利用等）

第133条　卸ＦＯＭＡ契約者、卸Ｘｉ契約者及び卸５Ｇ契約者は、国際アウトロー

ミング（当社のＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は５Ｇサ

ービス契約約款に規定する外国の電気通信事業者が、ＦＯＭＡカード又はドコ

モＵＩＭカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提

供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）の利用を請求するこ

とができます。なお、国際アウトローミングの利用にあたっては、別途、別表

２（付加機能）に規定する国際ローミング機能の提供を受けることを要します。

２　契約者（当社が別に定める者を除きます。）は、前項に規定する請求を行うと

きは、国際アウトローミングの利用に係る通信を行うための契約者に係る１の

接続点の設置希望地域を新たに指定し、当社に申し出ていただきます。

３　前項の申出がなかった場合は、国際アウトローミングを利用して行うパケッ

ト通信モード又はデータ通信モードによる通信を行うことはできません。

４　当社は、第１項に規定する請求があったときは、卸携帯電話サービスの契約

申込みがあった場合に準じて取扱います。

５　国際アウトローミングの利用に係るその他の提供条件は、当社のＦＯＭＡサ

ービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は

５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの場合に準ずるものとします。

　ただし、当社が別に定める「海外パケット停止安心サービス」の規定を除き

ます。

第134条　削　除

（プライバシーポリシー）

第135条　当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「ＮＴＴドコ

モ　プライバシーポリシー」において公表します。

（電気通信事業者への情報の通知）

第136条　契約者は、第37条（契約者が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）若しくは第38

条（当社が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）の規定に基づき卸ＦＯＭＡ契約を解除

した後若しくは第73条（卸ＦＯＭＡ契約者が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）

若しくは第74条（当社が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）の規定に基づき回線
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卸ＦＯＭＡ契約を解除した後、又は第46条（契約者が行う卸Ｘｉ契約の解除）

若しくは第47条（当社が行う卸Ｘｉ契約の解除）の規定に基づき卸Ｘｉ契約を

解除した後若しくは第81条（卸Ｘｉ契約者が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）若し

くは第82条（当社が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）の規定に基づき回線卸Ｘｉ契

約を解除した後、又は第49条の７（契約者が行う卸５Ｇ契約の解除）若しくは

第49条の８（当社が行う卸５Ｇ契約の解除）の規定に基づき卸５Ｇ契約を解除

した後若しくは第82条の８（卸５Ｇ契約者が行う回線卸５Ｇ契約の解除）若し

くは第82条の９（当社が行う回線卸５Ｇ契約の解除）の規定に基づき回線卸５

Ｇ契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外

の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者及びＰＨＳ事業者及びＢ

ＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいい

ます。）とします。）からの請求に基づき、名称、住所、契約者識別番号及び支

払状況等の情報（契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するも

のであって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社が通知することにあら

かじめ同意するものとします。

２　前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以

外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者及びＰＨＳ事業者とし

ます。）からの請求に基づき、名称、住所及び契約者識別番号等の情報（契約者

を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。）を

当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。

(1) 第38条（当社が行う卸ＦＯＭＡ契約の解除）、第47条（当社が行う卸Ｘｉ契

約の解除）又は第49条の８（当社が行う卸５Ｇ契約の解除）の規定により当

社がその卸携帯電話契約を解除したとき（第129条（利用に係る契約者の義

務）第１項第７号の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。）。

(2) 第36条 (卸ＦＯＭＡサービスの利用停止) 第１項、第45条 (卸Ｘｉサービ

スの利用停止) 第１項又は第49条の６ (卸５Ｇサービスの利用停止) 第１項

の規定により卸携帯電話サービスの利用を停止されたとき（第129条第１項

第７号の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。）。

３　前２項の規定によるほか、契約者は、ショートメッセージ通信モードによる

文字メッセージの送信を行った場合であって、その文字メッセージの接続先の

電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者か

らの申出に基づき、その文字メッセージの送信を、その電気通信事業者が規定

する禁止行為（第129条（利用に係る契約者の義務）第１項第７号に相当するも

のをいいます。）に該当する行為と判断したときは、その電気通信事業者が当社

及び当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者とします。）

へ、文字メッセージの送信を行った契約者回線に係る契約者識別番号、文字メ

ッセージの受信時刻（当社の電気通信設備においてその文字メッセージを蓄積

した時刻をいいます｡)及び文字メッセージの内容等の情報（契約者を特定する

ために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります｡)を通知するこ

とにあらかじめ同意するものとします。

（卸携帯電話サービスに係る管理方針）

第136条の２　当社は、回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇにおける帯域

利用に係る通信の交換等又は伝送に関するネットワーク管理において、以下の

各号に掲げる事項を遵守するものとします。

(1) 回線卸ＦＯＭＡ契約者、回線卸Ｘｉ契約者及び回線卸５Ｇ契約者に対し、

不当な差別的取扱いを行わないこと

(2) 当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないこと
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（協議が調わない場合の取扱い）

第137条　当社及び提供申込者等は、協議が調わない場合には、事業法第156 条第

２項に規定するあっせん又仲裁により解決を図ることができるものとします。

２　当社は、前項の場合において、提供申込者等が事業法第156条第２項に規定す

る仲裁の申請を申し入れた場合には、合理的な理由がある場合に限り、その申

請に同意することとします。

（協議等に関する情報等の提供）

第137条の２　当社は、協議等に関する情報、第５条（提供区域）に関する情報、

並びに当社の接続約款に規定する直収パケット接続装置機能、ＦＯＭＡＧＴＰ

接続利用機能、及びＸｉＧＴＰ接続利用機能の利用にあたって支払いが必要と

なる費用の見込みの額に係る情報をインターネットホームページ等において掲

示します。

２　前項の規定によるほか、当社は、契約申込者から請求があるときは、第13条

（移動無線装置に係る確認試験の実施）、第29条（移動無線装置に係る確認試験

の実施）又は第31条の16（移動無線装置に係る確認試験の実施）に規定する移

動無線装置との確認試験の実施、第13条の２（業務支援システムの利用に関す

る申込み）、第29条の２（業務支援システムの利用に関する申込み）又は第31

条の17（業務支援システムの利用に関する申込み）に規定する業務支援システ

ムの利用、第13条の３（ＵＳＩＭカードの貸与に係る請求）、第29条の３（ＵＳ

ＩＭカードの貸与等に係る請求）又は第31条の18（ＵＳＩＭカードの貸与等に

係る請求）に規定するＵＳＩＭカードの貸与に係る請求に必要な情報を当社の

事務取扱所において、提供するものとします。

　ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありま

せん。

３　前２項の規定によるほか、当社は、契約申込者から請求があるときは、以下

の情報について、当社の事務取扱所において、提供するものとします。

　ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありま

せん。

(1) 料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続

プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係る基本使用料

の料金額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域利用に係る

回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額（ただし、

第112条の２（料金の実績に基づく精算）に基づき、当年度実績によって算

定した精算のための料金額に限る）、及び料金表第１表（料金）第５（ＵＳ

ＩＭカードの貸与等に係る費用）に規定するＵＳＩＭカードの貸与に係る費

用の額について、原価に利潤を加えたものに対する原価の比率に関する情報

(2) 料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続

プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係る基本使用料

の料金額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域利用に係る

回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額（ただし、

第112条の２（料金の実績に基づく精算）に基づき、当年度実績によって算

定した精算のための料金額に限る）、及び料金表第１表（料金）第５（ＵＳ

ＩＭカードの貸与等に係る費用）に規定するＵＳＩＭカードの貸与に係る費

用の額について、原価、利潤及び需要の対前年度比に関する情報（なお、第

112条の２（料金の実績に基づく精算）に基づき、当年度実績によって算定

した精算のための料金額の算定に用いた需要の対前年度比に関する情報は、
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毎事業年度経過後６ケ月を経過する日から提供します。）

(3) 第112条の２（料金の実績に基づく精算）に基づき、当年度実績によって算

定した精算のための料金額の算定に用いた原価、利潤及び需要に対する料金

表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続プラン、

卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係る基本使用料の料金

額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額の算定に用いた

原価、利潤及び需要のそれぞれの比率に関する情報

(4) 料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続

プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係る基本使用料

の料金額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域利用に係る

回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額の算定に

用いた第二種指定設備管理運営費、正味固定資産価額及び需要について、そ

の予測に用いた算定方法（計算式等具体的な考え方を含む。）に関する情報

４　前３項の規定によるほか、当社は、業務支援システム、又はＵＳＩＭカード

の機能及びその他の提供条件の追加又は変更に係る情報、並びに当社の電気通

信設備における通信障害等に関する情報を、当社が別に定める方法により協定

事業者に通知することとします。

（合意管轄）

第138条　提供申込者等と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた

場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。

（準拠法）

第139条　この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠する

ものとします。
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第14章　その他のサービス

（相互接続番号案内）

第140条　第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタ

スプランの卸ＦＯＭＡ契約者を除きます。）、第３種卸Ｘｉ契約者（基本使用料

の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの契約者を除きます。）及び第３種卸５Ｇ

契約者は、相互接続番号案内（当社が別に定める協定事業者が提供する電話番

号等（ＦＯＭＡ、回線卸ＦＯＭＡ、Ｘｉ、回線卸Ｘｉ、５Ｇ、回線卸５Ｇ及び

ワイドスター通信サービスの契約者識別番号並びに当社が別に定める協定事業

者の電話番号等をいいます。）の案内をいいます。）を利用することができます。

２　その他の取扱いは、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡの

場合、Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める

５Ｇに準ずるものとします。

（注）本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社

又は西日本電信電話株式会社とします。

（時報サービス）

第141条　第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタ

スプランの卸ＦＯＭＡ契約者を除きます。）、第３種卸Ｘｉ契約者（基本使用料

の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの契約者を除きます。）及び第３種卸５Ｇ

契約者は、次の規定により時報サービスを利用することができます。

区　　別 内　　　　　容 電話番号

時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知す

るサービス

117

２　その他の取扱いは、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡの

場合、Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める

５Ｇに準ずるものとします。

（注）本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社

又は西日本電信電話株式会社とします。

（協定事業者が提供する電報サービスの利用）

第142条　第３種卸ＦＯＭＡ契約者（基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタ

スプランの卸ＦＯＭＡ契約者を除きます。）、第３種卸Ｘｉ契約者（基本使用料

の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの契約者を除きます。）及び第３種卸５Ｇ

契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービ

スを利用することができます。

２　その他の取扱いは、当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡの

場合、Ｘｉサービス契約約款に定めるＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める

５Ｇに準ずるものとします。
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料金表

（料金表目次）
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第３表　国際アウトローミング利用料 ･･････････････････････････････････････････････ 137
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通則

（料金の計算方法等）

１　削　除

２　当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料

金月に従って計算します。

　ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

（注）料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月

と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

３　当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金（以下この項に

おいて「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割します。

(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。

(2) 暦月の初日以外の日に回線卸携帯電話契約の解除があったとき。

(3) 暦月の初日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。

(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減

少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から

適用します。

(5) 第105条（基本使用料等の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。

４　前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第105条第２項第

３号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始

時刻が属する暦日とみなします。

５　当社は、卸携帯電話サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合

計した額により、支払いを請求します。

６　当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することが

あります。

（端数処理）

７　当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。

８　前項の規定にかかわらず、基本使用料及び通信料の控除額等に係る計算に関する端数処理

については、次のとおりとします。

(1) 基本使用料の控除額に係る計算において、その計算結果に10円未満の端数が生じた場合

は、その端数を四捨五入します。

　ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り上げます。

(2) 通信料の控除額及び控除可能額の日割に係る計算において、その計算結果に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。

（料金等の支払い）

９　当社は、卸携帯電話サービス及びその卸携帯電話サービスに係る卸携帯電話契約に基づき

締結された回線卸携帯電話契約に関する回線卸携帯電話の料金及び工事費等について、当社

が定める方法により、卸携帯電話契約ごとに一括して契約者に請求します。

10　前項の規定にかかわらず、卸ＦＯＭＡ契約者が、第３種卸ＦＯＭＡ契約に基づき卸ＦＯＭ

Ａ総合利用プランに係る回線卸ＦＯＭＡ契約及び卸ＦＯＭＡユビキタスプランに係る回線卸

ＦＯＭＡ契約を締結しているときは、回線卸ＦＯＭＡの料金について、当社が定める方法に

より、卸ＦＯＭＡ総合利用プランに係る回線卸ＦＯＭＡ及び卸ＦＯＭＡユビキタスプランに

係る回線卸ＦＯＭＡごとに一括して卸ＦＯＭＡ契約者に請求します。

11　第９項の規定にかかわらず、卸Ｘｉ契約者が、第３種卸Ｘｉ契約に基づき卸タイプＸｉに

係る回線卸Ｘｉ契約及び卸Ｘｉユビキタスプランに係る回線卸Ｘｉ契約を締結しているとき
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は、回線卸Ｘｉの料金について、当社が定める方法により、卸タイプＸｉに係る回線卸Ｘｉ

及び卸Ｘｉユビキタスプランに係る回線卸Ｘｉごとに一括して卸Ｘｉ契約者に請求します。

11の２　第９項の規定にかかわらず、卸５Ｇ契約者が、第３種卸５Ｇ契約に基づき卸タイプ５

Ｇに係る回線卸５Ｇ契約を締結しているときは、回線卸５Ｇの料金について、当社が定める

方法により、卸タイプ５Ｇに係る回線卸５Ｇごとに一括して卸５Ｇ契約者に請求します。

12　契約者は、料金及び工事費等について、当社が定める期日までに、金融機関等において支

払っていただきます。

13　料金及び工事費等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

（料金の一括後払い）

14　当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社

が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

（消費税相当額の加算）

15　第105条（基本使用料等の支払義務）から第109条の３（業務支援システムの利用に係る費

用の支払義務）までの規定及び第110条（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規定等により、

この料金表に定める料金又は工事費等の支払いを要するものとされている額は、この料金表

に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

　ただし、消費税相当額を加算した額のみで定める場合の料金、第１表第２（通信料）に規

定する国際電話サービスの利用に係る通信料、国際ショートメッセージ通信料又は第３表（国

際アウトローミング利用料）に規定する国際アウトローミング利用料については、この限り

でありません。

（基本使用料等の適用）

16　基本使用料及び付加機能使用料の適用については、第105条（基本使用料等の支払い義務）

及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。

（通信料の適用）

17　通信料の適用については、第106条（通信料の支払義務）、第110条（相互接続通信の料金

の取扱い）及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
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第１表　料金（国際アウトローミング利用料の料金を除きます。）

　第１　基本使用料

基　本　使　用　料　の　適　用

ア　第１種卸ＦＯＭＡ契約又は第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸Ｆ

ＯＭＡの基本使用料には、次の料金種別があります。

(ア)　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

基本使用料の料金種別

(1) 第１種卸ＦＯ

ＭＡ契約又は第

３種卸ＦＯＭＡ

契約に係る回線

卸ＦＯＭＡの基

本使用料の適用
卸ＦＯＭＡデータプランＳＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＭ

卸ＦＯＭＡデータプランＬ

卸ＦＯＭＡデータプランＬＬ

(イ)　第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

基本使用料の料金種別

卸ＦＯＭＡ総合利用プラン

卸ＦＯＭＡユビキタスプラン

イ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者又は第３種卸ＦＯＭＡ契約者は、アのい

ずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。

　ただし、別表２（付加機能）に規定する迷惑電話おことわり機能、

通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在機能の提

供を受けているときは、卸ＦＯＭＡユビキタスプランを選択するこ

とができません。

ウ　第１種卸ＦＯＭＡ契約又は第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸Ｆ

ＯＭＡ（(3)又は(4)に規定する定期利用を選択しているものを除き

ます。以下この欄において同じとします。）に係る基本使用料の額は、

その基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用しま

す。

(ア)　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

基本使用料

の料金種別

基本使用料の額　（月額）

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳＳ

バリュープランに係るデータプランＳＳのＦＯＭＡ

（当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係る基本使用料
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の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳ

バリュープランに係るデータプランＳのＦＯＭＡ

（当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＭ

バリュープランに係るデータプランＭのＦＯＭＡ

（当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬ

バリュープランに係るデータプランＬのＦＯＭＡ

（当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬＬ

バリュープランに係るデータプランＬＬのＦＯＭＡ

（当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た

額を控除した額

(イ)第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

基本使用料

の料金種別

基本使用料の額　（月額）

卸ＦＯＭＡ

総合利用プ

ラン

当社が別に定める料金額

卸ＦＯＭＡ

ユビキタス

プラン

510円

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、ウに規定する基本使用料の額及び基本使用

料に0.25を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料

の額」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に0.25を乗じ

て得た額」を「基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割した額」に、

それぞれ読み替えて適用します。

オ　卸ＦＯＭＡ総合利用プランと卸ＦＯＭＡユビキタスプランとの間

の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
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カ　削　除

キ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の料金種

別の変更を行うことはできません。

（注）回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定

める額に消費税相当額を加算した額とします。

第２種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの基本使用料は、次表に

規定する額を適用します。

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

(2) 第２種卸ＦＯ

ＭＡ契約に係る

回線卸ＦＯＭＡ

の基本使用料の

適用 基本使用料の料金種別 基本使用料の額（月額）

卸ＦＯＭＡ特定接続プラン 令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金

73円

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金

69円

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金

65円

(3) 第１種卸ＦＯ

ＭＡ契約の定期

利用に係る基本

使用料の適用

ア　第１種卸ＦＯＭＡ契約者が定期利用（卸携帯電話サービスの利用

において、その利用期間があらかじめ定められたものをいいます。

以下同じとします。）を選択している場合は、次表に規定する定期利

用期間における第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの基本

使用料について、第１種卸ＦＯＭＡ契約者からあらかじめ申出のあ

った回線卸ＦＯＭＡの最低契約数（次表に規定するものをいいます。

以下この欄において同じとします。）に応じて、(1)の規定にかかわ

らず、次表に規定する額を適用します。

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

区　　　分

定期

利用

期間

第１種卸

ＦＯＭＡ

契約に係

る回線卸

ＦＯＭＡ

の最低契

約数

基本使用料

の料金種別

基本使用料の料金額（月額）

３年 1001回線 卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳＳ

バリュープランに係るデータプラ

ンＳＳのＦＯＭＡに係る基本使用

料の額から、その基本使用料の額

に0.35を乗じて得た額を控除した
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額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳ

バリュープランに係るデータプラ

ンＳのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.35を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＭ

バリュープランに係るデータプラ

ンＭのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.35を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬ

バリュープランに係るデータプラ

ンＬのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.35を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬＬ

バリュープランに係るデータプラ

ンＬＬのＦＯＭＡに係る基本使用

料の額から、その基本使用料の額

に0.35を乗じて得た額を控除した

額

8001回線 卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳＳ

バリュープランに係るデータプラ

ンＳＳのＦＯＭＡに係る基本使用

料の額から、その基本使用料の額

に0.45を乗じて得た額を控除した

額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳ

バリュープランに係るデータプラ

ンＳのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.45を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＭ

バリュープランに係るデータプラ

ンＭのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.45を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬ

バリュープランに係るデータプラ

ンＬのＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から、その基本使用料の額に

0.45を乗じて得た額を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬＬ

バリュープランに係るデータプラ

ンＬＬのＦＯＭＡに係る基本使用

料の額から、その基本使用料の額

に0.45を乗じて得た額を控除した

額
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イ　定期利用については、回線卸ＦＯＭＡごとに選択することはでき

ません。

ウ　アに規定する定期利用期間は、第１種卸ＦＯＭＡ契約者が定期利

用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以

外のときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算しま

す。

エ　定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があ

った日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第１種卸ＦＯＭ

Ａの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が

契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適

用を開始します。

オ　定期利用を選択している第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、アに規定す

る最低契約数の数を変更（最低契約数の数を1001から8001とする変

更に限ります。）することができます。この場合において、変更後の

区分は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。

カ　オの規定は、第２（通信料）の(4)に規定する第１種卸ＦＯＭＡ契

約の定期利用に係る回線卸ＦＯＭＡに関する通信料の適用において

準用します。

キ　定期利用を選択している第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、定期利用期

間（その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまで

の間を除きます。）において、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸Ｆ

ＯＭＡの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合

は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法

により次表に規定する額を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した

場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合

計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した

場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合

計した額

ク　定期利用を選択している第１種卸ＦＯＭＡ契約者からの申出によ

り定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸ＦＯＭＡ契

約の解除があった場合は、その回線卸ＦＯＭＡに係る定期利用を解

除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解

除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額

を適用します。

ケ　当社は、第１種卸ＦＯＭＡ契約者の選択により定期利用が開始さ

れた暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過する
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こととなる日に定期利用を再度選択したものとみなして取り扱いま

す。

　ただし、当社が指定する期間中に、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る

全ての回線卸ＦＯＭＡについて、定期利用を解除する申出があった

場合又は再度選択があった時点で測定したその第１種卸ＦＯＭＡ契

約に係る回線卸ＦＯＭＡの数が、あらかじめ申出のあった最低契約

数に満たない場合は、この限りでありません。

コ　ケの規定により、定期利用を再度選択している第１種卸ＦＯＭＡ

契約者は、定期利用期間において、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回

線卸ＦＯＭＡの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たな

い場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定め

る方法により次表に規定する額を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した

場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合

計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した

場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合

計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した

場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合

計した額

サ　当社は、第１種卸ＦＯＭＡ契約者が第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る

料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない

ときは、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡについ

て定期利用を解除することがあります。

シ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、その第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る全

ての回線卸ＦＯＭＡについて、定期利用が開始された暦月から起算

して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が

解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額

を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があっ

た日の属する暦月までの各暦月（キ又はコの規定が適用された暦月
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に関する部分を除きます。）における、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係

る全ての回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、(1)のウの

(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の

差額を合計した額

ス　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、基本使用料に0.35

を乗じて得た額及び0.45を乗じて得た額を日割するものとし、同表

中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に

0.35を乗じて得た額」を「基本使用料に0.35を乗じて得た額を日割

した額」に、「基本使用料に0.45を乗じて得た額」を「基本使用料に

0.45を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用し

ます。

（注）回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定

める額に消費税相当額を加算した額とします。

(4) 第３種卸ＦＯ

ＭＡ契約の定期

利用に係る基本

使用料の適用

ア　第３種卸ＦＯＭＡ契約者が定期利用を選択している場合は、次表

に規定する定期利用期間における第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線

卸ＦＯＭＡの基本使用料について、第３種卸ＦＯＭＡ契約者からあ

らかじめ申出のあった回線卸ＦＯＭＡの最低契約数（次表に規定す

るものをいいます。以下この欄において同じとします。）に応じて、

(1)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

(ア)　削　除

(イ)　卸ＦＯＭＡユビキタスプランに係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

区　　　分

定期

利用

期間

第３種卸ＦＯＭ

Ａ契約に係る卸

ＦＯＭＡユビキ

タスプランの回

線卸ＦＯＭＡの

最低契約数

基本使用料の料金額（月額）

３年 1001回線 (1)に規定する卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から 200円を控除した額

５年 1001回線 (1)に規定する卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から 300円を控除した額

10001回線 (1)に規定する卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料

の額から 330円を控除した額

イ　定期利用については、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯ

ＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡごとに選択していただきま
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す。

ウ　アに規定する定期利用期間は、第３種卸ＦＯＭＡ契約者が定期利

用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以

外のときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算しま

す。

エ　定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があ

った日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第３種卸ＦＯＭ

Ａの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が

契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適

用を開始します。

オ　定期利用を選択している第３種卸ＦＯＭＡ契約者は、アに規定す

る定期利用期間を変更又は最低契約数の数を変更（定期利用期間を

３年から５年へ延長する変更又は最低契約数の数を増加する変更に

限ります。）することができます。この場合において、変更後の区分

は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。

カ　削　除

キ　定期利用を選択している第３種卸ＦＯＭＡ契約者は、定期利用期

間（その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまで

の間を除きます。）において、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る卸ＦＯＭ

Ａユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの数が、あらかじめ申出のあ

った最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に

応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払って

いただきます。

(ア)　削　除

(イ)　卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの数が、あら

かじめ申出のあった最低契約数に満たないとき

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

36か月超え

48か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

48か月超え 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸
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60か月まで ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

ク　定期利用を選択している第３種卸ＦＯＭＡ契約者からの申出によ

り定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸ＦＯＭＡ契

約の解除があった場合は、その回線卸ＦＯＭＡに係る定期利用を解

除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解

除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額

を適用します。

ケ　当社は、第３種卸ＦＯＭＡ契約者の選択により定期利用が開始さ

れた暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過する

こととなる日に同一種別の定期利用を再度選択したものとみなして

取り扱います。

　ただし、当社が指定する期間中に、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る

全ての回線卸ＦＯＭＡについて、定期利用を解除する申出があった

場合又は再度選択があった時点で測定したその第３種卸ＦＯＭＡ契

約に係る卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの数が、あ

らかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、この限りであ

りません。

コ　ケの規定により、定期利用を再度選択している第３種卸ＦＯＭＡ

契約者は、定期利用期間において、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る卸

ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの数が、あらかじめ申

出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過

期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支

払っていただきます。

(ア)　削　除

(イ)　卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの数が、あら

かじめ申出のあった最低契約数に満たないとき

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、
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(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

36か月超え

48か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

48か月超え

60か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプ

ランの回線卸ＦＯＭＡの基本使用料の額について、

(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

サ　当社は、第３種卸ＦＯＭＡ契約者が第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る

料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない

ときは、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡについ

て定期利用を解除することがあります。

シ　第３種卸ＦＯＭＡ契約者は、その第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る全

ての卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡについて、定期

利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、

その全てについて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める

方法により次表に規定する額を支払っていただきます。

(ア)　削　除

(イ)　全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡについ

て、定期利用が解除されたとき

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があっ

た日の属する暦月までの各暦月（キ又はコの規定が適用された暦月

に関する部分を除きます。）における、第３種卸ＦＯＭＡ契約に係

る全ての卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡの基本使

用料の額について、(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とア

の(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

ス　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、200円、300円及

び330円を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料

を日割した額」に、「200円」を「200円を日割した額」に、「300円」

を「300円を日割した額」に、「330円」を「330円を日割した額」に、

それぞれ読み替えて適用します。

（注）回線卸ＦＯＭＡに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定

める額に消費税相当額を加算した額とします。
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ア　第１種卸Ｘｉ契約又は第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの基本

使用料には、次の料金種別があります。

(ア)　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係るもの

基本使用料の料金種別

(5) 第１種卸Ｘｉ

契約又は第３種

卸Ｘｉ契約に係

る回線卸Ｘｉの

基本使用料の適

用
卸ＸｉデータプランＳＳ

卸ＸｉデータプランＳ

卸ＸｉデータプランＭ

卸ＸｉデータプランＬ

卸ＸｉデータプランＬＬ

(イ)　第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係るもの

基本使用料の料金種別

卸タイプＸｉ

卸Ｘｉユビキタスプラン ①　②③以外

②　卸ＬＰＷＡプランＳＳ

③　卸ＬＰＷＡプランＳ

イ　第１種卸Ｘｉ契約者は、アの(ア)のいずれかの基本使用料の料金

種別を選択していただきます。

ウ　第３種卸Ｘｉ契約者は、アの(イ)のいずれかの基本使用料の料金

種別を選択していただきます。

　ただし、別表２（付加機能）に規定する迷惑電話おことわり機能、

通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在機能の提

供を受けているときは、卸Ｘｉユビキタスプランを選択することが

できません。

エ　第１種卸Ｘｉ契約又は第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉ（(7)

又は(8)に規定する定期利用を選択しているものを除きます。以下こ

の欄において同じとします。）に係る基本使用料の額は、その基本使

用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。

(ア)　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係るもの

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

基本使用料

の料金種別
基本使用料の額　（月額）

卸Ｘｉデータ

プランＳＳ

バリュープランに係るデータプランＳＳのＦＯＭ

Ａに係る基本使用料の額から、その基本使用料の
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額に0.25を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＳ

バリュープランに係るデータプランＳのＦＯＭＡ

に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額

に0.25を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＭ

バリュープランに係るデータプランＭのＦＯＭＡ

に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額

に0.25を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＬ

バリュープランに係るデータプランＬのＦＯＭＡ

に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額

に0.25を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＬＬ

バリュープランに係るデータプランＬＬのＦＯＭ

Ａに係る基本使用料の額から、その基本使用料の

額に0.25を乗じて得た額を控除した額

(イ)第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係るもの

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

基本使用料

の料金種別

基本使用料の額（月額）

卸タイプＸｉ 当社が別に定める料金額

①　②③以外 510円卸Ｘｉユビキ

タスプラン

②　卸ＬＰＷＡプランＳＳ 130円

③　卸ＬＰＷＡ プランＳ 170円

オ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、エに規定する基本使用料の額及び基本使用

料に0.25を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料

の額」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に0.25を乗じ

て得た額」を「基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割した額」に、

それぞれ読み替えて適用します。

カ　卸タイプＸｉと卸Ｘｉユビキタスプランとの間の基本使用料の料

金種別の変更は行うことができません。

キ　第１種卸Ｘｉ契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合で

あって、当該月における変更回数が当社が別に定める回数を超える

ときは、第３（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料

金の支払いを要します。

（注）回線卸Ｘｉに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める

額に消費税相当額を加算した額とします。
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第２種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの基本使用料は、次表に規定する

額を適用します。

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

(6) 第２種卸Ｘｉ

契約に係る回線

卸Ｘｉの基本使

用料の適用

基本使用料の料金種別 基本使用料の額（月額）

①　②以外卸Ｘｉ特定

接続プラン

②　ＬＰＷＡ

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金

73円

①　②以外

②　ＬＰＷＡ

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金

69円

①　②以外

②　ＬＰＷＡ

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金

65円

(7) 第１種卸Ｘｉ

契約の定期利用

に係る基本使用

料の適用

ア　第１種卸Ｘｉ契約者が定期利用を選択している場合は、次表に規

定する定期利用期間における第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの

基本使用料について、第１種卸Ｘｉ契約者からあらかじめ申出のあ

った回線卸Ｘｉの最低契約数（次表に規定するものをいいます。以

下この欄において同じとします。）に応じて、(5)の規定にかかわら

ず、次表に規定する額を適用します。

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

区　　　分

定期

利用

期間

第１種卸

Ｘｉ契約

に係る回

線卸Ｘｉ

の最低契

約数

基本使用

料の料金

種別 基本使用料の料金額（月額）

３年 1001回線 卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＳＳ

バリュープランに係るデータプラン

ＳＳのＦＯＭＡに係る基本使用料の

額から、その基本使用料の額に0.35

を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＳ

バリュープランに係るデータプラン

ＳのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.35を

乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＭ

バリュープランに係るデータプラン

ＭのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.35を
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乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＬ

バリュープランに係るデータプラン

ＬのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.35を

乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＬＬ

バリュープランに係るデータプラン

ＬＬのＦＯＭＡに係る基本使用料の

額から、その基本使用料の額に0.35

を乗じて得た額を控除した額

8001回線 卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＳＳ

バリュープランに係るデータプラン

ＳＳのＦＯＭＡに係る基本使用料の

額から、その基本使用料の額に0.45

を乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＳ

バリュープランに係るデータプラン

ＳのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.45を

乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＭ

バリュープランに係るデータプラン

ＭのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.45を

乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＬ

バリュープランに係るデータプラン

ＬのＦＯＭＡに係る基本使用料の額

から、その基本使用料の額に0.45を

乗じて得た額を控除した額

卸Ｘｉデ

ータプラ

ンＬＬ

バリュープランに係るデータプラン

ＬＬのＦＯＭＡに係る基本使用料の

額から、その基本使用料の額に0.45

を乗じて得た額を控除した額

イ　定期利用については、回線卸Ｘｉごとに選択することはできませ

ん。

ウ　アに規定する定期利用期間は、第１種卸Ｘｉ契約者が定期利用を

選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外の

ときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算します。

エ　定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があ

った日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第１種卸Ｘｉの

契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約

者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を

開始します。

オ　定期利用を選択している第１種卸Ｘｉ契約者は、アに規定する最

低契約数の数を変更（最低契約数の数を1001から8001とする変更に

限ります。）することができます。この場合において、変更後の区分
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は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。

カ　オの規定は、第２（通信料）の(12)に規定する第１種卸Ｘｉ契約

の定期利用に係る回線卸Ｘｉに関する通信料の適用において準用し

ます。

キ　定期利用を選択している第１種卸Ｘｉ契約者は、定期利用期間（そ

の定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を

除きます。）において、第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの数が、

あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利

用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規

定する額を支払っていただきます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額

について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額

とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額

について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額

とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

ク　定期利用を選択している第１種卸Ｘｉ契約者からの申出により定

期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸Ｘｉ契約の解除

があった場合は、その回線卸Ｘｉに係る定期利用を解除します。こ

の場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦

月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。

ケ　当社は、第１種卸Ｘｉ契約者の選択により定期利用が開始された

暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過すること

となる日に定期利用を再度選択したものとみなして取り扱います。

　ただし、当社が指定する期間中に、第１種卸Ｘｉ契約に係る全て

の回線卸Ｘｉについて、定期利用を解除する申出があった場合又は

再度選択があった時点で測定したその第１種卸Ｘｉ契約に係る回線

卸Ｘｉの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合

は、この限りでありません。

コ　ケの規定により、定期利用を再度選択している第１種卸Ｘｉ契約

者は、定期利用期間において、第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉ

の数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、そ

の定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により

次表に規定する額を支払っていただきます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額

について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額
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とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額

について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額

とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第１種卸

Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額

について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額

とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

サ　当社は、第１種卸Ｘｉ契約者が第１種卸Ｘｉ契約に係る料金その

他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、

第１種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉについて定期利用を解除

することがあります。

シ　第１種卸Ｘｉ契約者は、その第１種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線

卸Ｘｉについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利

用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場

合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払ってい

ただきます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があっ

た日の属する暦月までの各暦月（キ又はコの規定が適用された暦月

に関する部分を除きます。）における、第１種卸Ｘｉ契約に係る全

ての回線卸Ｘｉの基本使用料の額について(5)のウの(ア)の規定を

適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計し

た額

ス　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、基本使用料に0.35

を乗じて得た額及び0.45を乗じて得た額を日割するものとし、同表

中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に

0.35を乗じて得た額」を「基本使用料に0.35を乗じて得た額を日割

した額」に、「基本使用料に0.45を乗じて得た額」を「基本使用料に

0.45を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用し

ます。

（注）回線卸Ｘｉに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める

額に消費税相当額を加算した額とします。

(8) 第３種卸Ｘｉ

契約の定期利用

に係る基本使用

料の適用

ア　第３種卸Ｘｉ契約者が定期利用を選択している場合は、次表に規

定する定期利用期間における第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの

基本使用料について、第３種卸Ｘｉ契約者からあらかじめ申出のあ

った回線卸Ｘｉの最低契約数（次表に規定するものをいいます。以

下この欄において同じとします。）に応じて、(5)の規定にかかわら

ず、次表に規定する額を適用します。
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(ア)　削　除

(イ)　卸Ｘｉユビキタスプランに係るもの

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

区　　　分

定期利

用期間

第３種卸Ｘｉ契約

に係る卸Ｘｉユビ

キタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡ

プランＳＳ及び卸

ＬＰＷＡプランＳ

は除きます）の回

線卸Ｘｉの最低契

約数

基本使用料の料金額（月額）

３年 1001回線 (5)に規定する卸Ｘｉユビキタスプ

ランの回線卸Ｘｉに係る基本使用

料の額から200円を控除した額

５年 1001回線 (5)に規定する卸Ｘｉユビキタスプ

ランの回線卸Ｘｉに係る基本使用

料の額から300円を控除した額

10001回線 (5)に規定する卸Ｘｉユビキタスプ

ランの回線卸Ｘｉに係る基本使用

料の額から330円を控除した額

イ　定期利用については、第３種卸Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビ

キタスプラン（ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラ

ンＳは除きます）の回線卸Ｘｉごとに選択していただきます。

ウ　アに規定する定期利用期間は、第３種卸Ｘｉ契約者が定期利用を

選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外の

ときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算します。

エ　定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があ

った日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第３種卸Ｘｉの

契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約

者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を

開始します。

オ　削　除

カ　卸Ｘｉユビキタスプランに係る定期利用を選択している第３種卸

Ｘｉ契約者は、アに規定する定期利用期間を変更又は最低契約数の

数を変更（定期利用期間を３年から５年へ延長する変更又は最低契

約数の数を増加する変更に限ります。）することができます。この場

合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む暦月の翌

暦月から適用します。

キ　定期利用を選択している第３種卸Ｘｉ契約者は、定期利用期間（そ

の定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を

除きます。）において、卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉの数が、
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あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利

用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規

定する額を支払っていただきます。

(ア)　削　除

(イ)　卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉの数が、あらかじめ申

出のあった最低契約数に満たないとき

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支  払  い  を  要  す  る  額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

36か月超え

48か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

48か月超え

60か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

ク  定期利用を選択している第３種卸Ｘｉ契約者からの申出により定

期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸Ｘｉ契約の解除

があった場合は、その回線卸Ｘｉに係る定期利用を解除します。こ

の場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦

月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。

ケ  当社は、第３種卸Ｘｉ契約者の選択により定期利用が開始された

暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過すること



卸 － 104

となる日に同一区分の定期利用を再度選択したものとみなして取り

扱います。

　ただし、当社が指定する期間中に、第３種卸Ｘｉ契約に係る全て

の回線卸Ｘｉについて、定期利用を解除する申出があった場合又は

再度選択があった時点で測定したその第３種卸Ｘｉ契約に係る卸Ｘ

ｉユビキタスプラン（ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷ

ＡプランＳは除きます）の回線卸Ｘｉの数が、あらかじめ申出のあ

った最低契約数に満たない場合は、この限りでありません。

コ　ケの規定により、定期利用を再度選択している第３種卸Ｘｉ契約

者は、定期利用期間において、第３種卸Ｘｉ契約に係る卸Ｘｉユビ

キタスプラン（ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラ

ンＳは除きます）の回線卸Ｘｉの数が、あらかじめ申出のあった最

低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、

当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただき

ます。

(ア)　削　除

(イ)　卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉの数が、あらかじめ申

出のあった最低契約数に満たないとき

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支  払  い  を  要  す  る  額

12か月まで 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

36か月超え

48か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン
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Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

48か月超え

60か月まで

左欄に該当する12暦月の各暦月における、第３種卸

Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（た

だし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷＡプラン

Ｓは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料の額につ

いて、(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額と

アの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計

した額

サ　当社は、第３種卸Ｘｉ契約者が第３種卸Ｘｉ契約に係る料金その

他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、

第３種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉについて定期利用を解除

することがあります。

シ　第３種卸Ｘｉ契約者は、その第３種卸Ｘｉ契約に係る全ての卸Ｘ

ｉユビキタスプラン（ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ及び卸ＬＰＷ

ＡプランＳは除きます）の回線卸Ｘｉについて、定期利用が開始さ

れた暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、その全てに

ついて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める方法により

次表に規定する額を支払っていただきます。

(ア)　削　除

(イ)　全ての卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉについて、定期

利用が解除されたとき

１卸Ｘｉ契約ごとに

支  払  い  を  要  す  る  額

定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があっ

た日の属する暦月までの各暦月（カ又はケの規定が適用された暦

月に関する部分を除きます。）における、第３種卸Ｘｉ契約に係る

全ての卸Ｘｉユビキタスプラン（ただし、卸ＬＰＷＡプランＳＳ

及び卸ＬＰＷＡプランＳは除きます）の回線卸Ｘｉの基本使用料

の額について(5)のエの(イ)の規定を適用した場合の額とアの

(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額

ス　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、200円、300円及

び330円を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料

を日割した額」に、「200円」を「200円を日割した額」に、「300円」

を「300円を日割した額」に、「330円」を「330円を日割した額」に、

それぞれ読み替えて適用します。

（注）回線卸Ｘｉに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める

額に消費税相当額を加算した額とします。
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第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇの基本使用料は、次表に規定する

額を適用します。

１回線卸５Ｇ契約ごとに

(8)の２　第２種

卸５Ｇ契約に係

る回線卸５Ｇの

基本使用料の適

用 基本使用料の料金種別 基本使用料の額（月額）

卸５Ｇ特定接続プラン 令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金

73円

令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金

69円

令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金

65円

ア　第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇの基本使用料には、次の料金

種別があります。

(ア)　第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに係るもの

基本使用料の料金種別

(8)の３　第３種

卸５Ｇ契約に係

る回線卸５Ｇの

基本使用料の適

用

卸タイプ５Ｇ

イ　第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに係る基本使用料の額は、そ

の基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します

(ア)　第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに係るもの

１回線卸５Ｇ契約ごとに

基本使用料の料金種別 基本使用料の額（月額）

卸タイプ５Ｇ 当社が別に定める料金額

ウ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定により基本使

用料を日割するときは、(5)のオの卸タイプＸｉの規定を適用しま

す。

（注）回線卸５Ｇに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める

額に消費税相当額を加算した額とします。

(8)の４　削　除

(9)　削　除
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　第１の２　付加機能使用料

区　　　分 単　　位 料　金　額

課金情報機能 １回線卸携帯電話契約

ごとに

9円

通話中着信機能（キャッチホン） １回線卸携帯電話契約

ごとに

200円

留守番電話及び不在案内機能 １回線卸携帯電話契約

ごとに

300円
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　第２　通信料

通　　信　　料　　の　　適　　用

(1) 通信の条件 ア　契約者は、その卸携帯電話サービスの契約者回線から通信を行う

ときは、当社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択

していただきます。

イ　卸携帯電話サービスの契約者回線との間のパケット通信モード又

はデータ通信モードによる通信は、第11条の７（接続点の設置）、第

27条の２（接続点の設置）、第31条の14（接続点の設置）及び第133

条（国際アウトローミングの利用等）の規定により当社が設置した

接続点並びに当社の指定電気通信設備に関する協定（当社の接続約

款に規定するものであって、当社と契約者との間で締結しているも

のをいいます。）に基づく相互接続点との間の通信に限り、行うこと

ができます。

ウ　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの契約者回線との間

の通話モードによる通信は、行うことができません。

エ　第２種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ、第２種卸Ｘｉ契約

に係る回線卸Ｘｉ及び第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇの契約者

回線との間の通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショート

メッセージ通信モードによる通信は、行うことができません。

オ　基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランに係る回線

卸ＦＯＭＡ及び卸Ｘｉユビキタスプランに係る回線卸Ｘｉの契約者

回線との間の通話モード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信

は、行うことができません。

カ　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの契約者回線との間の通話モ

ード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信は、行うことができ

ません。

キ　卸携帯電話サービスの契約者回線相互間のパケット通信モード又

はデータ通信モードによる通信は、当社が別に定める場合を除き、

行うことができません。

ク　卸携帯電話サービスの契約者回線と専用回線等接続サービスに係

る接続点との間の通信は、パケット通信モード又はデータ通信モー

ドに限り行うことができるものとし、その提供条件はこの約款によ

るほか、専用回線等接続サービス契約約款に定めるところによりま

す。

ケ　パケット通信モードによる通信においては、通信の状況等に応じ

て、ハイスピードモードとそれ以外のモードとの間の切替を行う場

合があります。

コ　削　除

サ　ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わり

にくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、

当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは当社が別に定める

時間が経過した後、消去します。

シ　サの規定によるほか、第35条（卸ＦＯＭＡサービスの利用中止）、

第44条（卸Ｘｉサービスの利用中止）又は第49条の５（卸５Ｇサー

ビスの利用中止）の規定により利用の中止があったときは、既に蓄

積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場

合において、消去された文字メッセージを復元することはできませ
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ん。

ス　契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる

文字メッセージの数は、当社が定める数以内とします。

セ　契約者は、当社が別に定める方法により、指定したショートメッ

セージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにす

ることができます。

ソ　契約者は、当社のＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約

約款及び５Ｇサービス契約約款に規定する外国の電気通信事業者が

提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間でショートメ

ッセージ通信モードにより通信を行うことができます。この場合に

おいて、当社は、当社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関す

る通信の品質を保証しません。

タ　ソに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信について

は、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等によ

り制限されることがあります。

チ　ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセー

ジの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。

ツ　基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプラン（卸ＬＰＷＡプ

ランＳＳ（帯域利用を選択しているものは除きます））に係る回線卸

Ｘｉ又は卸Ｘｉユビキタスプラン（卸ＬＰＷＡプランＳ（帯域利用

を選択しているものは除きます））に係る回線卸Ｘｉの契約者回線と

の間の通信は、当社のＸｉサービス契約約款に規定するmoperaU機能

又はビジネスmoperaインターネット機能に係る接続点との間の通信

に限り行うことができます。

(2) 削　除

(3) 第１種卸ＦＯ

ＭＡ契約の回線

卸ＦＯＭＡに係

る通信料の適用

ア　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの通信（当社が別に

定める通信を除きます。）に関する料金の月間累計額は、回線卸ＦＯ

ＭＡに係る基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適

用します。

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

基本使用料

の料金種別
回線卸ＦＯＭＡの通信に関する料金の月間累計額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳＳ

その通信をバリュープランに係るデータプランＳＳ

のＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭＡ

サービス契約約款の規定により算定した料金の月間

累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額

を控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＳ

その通信をバリュープランに係るデータプランＳの

ＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭＡサ

ービス契約約款の規定により算定した料金の月間累

計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を

控除した額
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卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＭ

その通信をバリュープランに係るデータプランＭの

ＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭＡサ

ービス契約約款の規定により算定した料金の月間累

計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を

控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬ

その通信をバリュープランに係るデータプランＬの

ＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭＡサ

ービス契約約款の規定により算定した料金の月間累

計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を

控除した額

卸ＦＯＭＡ

データプラ

ンＬＬ

その通信をバリュープランに係るデータプランＬＬ

のＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭＡ

サービス契約約款の規定により算定した料金の月間

累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額

を控除した額

イ　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの契約者回線との間

のパケット通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除きま

す。）に関する料金（他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算し

て請求するものであって当社が別に定めるものを含みます。）は、１

料金月における累計の課金対象パケット数（以下「累計課金対象パ

ケット数」といいます。）に応じて、アの規定により算定したパケッ

ト通信モードに係る月間累計額から次表に規定する控除可能額とウ

に規定するパケット繰越額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット

繰越額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を

適用します。

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

卸ＦＯＭＡデータプランＳＳ ―

卸ＦＯＭＡデータプランＳ 5,000円

卸ＦＯＭＡデータプランＭ 9,000円

卸ＦＯＭＡデータプランＬ 18,000円

卸ＦＯＭＡデータプランＬＬ 30,000円

ウ　この欄においてパケット繰越額とは、イのただし書の場合におけ

るその控除可能額と月間累計額（当該料金月において控除可能なパ

ケット繰越額がある場合は、その額を控除した後の額とします。）の

差額をいい、翌料金月又は翌々料金月のパケット通信モードに係る

月間累計額から控除します。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本
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使用料を日割するときは、イに規定する控除可能額をその利用日数

に応じて日割するものとします。

オ　イからエの規定は、(4)に規定する第１種卸ＦＯＭＡ契約の定期利

用に係る回線卸ＦＯＭＡに関する通信料の適用において準用しま

す。

（注１）回線卸ＦＯＭＡの通信に関する料金の月間累計額は、この料

金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

（注２）アに規定する当社が別に定める通信は、国際ショートメッセ

ージ通信（外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービス（国

際アウトローミングを除きます。）に係る電気通信回線との間のシ

ョートメッセージ通信モードによる通信をいいます。以下同じと

します。）及びＩＳＰ料金支払いに係る通信等とします。

（注３）イに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに

係る通信等とします。

(4) 第１種卸ＦＯ

ＭＡ契約の定期

利用に係る回線

卸ＦＯＭＡに関

する通信料の適

用

ア　第１（基本使用料）の(3)に規定する定期利用に係る基本使用料の

適用を受けている第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係

る通信（当社が別に定める通信を除きます。以下別段の定めがある

場合を除き、この欄において同じとします。）に関する料金の月間累

計額については、第１（基本使用料）の(3)の規定により申出のあっ

た回線卸ＦＯＭＡの最低契約数に応じて、(3)の規定にかかわらず、

次表に規定する額を適用します。

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

区　　　分

第１種卸ＦＯ

ＭＡ契約に係

る回線卸ＦＯ

ＭＡの最低契

約数

基本使

用料の

料金種

別

回線卸ＦＯＭＡの通信に関する料金の

月間累計額

1001回線 卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＳ

Ｓ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳＳのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.35を乗じて得

た額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＳ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＭのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の
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ランＭ 規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＬ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＬ

Ｌ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬＬのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

月間累計額にから、その0.35を乗じて得

た額を控除した額

8001回線 卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＳ

Ｓ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳＳのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.45を乗じて得

た額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＳ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＭのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＭ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＭのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

ランＬ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸ＦＯ

ＭＡデ

ータプ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬＬのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款
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ランＬ

Ｌ

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.45を乗じて得

た額を控除した額

イ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、第１（基本使用料）の(3)のキの適用

を受けることとなった場合は、その定期利用に係る経過期間に応じ

て、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていた

だきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの通信

（当社が提供する国際電話サービスの利用に係る通

信及び当社が別に定める通信を除きます。以下この表

において同じとします。）に関する料金の月間累計額

について、(3)の規定を適用した場合の額とアの規定

を適用した場合の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

おける、第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸Ｆ

ＯＭＡの通信に関する料金の月間累計額について、

(3)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した

場合の額の差額を合計した額

ウ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、第１（基本使用料）の(3)のコの適用

を受けることとなった場合は、その定期利用に係る経過期間に応じ

て、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていた

だきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの通信

（当社が提供する国際電話サービスの利用に係る通

信及び当社が別に定める通信を除きます。以下この表

において同じとします。）に関する料金の月間累計額

について、(3)の規定を適用した場合の額とアの規定

を適用した場合の額の差額を合計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの通信

に関する料金の月間累計額について、(3)の規定を適

用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差

額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの通信
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に関する料金の月間累計額について、(3)の規定を適

用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差

額を合計した額

エ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、その第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る全

ての回線卸ＦＯＭＡについて、定期利用が開始された暦月から起算

して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が

解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額

を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する料金月から起算してその解除があ

った日の属する料金月までの各料金月（イ又はウの規定が適用され

た料金月に関する部分を除きます。）における、第１種卸ＦＯＭＡ

契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの通信（当社が提供する国際電話

サービスの利用に係る通信及び当社が別に定める通信を除きま

す。）に関する料金の月間累計額について、(3)の規定を適用した場

合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額

オ　イからエの規定により算定した差額については、(3)に規定する控

除可能額及びパケット繰越額を適用しません。

（注１）回線卸ＦＯＭＡの通信に関する料金の月間累計額は、この料

金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

（注２）アからエに規定する当社が別に定める通信は、国際ショート

メッセージ通信及びＩＳＰ料金支払いに係る通信等とします。

(5) 帯域利用に係

る回線卸ＦＯＭ

Ａの定額通信料

の適用

ア　第２種卸ＦＯＭＡ契約又は第３種卸ＦＯＭＡ契約（帯域利用を選

択しているものに限ります。）に係る回線卸ＦＯＭＡのパケット通信

モードによる通信に関する料金の月間累計額については、第106条

（通信料の支払義務）の規定にかかわらず、通信回線帯域幅に応じ

て、次表に規定する定額通信料の額を適用します。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

区　　分 単　　位
定額通信料

（月額）

10Mb/sのもの 283,859円(ア)　GTP

接続

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

28,385円

10Mb/sのもの 221,901円令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

22,190円
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10Mb/sのもの 180,146円令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

18,014円

(イ)　削　除

イ　アに規定する定額通信料は、帯域利用を選択する第２種卸ＦＯＭ

Ａ契約者又は第３種卸ＦＯＭＡ契約者がその支払いを要します。

ウ　当社は、帯域利用を選択する第２種卸ＦＯＭＡ契約者又は第３種

卸ＦＯＭＡ契約者から帯域利用の選択を終了する旨の申出があった

場合のほか、次の場合が生じたときは、アに規定する定額通信料の

料金額をその利用日数に応じて日割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に卸ＦＯＭＡ契約が締結されたとき。

(イ)　暦月の初日以外の日にアに規定する通信の接続方法若しくは

通信回線帯域幅の変更又は卸Ｘｉ契約の解除があったとき。

(ウ)　暦月の初日に卸ＦＯＭＡ契約が締結され、その日にその卸Ｆ

ＯＭＡ契約の解除があったとき。

エ　ウに規定する定額通信料の日割は、暦日数により行います。

オ　回線卸ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の回

線卸ＦＯＭＡに係る定額通信料の取扱いについては、ウの規定に準

ずるものとします。

(6) 卸ＦＯＭＡ総

合利用プランの

回線卸ＦＯＭＡ

に係る通信料の

適用

基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡ総合利用プランの回線卸ＦＯＭＡ

の通信（当社が別に定める通信を除きます。）に関する料金については、

当社が別に定める料金額を適用します。

（注）この欄に規定する当社が別に定める通信は、手動接続通信、Ｉ

ＳＰ料金支払いに係る通信及び(5)の適用を受ける通信等としま

す。

(7)　削　除

(8) 卸ＦＯＭＡユ

ビキタスプラン

の回線卸ＦＯＭ

Ａに係る通信料

の適用

ア　基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸Ｆ

ＯＭＡとの間のパケット通信モードによる通信（当社が別に定める

通信を除きます。）に関する料金については、次表に規定する料金額

を適用します。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　　金　　額

回線卸ＦＯＭＡパケット通信料 0.12円

イ　基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸Ｆ

ＯＭＡとの間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する

料金については、次表に規定する料金額を適用します。

送信１回ごとに
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料　金　種　別 料　金　額

１～70文字（半角英数字のみ

の場合１～160文字）

2.1円回線卸ＦＯＭＡ

ショートメッセ

ージ通信料

71～134文字（半角英数字の

みの場合161～306文字）

4.2円

135～201文字（半角英数字の

みの場合307～459文字）

6.3円

202～268文字（半角英数字の

みの場合460～612文字）

8.4円

269～335文字（半角英数字の

みの場合613～765文字）

10.5円

336～402文字（半角英数字の

みの場合766～918文字）

12.6円

403～469文字（半角英数字の

みの場合919～1071文字）

14.7円

470～536文字（半角英数字の

みの場合1072～1224文字）

16.8円

537～603文字（半角英数字の

みの場合1225～1377文字）

18.9円

604～670文字（半角英数字の

みの場合1378～1530文字）

21円

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信及び(5)の適用を受ける通信等とします。

(9) 削　除

(10) パケット通

信モードによる

通信の料金の適

用

ア　専用回線等接続サービス契約約款に規定するセンタ側課金機能を

利用して行われる卸ＦＯＭＡサービスに係る通信に関する料金は、

(3)から(7)の規定にかかわらず、次のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　金　額

下欄以外の場合 0.12円回線卸ＦＯＭＡ

パケット通信料

センタ側課金機能の提供を

受けている契約者が、当社が

別に定める料金の支払いを

0.012円
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要する者である場合

イ　ＩＳＰ料金支払いに係る通信に関する料金は、(3)から(7)及び

(11)から(15)の規定にかかわらず、次のとおりとします。

１課金対象パケットごとに

料　金　種　別 料　金　額

下欄以外の場合 0.12円回線卸ＦＯＭ

Ａパケット通

信料及び回線

卸Ｘｉデータ

通信料

その通信の相手先となるＩＳ

Ｐ接続通信に係る協定事業者

が、当社が別に定める料金の

支払いを要する者である場合

0.012円

(11) 第１種卸Ｘ

ｉ契約の回線卸

Ｘｉに係る通信

料の適用

ア　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの通信（当社が別に定める通

信を除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金の

月間累計額は、回線卸Ｘｉに係る基本使用料の料金種別に応じて、

次表に規定する額を適用します。

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

基本使用料の

料金種別
回線卸Ｘｉの通信に関する料金の月間累計額

卸Ｘｉデータ

プランＳＳ

その通信をバリュープランに係るデータプランＳ

ＳのＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯ

ＭＡサービス契約約款の規定により算定した料金

の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じ

て得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＳ

その通信をバリュープランに係るデータプランＳ

のＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭ

Ａサービス契約約款の規定により算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて

得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＭ

その通信をバリュープランに係るデータプランＭ

のＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭ

Ａサービス契約約款の規定により算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて

得た額を控除した額

卸Ｘｉデータ

プランＬ

その通信をバリュープランに係るデータプランＬ

のＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯＭ

Ａサービス契約約款の規定により算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて

得た額を控除した額
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卸Ｘｉデータ

プランＬＬ

その通信をバリュープランに係るデータプランＬ

ＬのＦＯＭＡに係る通信とみなして、当社のＦＯ

ＭＡサービス契約約款の規定により算定した料金

の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じ

て得た額を控除した額

イ　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの契約者回線との間のデータ

通信モードによる通信に関する料金は、１料金月における累計課金

対象パケット数に応じて、アの規定により算定したデータ通信モー

ドに係る月間累計額から次表に規定する控除可能額とウに規定する

パケット繰越額を控除した額を適用します。

　ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット

繰越額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を

適用します。

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

卸ＸｉデータプランＳＳ ―

卸ＸｉデータプランＳ 5,000円

卸ＸｉデータプランＭ 9,000円

卸ＸｉデータプランＬ 18,000円

卸ＸｉデータプランＬＬ 30,000円

ウ　この欄においてパケット繰越額とは、イのただし書の場合におけ

るその控除可能額と月間累計額（当該料金月において控除可能なパ

ケット繰越額がある場合は、その額を控除した後の額とします。）の

差額をいい、翌料金月又は翌々料金月のデータ通信モードに係る月

間累計額から控除します。

エ　通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の規定に基づき基本

使用料を日割するときは、イに規定する控除可能額をその利用日数

に応じて日割するものとします。

オ　イからエの規定は、(12)に規定する第１種卸Ｘｉ契約の定期利用

に係る回線卸Ｘｉに関する通信料の適用おいて準用します。

（注１）回線卸Ｘｉの通信に関する料金の月間累計額は、この料金表

に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

（注２）アに規定する当社が別に定める通信は、国際ショートメッセ

ージ通信等とします。

(12) 第１種卸Ｘ

ｉ契約の定期利

用に係る回線卸

Ｘｉに関する通

信料の適用

ア　第１（基本使用料）の(7)に規定する定期利用に係る基本使用料の

適用を受けている第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係る通信

（当社が別に定める通信を除きます。以下この欄において同じとし

ます。）に関する料金の月間累計額については、第１（基本使用料）

の(7)の規定により申出のあった回線卸Ｘｉの最低契約数に応じて、

(11)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
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１回線卸Ｘｉ契約ごとに

区　　　分

第１種卸Ｘｉ

契約に係る回

線卸Ｘｉの最

低契約数

基本使

用料の

料金種

別

回線卸Ｘｉの通信に関する料金の月間

累計額

1001回線 卸Ｘｉ

データ

プラン

ＳＳ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳＳのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.35を乗じて得

た額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｓ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｍ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＭのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｌ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.35を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

ＬＬ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬＬのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

月間累計額にから、その0.35を乗じて得

た額を控除した額

8001回線 卸Ｘｉ

データ

プラン

ＳＳ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳＳのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.45を乗じて得



卸 － 120

た額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｓ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＳのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｍ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＭのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

Ｌ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬのＦＯＭＡに係る通信とみなし

て、当社のＦＯＭＡサービス契約約款の

規定により算定した料金の月間累計額か

ら、その月間累計額に0.45を乗じて得た

額を控除した額

卸Ｘｉ

データ

プラン

ＬＬ

その通信をバリュープランに係るデータ

プランＬＬのＦＯＭＡに係る通信とみな

して、当社のＦＯＭＡサービス契約約款

の規定により算定した料金の月間累計額

から、その月間累計額に0.45を乗じて得

た額を控除した額

イ　第１種卸Ｘｉ契約者は、第１（基本使用料）の(7)のキの適用を受

けることとなった場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、

当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただき

ます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１

種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関す

る料金の月間累計額について、(11)の規定を適用し

た場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を

合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１

種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関す

る料金の月間累計額について、(11)の規定を適用し

た場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を

合計した額
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ウ　第１種卸Ｘｉ契約者は、第１（基本使用料）の(7)のコの適用を受

けることとなった場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、

当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただき

ます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１

種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関す

る料金の月間累計額について、(11)の規定を適用し

た場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を

合計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１

種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関す

る料金の月間累計額について、(11)の規定を適用し

た場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を

合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１

種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関す

る料金の月間累計額について、(11)の規定を適用し

た場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を

合計した額

エ　第１種卸Ｘｉ契約者は、その第１種卸Ｘｉ契約に係る全ての回線

卸Ｘｉについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利

用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場

合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払ってい

ただきます。

１卸Ｘｉ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する料金月から起算してその解除があ

った日の属する料金月までの各料金月（イ又はウの規定が適用され

た料金月に関する部分を除きます。）における、第１種卸Ｘｉ契約

に係る全ての回線卸Ｘｉの通信に関する料金の月間累計額につい

て、(11)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額

の差額を合計した額

オ　イからエの規定により算定した差額については、(11)に規定する

控除可能額及びパケット繰越額を適用しません。

（注１）回線卸Ｘｉの通信に関する料金の月間累計額は、この料金表

に定める額に消費税相当額を加算した額とします。

（注２）アに規定する当社が別に定める通信は、国際ショートメッセ

ージ通信等とします。
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(13) 帯域利用に

係る回線卸Ｘｉ

の定額通信料の

適用

ア　第２種卸Ｘｉ契約又は第３種卸Ｘｉ契約（帯域利用を選択してい

るものに限ります。）に係る回線卸Ｘｉのデータ通信モードに係る通

信に関する料金の月間累計額については、第106 条（通信料の支払

義務）の規定にかかわらず、通信回線帯域幅に応じて、次表に規定

する定額通信料の額を適用します。

１卸Ｘｉ契約ごとに

区　　分 単　　位
定額通信料

（月額）

10Mb/sのもの 283,859円(ア)　GTP

接続

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

28,385円

10Mb/sのもの 221,901円令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

22,190円

10Mb/sのもの 180,146円令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

18,014円

(イ)　削　除

イ　アに規定する定額通信料は、帯域利用を選択する第２種卸Ｘｉ契

約者又は第３種卸Ｘｉ契約者がその支払いを要します。

ウ　当社は、帯域利用を選択する第２種卸Ｘｉ契約者又は第３種卸Ｘ

ｉ契約者から帯域利用の選択を終了する旨の申出があった場合のほ

か、次の場合が生じたときは、アに規定する定額通信料の料金額を

その利用日数に応じて日割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に卸Ｘｉ契約が締結されたとき。

(イ)　暦月の初日以外の日にアに規定する通信の接続方法若しくは

通信回線帯域幅の変更又は卸Ｘｉ契約の解除があったとき。

(ウ)　暦月の初日に卸Ｘｉ契約が締結され、その日にその卸Ｘｉ契

約の解除があったとき。

エ　ウに規定する定額通信料の日割は、暦日数により行います。

オ　回線卸Ｘｉを利用することができない期間があった場合の回線卸

Ｘｉに係る定額通信料の取扱いについては、ウの規定に準ずるもの

とします。

(14) 卸タイプＸ

ｉの回線卸Ｘｉ

に係る通信料の

適用

基本使用料の料金種別が卸タイプＸｉの回線卸Ｘｉの通信（当社が別

に定める通信を除きます。）に関する料金については、当社が別に定め

る料金額を適用します。

（注）この欄に規定する当社が別に定める通信は、手動接続通信、Ｉ

ＳＰ料金支払いに係る通信及び(13)の適用を受ける通信等としま
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す。

(15)　削　除

ア　基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉと

の間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を除き

ます。）に関する料金については、次表に規定する料金額を適用しま

す。

(15)の２　卸Ｘｉ

ユビキタスプラ

ンの回線卸Ｘｉ

に係る通信料の

適用

料　金　種　別 料　　金　　額

回線卸Ｘｉデ

ータ通信料

①　②③以外 0.12円 （１課金対象パ

ケットごとに)

②　卸ＬＰＷＡプラン

ＳＳ

0.4円 （１課金対象デ

ータごとに)

③　卸ＬＰＷＡプラン

Ｓ

0.3円 （１課金対象デ

ータごとに)

イ　基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプランの回線卸Ｘｉと

の間のショートメッセージ通信モードによる通信に関する料金につ

いては、次表に規定する料金額を適用します。

送信１回ごとに

料　金　種　別 料　金　額

１～70文字（半角英数字のみ

の場合１～160文字）

2.1円回線卸Ｘｉショ

ートメッセージ

通信料
71～134文字（半角英数字の

みの場合161～306文字）

4.2円

135～201文字（半角英数字の

みの場合307～459文字）

6.3円

202～268文字（半角英数字の

みの場合460～612文字）

8.4円

269～335文字（半角英数字の

みの場合613～765文字）

10.5円

336～402文字（半角英数字の

みの場合766～918文字）

12.6円

403～469文字（半角英数字の

みの場合919～1071文字）

14.7円

470～536文字（半角英数字の 16.8円
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みの場合1072～1224文字）

537～603文字（半角英数字の

みの場合1225～1377文字）

18.9円

604～670文字（半角英数字の

みの場合1378～1530文字）

21円

（注）アに規定する当社が別に定める通信は、ＩＳＰ料金支払いに係

る通信及び(13)の適用を受ける通信等とします。

ウ　基本使用料の料金種別が卸Ｘｉユビキタスプラン（卸ＬＰＷＡプ

ランＳＳ（帯域利用を選択しているものは除きます）又は卸ＬＰＷ

ＡプランＳ（帯域利用を選択しているものは除きます））の回線卸Ｘ

ｉとの間のデータ通信モードによる通信（当社が別に定める通信を

除きます。以下この欄において同じとします。）に関する料金につい

ては、アの規定により算定した月間累計額から次表に規定する控除

可能額を控除した額を適用します。ただし、その月間累計額が次表

に規定する控除可能額と繰越額の合計額に満たない場合は、その月

間累計額を控除した額を適用します。

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

基本使用料の料金種別 控除可能額

卸ＬＰＷＡプランＳＳ 80円

卸ＬＰＷＡプランＳ 300円

(16) 削　除

(16)の２　帯域利

用に係る回線卸

５Ｇの定額通信

料の適用

ア　第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇのデータ通信モードに係る通

信に関する料金の月間累計額については、第106条（通信料の支払義

務）の規定にかかわらず、通信回線帯域幅に応じて、次表に規定す

る定額通信料の額を適用します。

１卸５Ｇ契約ごとに

区　　分 単　　位
定額通信料

（月額）

10Mb/sのもの 283,859円ＧＴＰ接

続

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

28,385円

10Mb/sのもの 221,901円令和４年４月１日から

令和５年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

22,190円
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10Mb/sのもの 180,146円令和５年４月１日から

令和６年３月31日まで

適用する料金 10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

18,014円

イ　アに規定する定額通信料は、帯域利用を選択する第２種卸５Ｇ契

約者がその支払いを要します。

ウ　当社は、帯域利用を選択する第２種卸５Ｇ契約者から帯域利用の

選択を終了する旨の申出があった場合のほか、次の場合が生じたと

きは、アに規定する定額通信料の料金額をその利用日数に応じて日

割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に卸５Ｇ契約が締結されたとき。

(イ)　暦月の初日以外の日にアに規定する通信の接続方法若しくは

通信回線帯域幅の変更又は卸５Ｇ契約の解除があったとき。

(ウ)　暦月の初日に卸５Ｇ契約が締結され、その日にその卸５Ｇ契

約の解除があったとき。

エ　ウに規定する定額通信料の日割は、暦日数により行います。

オ　回線卸５Ｇを利用することができない期間があった場合の回線卸

５Ｇに係る定額通信料の取扱いについては、ウの規定に準ずるもの

とします。）

(16)の３　卸タイ

プ５Ｇの回線卸

５Ｇに係る通信

料の適用

基本使用料の料金種別が卸タイプ５Ｇの回線卸５Ｇの通信（当社が別

に定める通信を除きます。）に関する料金については、当社が別に定め

る料金額を適用します。

（注）この欄に規定する当社が別に定める通信は、手動接続通信、Ｉ

ＳＰ料金支払いに係る通信及び(16)の(2)の適用を受ける通信等

とします。

(16)の４　削　除

(16)の５　削　除

(17) 当社が提供

する国際電話サ

ービスの利用に

係る通信の料金

の適用

ア　国際電話サービスの利用に係る通話モード又は64kb/sデジタル通

信モードによる通信に関する料金の月間累計額については、当社の

国際電話サービス契約約款の規定にかかわらず、次表に規定する額

を適用します。

(ア)　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

①　②以外のもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を控除した

額

②　第１（基本使用料）の(3)に規定する定期利用に係る基本使用

料の適用を受けている回線卸ＦＯＭＡに係るもの
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Ａ　回線卸ＦＯＭＡの最低契約数が1001回線の卸ＦＯＭＡ契約

に係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.35を乗じて得た額を控除した

額

Ｂ　回線卸ＦＯＭＡの最低契約数が8001回線の卸ＦＯＭＡ契約

に係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.45を乗じて得た額を控除した

額

(イ)　第３種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡに係るもの

１回線卸ＦＯＭＡ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.30を乗じて得た額を控除した

額

(ウ)　第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉに係るもの

１回線卸Ｘｉ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.30を乗じて得た額を控除した

額

(エ)　第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに係るもの

１回線卸５Ｇ契約ごとに

国際電話サービスの利用に係る通信の料金の月間累計額

当社の国際電話サービス契約約款の規定に基づき算定した料金の

月間累計額から、その月間累計額に0.30を乗じて得た額を控除した

額

イ　定期利用（回線卸ＦＯＭＡの最低契約数が8001回線の卸ＦＯＭＡ

契約に係るものに限ります。以下ウ及びエにおいて同じとします。）

に係る第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、第１（基本使用料）の(3)のキの
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適用を受けることとなった場合は、その定期利用に係る経過期間に

応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払って

いただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、卸ＦＯ

ＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際電話サ

ービスの利用に係る通信に関する料金の月間累計額

について、アの(ア)の②のＡの規定を適用した場合の

額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合の額の

差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、卸ＦＯ

ＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際電話サ

ービスの利用に係る通信に関する料金の月間累計額

について、アの(ア)の②のＡの規定を適用した場合の

額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合の額の

差額を合計した額

ウ　定期利用に係る第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、第１（基本使用料）

の(3)のコの適用を受けることとなった場合は、その定期利用に係る

経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額

を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

経過期間 支　払　い　を　要　す　る　額

12か月まで 左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際

電話サービスの利用に係る通信に関する料金の月間

累計額について、アの(ア)の②のＡの規定を適用した

場合の額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合

の額の差額を合計した額

12か月超え

24か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際

電話サービスの利用に係る通信に関する料金の月間

累計額について、アの(ア)の②のＡの規定を適用した

場合の額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合

の額の差額を合計した額

24か月超え

36か月まで

左欄に該当する12料金月の各料金月における、第１種

卸ＦＯＭＡ契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際

電話サービスの利用に係る通信に関する料金の月間

累計額について、アの(ア)の②のＡの規定を適用した

場合の額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合

の額の差額を合計した額
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エ　第１種卸ＦＯＭＡ契約者は、その第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る全

ての回線卸ＦＯＭＡについて、定期利用が開始された暦月から起算

して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が

解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額

を支払っていただきます。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに

支　払　い　を　要　す　る　額

定期利用を開始した日の属する料金月から起算してその解除があ

った日の属する料金月までの各料金月における、第１種卸ＦＯＭＡ

契約に係る全ての回線卸ＦＯＭＡの国際電話サービスの利用に係

る通信に関する料金の月間累計額について、アの(ア)の②のＡの規

定を適用した場合の額とアの(ア)の②のＢの規定を適用した場合

の額の差額を合計した額

オ　イからエの規定により算定した差額については、(3)に規定する控

除可能額、パケット繰越額及び繰越額を適用しません。

(18) 国際ショー

トメッセージ通

信に関する料金

の適用

国際ショートメッセージ通信に関する料金については、当社のＦＯＭ

Ａサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款及び５Ｇサービス契約約

款に規定する国際ショートメッセージ通信に関する料金の額と同額と

します。

(19) 通信料の適

用に関するその

他の提供条件

同一地区内及び同一地区外通信等の適用、昼間、夜間、深夜・早朝及

び土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用、列車公衆電話の電話機等と

の間の通信の料金の適用、付加機能の利用等に係る通信の料金の適用、

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の

通信の料金の取扱い及び通信料の減免については、当社のＦＯＭＡサ

ービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約約款に定める

Ｘｉ又は５Ｇサービス契約約款に定める５Ｇの場合に準ずるものとし

ます。
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　第２の２　網改造料

網　改　造　料　の　額

当社の接続約款の規定に準じて算定した額
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　第３　手続きに関する料金

　　１　適用

手　続　き　に　関　す　る　料　金　の　適　用

手続きに関する料金は、次のとおりとします。(1) 手続きに関す

る料金の種別

料金種別 内　　　容

ア　契約事務手数料 回線卸携帯電話契約の申込みをし、その

承諾を受けたときに支払いを要する料金

イ　名義変更手数料 回線卸携帯電話契約に係る名義変更の請

求（相続等に伴うものを除きます。）をし、

その承諾を受けたときに支払いを要する

料金

ウ　削　除

エ　その他の手数料 当社が別に定める手続きを要する請求を

し、その承諾を受けたとき（イ欄に該当

する場合を除きます。）に支払いを要する

料金

(2) 削　除

(3) その他の手数

料の適用除外

１の契約について、その支払いを要する手続きが、契約事務手数料又

はカード発行手数料を要する手続きと同時に行われるものであるとき

は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、その他の手数料は適

用しません。

(4) 手続きに関す

る料金の減免

当社は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等

を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあ

ります。
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　　２　料金額

料　金　種　別 単　　位 料　金　額

(1) 契約事務手数料 １回線卸携帯電話契約

ごとに 2,000円

(2) 名義変更手数料 １回線卸携帯電話契約

ごとに 2,000円

(3) 削　除

(4) その他の手数料 別に算定する実費
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　第４　ユニバーサルサービス料

　　１　適用

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 用

(1) ユニバーサル

サービス料の適

用

回線卸携帯電話に係るユニバーサルサービス料の適用については、当

社のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契

約約款に規定するＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇの場

合に準ずることとします。

(2) ユニバーサル

サービス料の適

用除外

契約者識別番号がM2M等専用番号であると当社が認めたときは、２（料

金額）の規定にかかわらず、ユニバーサルサービス料の支払いを要し

ません。

　　２　料金額

ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 料 金 額

回線卸携帯電話に係るユニバーサルサービス料については、当社のＦＯＭＡサービス契約

約款、Ｘｉサービス契約約款又は５Ｇサービス契約約款に規定するユニバーサルサービス

料の額と同額とします。

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いた

だく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額

を見直します。



卸 － 133

　第５　ＵＳＩＭカードの貸与等に係る費用

　　１　ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用

区　　分 単　位 形　　状 費用の額 備考

ＵＳＩＭカー

ドの貸与に係

る費用

１枚ごとに Ｐｌｕｇ－ｉｎ ＵＩＣＣ、

Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ、又は４

ＦＦ

261円 卸ＦＯＭＡサー

ビス、卸Ｘｉサ

ービス又は卸５

Ｇサービスでの

利用が可能で

す。

　　２　ｅＳＩＭの付与に係る費用

区　　分 単　位 費用の額 備考

ｅＳＩＭの付与に

係る費用

１回のｅＳＩＭの付与に

係る請求ごとに

別に定める料金額 卸Ｘｉサービス又は

卸５Ｇサービスでの

利用が可能です。
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　第６　業務支援システムの利用に係る費用

区　　分 単　位 費用の額 備　　考

業務支援

システム

ア　イ以外のもの １セットごとに 7,000円 月額

ＵＳＩＭカードアダプ

タを利用する場合は、

左欄と併せて、100円の

支払いを要します。

イ　他システムの

ファイル更新機

能を有するもの

１セットごとに 9,000円 月額

ＵＳＩＭカードアダプ

タを利用する場合は、

左欄と併せて、100円の

支払いを要します。

プリンタ １台ごとに 3,000円 月額

ア　主回線 １拠点ごとに 7,500円 月額ネットワ

ーク回線

イ　副回線 １拠点ごとに 3,150円 月額
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　第７　電話リレーサービス料

　　１　適用

電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 料 の 適 用

(1) 電話リレーサ

ービス料の適用

回線卸携帯電話に係る電話リレーサービス料の適用については、当社

のＦＯＭＡサービス契約約款に規定するＦＯＭＡ、Ｘｉサービス契約

約款に規定するＸｉ又は５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇの場合

に準ずることとします。

(2) 電話リレーサ

ービス料の適用

除外

契約者識別番号がM2M等専用番号であると当社が認めたときは、２（料

金額）の規定にかかわらず、電話リレーサービス料の支払いを要しま

せん。

　　２　料金額

電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 料 の 料 金 額

回線卸携帯電話に係る電話リレーサービス料については、当社のＦＯＭＡサービス契約約

款、Ｘｉサービス契約約款又は５Ｇサービス契約約款に規定する電話リレーサービス料の

額と同額とします。

（注１）電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただ

く料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見

直します。

（注２）電話リレーサービス料の支払いを要する暦月は、１年毎に当社が別に定めるものとし、

当社のインターネットホームページに掲示するものとします。
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第２表　工事費

　第１　工事費

区　　　分 単　　位 工事費の額 備　　考

ア　イ以外の場合 １工事ごとに 別に算定する実費 －卸携帯電

話サービ

スに関す

る工事費

イ　接続回線帯域幅

の変更に係る工事

１工事ごとに 27,375円 平日９時30分から

18時までの間以外

に工事を実施する

場合は、別に算定

する実費を適用し

ます。

　第２　立会費

区　　　　　　分 工　事　費　の　額

当社が指定する立会者の立会いに要する費用 当社の接続約款に規定する立会費に係る手続

費の額と同額
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第３表　国際アウトローミング利用料

通　　信　　料　　の　　適　　用

(1) 通信の条件 ア　国際アウトローミングに係る通信の種類には、第98条（通信の種

類等）第１項に規定する卸ＦＯＭＡサービスの通信の種類、卸Ｘｉ

サービスの通信の種類又は卸５Ｇサービスの通信の種類と同一の種

類があります。

イ　第１種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡの契約者回線との間

の通話モードによる通信は、行うことができません。

ウ　第２種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ、第２種卸Ｘｉ契約

に係る回線卸Ｘｉ及び第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇの契約者

回線との間の通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショート

メッセージ通信モードによる通信は、行うことができません。

エ基本使用料の料金種別が卸ＦＯＭＡユビキタスプランに係る回線卸

ＦＯＭＡ及び卸Ｘｉユビキタスプランに係る回線卸Ｘｉの契約者回

線との間の通話モード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信

は、行うことができません。

オ　第１種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉの契約者回線との間の通話モ

ード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信は、行うことができ

ません。

カ　当社は、端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を

受けたとき、又は一定時間内にその接続確認が取れなかったときは

パケット通信モード又はデータ通信モードによる通信を切断しま

す。

（注１）国際アウトローミングに係る通信の伝送速度は、利用する外

国の電気通信事業者により異なります。

（注２）注１の規定によるほか、国際アウトローミングに係る通信の

伝送速度は、通信の状況等により変動します。

（注３）国際アウトローミングに係る通信の種類により、その外国の

電気通信事業者の営業区域が異なる場合があります。

(2) 国際アウトロ

ーミング利用料

の区分の適用

卸携帯電話サービスに係る国際アウトローミング利用料の区分は、当

社のＦＯＭＡサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款及び５Ｇサー

ビス契約約款に定めるその国際アウトローミングに係る外国の電気通

信事業者のグループ及びその国際アウトローミングに係る電気通信回

線へ着信する通信に係る取扱地域に応じて適用します。

(3) 国際アウトロ

ーミング利用料

の適用等

ア　卸ＦＯＭＡサービスに係る国際アウトローミング利用料は、その

通信をＦＯＭＡに係る通信とみなして、その通信の種類に応じて第

133条（国際アウトローミングの利用等）の規定により測定した通信

時間、情報量又は通信回数と当社のＦＯＭＡサービス契約約款に規

定する国際アウトローミング利用料の額により算定した額を適用し

ます。

イ　料金表第１表第２（通信料）の(6)に規定する控除残額及び繰越残

額があるときは、アの規定により算定した額の月間累計額（料金月

単位で累計（請求の際に確認できなかった料金については確認がで

きた料金月に累計）した額とし、(4)の適用を受ける通信に係るもの

を除きます。）からその控除残額及び繰越残額を控除した額を適用し
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ます。

　ただし、その月間累計額が控除残額と繰越残額の合計額に満たな

い場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。

ウ　卸Ｘｉサービスに係る国際アウトローミング利用料は、その通信

をＸｉに係る通信とみなして、第133条（国際アウトローミングの利

用等）の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と当社

のＸｉサービス契約約款に規定する国際アウトローミング利用料の

額により算定した額を適用します。

エ　卸５Ｇサービスに係る国際アウトローミング利用料は、その通信

を５Ｇに係る通信とみなして、第133条（国際アウトローミングの利

用等）の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と当社

の５Ｇサービス契約約款に規定する国際アウトローミング利用料の

額により算定した額を適用します。

オ　パケット通信モード又はデータ通信モードの課金対象パケット数

は、当社が通信をできる状態にした時刻から起算してその通信を切

断した時刻までの間を１のセッションとして、１セッションの情報

量について128バイトごとに１の課金対象パケットとして測定しま

す。

（注）卸携帯電話サービスにおいて通信料が無料となる場合であって

も、国際アウトローミングを利用したときは無料とならないこと

があります。

(4) パケット通信

モード又はデー

タ通信モードに

係る定額通信料

の適用等

ア　当社は、回線卸携帯電話の契約者回線から当社のＦＯＭＡサービ

ス契約約款、Ｘｉサービス契約約款及び５Ｇサービス契約約款に規

定する定額対象事業者が提供する国際アウトローミングを利用して

行ったパケット通信モード又はデータ通信モードによる通信（以下

この欄において「対象通信」といいます。）に関する料金について、

(3)の規定にかかわらず、次表の規定により算定した額を適用する取

扱い（以下「海外パケ・ホーダイ」といいます。）を適用します。

１セッションごとに

料　　　　金　　　　額

１課金対象パケットごとに0.2円

イ　対象通信に関する料金については、１のセッションの課金対象パ

ケット数を、そのセッションの切断があった日における課金対象パ

ケット数として、アに規定する料金額を適用します。この場合にお

いて、セッションの設定が１時間以上継続された対象通信に係る料

金については、セッションの設定の開始時刻から起算して１時間毎

に通信の切断があったものとみなして取り扱います。

ウ　ア及びイの規定により算定した料金額の１暦日における累計額が

1,980円を超えるときは、アの規定にかかわらず、1,980円を超える

部分の料金の支払いを要しません。

　ただし、当該１暦日における海外パケ・ホーダイに係る累計課金

対象パケット数が200,000課金対象パケットを超えるときは、

200,000課金対象パケットを超える部分の課金対象パケット数につ

いて、次表の規定により算定した額を適用します。
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１セッションごとに

料　　　　金　　　　額

１課金対象パケットごとに0.2円

エ　アからウの規定により算定した料金額の１暦日における累計額が

2,980円を超える場合は、ア及びウの規定にかかわらず、 2,980円を

超える部分の料金の支払いを要しません。

（注１）ウ及びエに規定する累計額及び累計課金対象パケット数は、

パケット通信モードによる通信及びデータ通信モードによる通信

に区分し、算出します。

（注２）当社は、回線卸携帯電話に係る基本使用料の料金種別の変更

等があった場合は、その変更のあった日を含む料金月における海

外パケ・ホーダイに係る通信の料金について、セッションの切断

があった順序にかかわらず、アからエの規定に基づき算定した料

金額を適用します。
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別表１　様式

様式第１（第６条第２項及び第17条第２項関係）

卸携帯電話サービス提供に係る事前調査申込書
第　 号

年   月   日

殿

所属（法人名等）

氏名 印

  貴社の卸携帯電話サービス約款の第50条に定める守秘義務および、その他各規定に同意のうえ、

貴社の卸携帯電話サービスを利用したい（利用内容を変更したい）ので、次の通り、事前調査を申し

込みます。

卸携帯電話サービス提供（変更）の

概要

協議事項に関する具体的内容

提供（変更）開始希望時期

電気通信事業者としての登録または

届出の実施有無（予定含む）

連絡先

（担当者氏名、電話番号、メールアド

レス）
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卸携帯電話サービス利用にあたっての具体的内容

１．卸携帯電話サービスの種類（○印を記入）

一般利用

定期利用（3年間）・最低契約数1,001回線①第１種卸FOMAサービス

定期利用（3年間）・最低契約数8,001回線

課金情報機能あり
②第２種卸FOMAサービス

課金情報機能なし

③第３種卸FOMAサービス

　（卸ＦＯＭＡ総合利用プラン）

一般利用

定期利用（3年間）・最低契約数1,001回線

定期利用（5年間）・最低契約数1,001回線

④第３種卸FOMAサービス

　（卸ＦＯＭＡユビキタスプラン）

定期利用（5年間）・最低契約数10,001回線

一般利用

定期利用（3年間）・最低契約数1,001回線⑤第１種卸Xiサービス

定期利用（3年間）・最低契約数8,001回線

課金情報機能あり
⑥第２種卸Xiサービス

課金情報機能なし

⑦第３種卸Xiサービス

　（卸タイプXi）

一般利用

定期利用（3年間）・最低契約数1,001回線

定期利用（5年間）・最低契約数1,001回線

⑧第３種卸Xiサービス

　（卸Xiユビキタスプラン）

定期利用（5年間）・最低契約数10,001回線

卸ＬＰＷＡプランＳＳ⑨第３種卸Xiサービス

　（卸Xiユビキタスプラン） 卸ＬＰＷＡプランＳ

課金情報機能あり
⑩第２種卸５Gサービス

課金情報機能なし

⑪第３種卸５Gサービス

　（卸タイプ５G）
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２．電気通信設備（○印、設置場所、回線帯域幅等を記入）

（１）電気通信設備の接続方法

ビジネスmoperaアクセスプレミアム契約（FOMAタイプ）

（別途第9条第3項に基づきビジネスmopera契約を締結して頂きます。）

ビジネスmoperaアクセスプレミアム契約（Ⅹiタイプ）

（別途第20条第3項に基づきビジネスmopera契約を締結して頂きます。）

moperaＵ機能又はビジネスmoperaインターネット機能利用

（別途第20条第3項に基づき契約を締結して頂きます。）

個別建設契約・従量利用

個別建設契約・帯域利用（FOMAＧＴＰ接続）

10Mb/s～(1.0Mb/sごとに) Mb/s

個別建設契約・帯域利用（ⅩiＧＴＰ接続及び５GＧＴＰ接続）

10Mb/s～(1.0Mb/sごとに) Mb/s

あり（第133条に基づき接続点を申し出て頂きます。）

（２）国際アウトローミング

の利用
なし

（３）接続点の設置希望地域

（４）接続方法の概要

３．利用予定回線数及び予測トラヒック

別紙（利用予定回線数及び予測トラヒック）のとおり。

注 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

   ２ 接続に係るネットワークの概要を示す図（様式任意）を添付すること。
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様式第１ 別紙

弊社利用予定回線数及び予測トラヒック値

１． １． 利用予定回線数　(第２種卸ＦＯＭＡ契約、第２種卸Ｘi契約又は第２種卸５G契約で接続点が

複数ある場合は、接続点ごとに記入)

　（1）卸ＦＯＭＡ契約の場合

料金プラン/接続点名 サービス開始時 Ｓ年度末 Ｓ＋1年度末 Ｓ＋2年度末

卸ＦＯＭＡデータプランＳＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＭ

卸ＦＯＭＡデータプランＬ

①
　
第
１
種
卸
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
契
約

卸ＦＯＭＡデータプランＬＬ

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

②
　
第
２
種
卸
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
契
約

接続点名（　）

卸ＦＯＭＡ総合利用プラン
③
　
第
３
種
卸
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ａ
契
約

卸ＦＯＭＡユビキタスプラン



卸 － 144

（2）卸Ｘｉ契約の場合

料金プラン/接続点名 サービス開始時 Ｓ年度末 Ｓ＋1年度末 Ｓ＋2年度末

卸ＸｉデータプランＳＳ

卸ＸｉデータプランＳ

卸ＸｉデータプランＭ

卸ＸｉデータプランＬ

①
　
第
１
種
卸
Ｘ
ｉ
契
約

卸ＸｉデータプランＬＬ

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

②
　
第
２
種
卸
Ｘ
ｉ
契
約

接続点名（　）

卸タイプＸｉ

①　②③以外

②卸LPWAプランSS

③
　
第
３
種
卸
Ｘ
ｉ
契
約

卸
Ｘ
ｉ
ユ
ビ
キ
タ
ス
プ
ラ
ン

③卸LPWAプランS
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（3）卸5G契約の場合[41]

料金プラン/接続点名 サービス開始時 Ｓ年度末 Ｓ＋1年度末 Ｓ＋2年度末

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

接続点名（　）

①
　
第
２
種
卸
５
Ｇ
契
約

接続点名（　）

②
　
第
３
種
卸
５
Ｇ
契
約

卸タイプ5G

２．予測トラヒック値

パケット通信モード　(接続点が複数ある場合は、接続点ごとに記入)

接続点名（　） サービス開始時 Ｓ年度末 Ｓ＋1年度末 Ｓ＋2年度末

回線帯域幅

（Mb/s）

最大同時接続数
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様式第２（第９条第１項及び第20条第１項関係）

卸携帯電話サービス契約申込書
第　　　号

年   月   日

殿

郵便番号

（ふりがな）

住 所

（ふりがな）

氏 名（法人にあっては、名称及

び代表者の氏名） 印

  弊社事前調査申込書（   年  月  日付け   号）に対する貴社回答書（   年  月  日付け

号）につきまして、貴社の卸携帯電話サービス契約約款の手続きに準じ、回答書の内容で卸携

帯電話サービス契約を申し込みます。

注  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。
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別表２　付加機能

種　　　　　　　類 提供条件

１　迷惑電話おことわり機能（迷惑電話ス

トップサービス）

　当社、契約者又は協定事業者が提供す

る電気通信サービスの契約者回線又は公

衆電話の電話機等（当社が別に定めるも

のに限ります。）の契約者識別番号等を

登録することにより、登録された契約者

識別番号等からの以後の着信（通話モー

ド又は64kb/sデジタル通信モードによる

ものに限ります。以下この欄において同

じとします。）に対しておことわりする

旨の案内を自動的に行う又は切断を行う

機能をいいます。

(1) 第１種卸ＦＯＭＡ契約若しくは第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ（卸Ｆ

ＯＭＡユビキタスプランに係るものを除き

ます。）、第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘ

ｉ（卸Ｘｉユビキタスプランに係るものを

除きます。）又は第３種卸５Ｇ契約に係る

回線卸５Ｇに限り提供します。

(2) 卸携帯電話契約者が登録できる契約者識

別番号等の数は、当社が別に定める数以内

とします。

(3) (2)に規定する数を超えて登録しようと

するときは、登録されている契約者識別番

号等のうち、最初に登録されたものから順

に消去して登録します。

(4) 当社は、現に登録されている契約者識別

番号等からの着信に対しておことわりする

旨を案内する場合、着信した時刻から当社

が別に定める時間が経過した後、その通信

を打ち切ります。

(5) (4)に規定する通信に関する料金は、第

106条（通信料の支払義務）及び第110条

（相互接続通信に係る料金の取扱い）の規

定により支払いを要する者が、支払ってい

ただきます。

(6) 当社は、当社の電気通信設備の保守上又

は工事上やむを得ないときは、現に登録さ

れている契約者識別番号等を消去すること

があります。

(7) 当社は、現に登録されている契約者識別

番号等からの着信に対しておことわりする

旨の案内を行うこと又は切断を行うことに

伴い発生する損害については、責任を負い

ません。

(8) 契約者識別番号等の登録方法その他の提

供条件については、当社が別に定めるとこ

ろによります。

２　国際ローミング機能

　ＦＯＭＡカード又はドコモＵＩＭカー

ド等を装着した移動無線装置が、国際ア

ウトローミングに係る営業区域に在圏し

ていることを確認し、その契約者回線に

着信（通話モード、64kb/sデジタル通信

モード又はショートメッセージ通信モー

ドによるものに限ります。）があった場

(1) この機能の利用に係る通信の料金につい

ては、発信者の契約者回線からこの機能を

利用している契約者回線への通信（当社が

その直前に確認できた日本国内の地域にそ

の契約者回線が在圏するものとみなして取

り扱います。）と、その契約者回線から当

社が提供する国際電話サービスを利用して

行った国際アウトローミングに係る電気通
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合には、その通信をその国際アウトロー

ミングに係る電気通信回線へ転送する機

能をいいます。

信回線への通信があったものとみなして取

り扱います。

(2) この機能に係る料金その他の提供条件

は、国際電話サービス（国際電話サービス

契約約款に規定するものをいい、国際ロー

ミング機能に係るものに限ります。）の規

定に準じて取扱います。

３　課金情報機能

　当社が、第２種卸ＦＯＭＡ契約者が課

金するために必要な回線卸ＦＯＭＡにお

けるパケット通信モードに係る課金対象

パケットの情報量、第２種卸Ｘｉ契約者

が課金するために必要な回線卸Ｘｉにお

けるデータ通信モードに係る課金対象パ

ケットの情報量又は第２種卸５Ｇ契約者

が課金するために必要な回線卸５Ｇにお

けるデータ通信モードに係る課金対象パ

ケットの情報量に関する情報を、当社が

定める方法により契約者へ提供する機能

をいいます。

第２種卸ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭ

Ａ、第２種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉ又は

第２種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに限り提

供します。

４　通信中着信機能（キャッチホン）

　通信中に他から着信があることを知ら

せ、その契約者回線に接続されている端

末設備のボタン操作により、現に通信中

の通信（通話モードによるものに限りま

す。以下この欄において同じとしま

す。）を保留し、次の通信を行うことが

できるようにする機能をいいます。

(1) 他の契約者回線からの着信に応答し

て通信を行った後、再び保留中の通信

を行うこと。

(2) 他の契約者回線等へ接続して通信を

行った後、再び保留中の通信を行うこ

と。

第１種卸ＦＯＭＡ契約若しくは第３種卸ＦＯ

ＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ（卸ＦＯＭＡ

ユビキタスプランに係るものを除きます。）、

第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘｉ（卸Ｘｉ

ユビキタスプランに係るものを除きます。）

又は第３種卸５Ｇ契約に係る回線卸５Ｇに限

り提供します。

５　自動着信転送機能（転送でんわ）

　その契約者回線に着信する通信（通話

モード又は64kb/sデジタル通信モードに

よるものに限ります。以下この欄におい

て同じとします。）を、あらかじめ指定

された他の契約者回線等に、自動的に転

送する機能をいいます。

(1) 第１種卸ＦＯＭＡ契約若しくは第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ（卸Ｆ

ＯＭＡユビキタスプランに係るものを除き

ます。）、第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘ

ｉ（卸Ｘｉユビキタスプランに係るものを

除きます。）又は第３種卸５Ｇ契約に係る

回線卸５Ｇに限り提供します。

(2) 通信時間は、この機能により転送される

通信の相手（以下「転送先」といいま

す。）に接続して通信できる状態にした時

刻に、発信者の契約者回線とこの機能を利

用している契約者回線との通信及びその契
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約者回線と転送先との通信ができる状態に

したものとして測定します。

(3) この機能により転送される通信の料金に

ついては、この機能を利用している契約者

が支払いを要します。

(4) この機能を利用する場合において、転送

が２回以上にわたる等通常と異なる利用態

様となるときは、通信品質を保証できない

ことがあります。

(5) この機能に係る転送先の契約者から、そ

の転送される通信について間違い通信のた

め、その転送が行われないようにしてほし

い旨の申出がある場合であって当社が必要

と認めるときは、その転送を中止していた

だくことがあります。

(6) この機能により一定時間内にその契約者

回線から転送される通信の回数は、当社が

定める数以内とします。

(7) この機能を利用している契約者回線への

通信又はこの機能により転送される通信に

ついては、電波が伝わりにくい等のため、

契約者回線に接続されている移動無線装置

が在圏する地域を取扱所交換設備で確認で

きないときは、その直前に確認できた地域

に在圏するものとみなして取り扱います。

６　留守番電話及び不在案内機能

　その契約者回線に着信した通信（通話

モードによる通信又は64kb/sデジタル通

信モードによる通信（3G324Mの通信プロ

トコルにより映像等の伝送交換を行うた

めの通信として取り扱うものに限りま

す。）に限ります。）のメッセージの蓄積

及び蓄積したメッセージの再生又はその

契約者回線に着信した通信（通話モード

によるものに限ります。）に対し、あら

かじめ登録したメッセージにより不在等

を案内する機能をいいます。

(1) 第１種卸ＦＯＭＡ契約若しくは第３種卸

ＦＯＭＡ契約に係る回線卸ＦＯＭＡ（卸Ｆ

ＯＭＡユビキタスプランに係るものを除き

ます。）、第３種卸Ｘｉ契約に係る回線卸Ｘ

ｉ（卸Ｘｉユビキタスプランに係るものを

除きます。）又は第３種卸５Ｇ契約に係る

回線卸５Ｇに限り提供します。

(2) 蓄積したメッセージは、当社が別に定め

る時間が経過した後、消去します。

(3) (2)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いるメッセージに係る情報が消去されるこ

とがあります｡この場合、消去されたメッ

セージ及び情報の復元はできません。

(4) 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセ

ージの蓄積は、卸携帯電話サービス、ＦＯ

ＭＡサービス若しくはＸｉサービスの契約

者回線又は当社が別に定める協定事業者が

提供する電気通信サービスの契約者回線か

らの通信（当社が別に定める場合を除きま

す。）に限り、行うことができます。

(5) 64kb/sデジタル通信モードに係るメッセ

ージの蓄積は、この機能の提供を受けてい
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る回線卸携帯電話に係る在圏地域（在圏地

域が確認できないときは、直前に確認でき

た在圏地域) が、国際アウトローミングに

係る営業区域内である場合は、行うことが

できません。

(6) メッセージの再生等当社が別に定める機

能の利用のために行った通信（当社が別に

定める協定事業者が提供する電気通信サー

ビスの契約者回線等からの通信を含みま

す。）に係る料金は、この機能を利用して

いる契約者が支払うものとします。この場

合において、その通信が協定事業者が提供

する電気通信サービスの契約者回線又は公

衆電話の電話機等からの通信であるとき

は、その通信に関する料金は、当社が請求

するものとし、料金に関するその他の取扱

いについては、この約款に定めるところに

よります。

(7) メッセージの再生等当社が別に定め機能

の利用のために、その機能の提供を受けて

いる回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ又は回線

卸５Ｇの契約者回線から行った通信の料金

は、その通信を当社が別に定める協定事業

者が提供する電気通信サービスの契約者回

線への通信とみなして適用します。

(8) この機能を利用している契約者回線への

通信については、電波が伝わりにくい等の

ため、契約者回線に接続されている移動無

線装置が在圏する地域を取扱所交換設備で

確認できないときは、その直前に確認でき

た地域に在圏するものとみなして取り扱い

ます。

(9) 蓄積できるメッセージの数、１のメッセ

ージの蓄積時間その他の提供条件について

は、当社が別に定めるところによります。
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別表３　卸携帯電話サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備

が適合すべき技術基準及び技術的条件

区　　　　　別 技術基準及び技術的条件

卸携帯電話サービスの契約者回線に

接続される場合

端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）

別表４　他社相互接続通信に係る協定事業者

協定事業者 内　　　　　　　　容

１　固定電気通信事業者 ２から４以外の電気通信事業者

２　ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則（令和元年総務省令第４号。以下、「番号

規則」といいます。））別表第４号に掲げる音声伝送携帯電話

番号を使用してＰＨＳサービスを提供する協定事業者

３　携帯電話事業者 番号規則別表第４号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用し

て携帯電話サービスを提供する協定事業者

４　国際電気通信事業者等 国際電話等役務を提供する電気通信事業者

別表５　相互接続通信の料金の取扱い

１　相互接続通信と他社相互接続通信を合わせて定めるもの

(1) (2)以外のもの

接続形態 料金の取扱い等

１ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

：固定電気通信事業者

に係る電気通信設

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

２ 発信側の電気通信設備

：固定電気通信事業者

に係る電気通信設備

着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線等

料金設定事業者

：当社又は固定電気通信事業者

料金を請求する事業者

：固定電気通信事業者

料金の支払いを要する者

：その固定電気通信事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：その固定電気通信事業者の契約約款に定めるとろによりま

す。
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３ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

：ＰＨＳ事業者に係る

電気通信設備

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

４ 発信側の電気通信設備

：ＰＨＳ事業者に係る

電気通信設備

着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

料金設定事業者

：ＰＨＳ事業者

料金を請求する事業者

：ＰＨＳ事業者

料金の支払いを要する者

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：そのＰＨＳ事業者の契約約款に定めるところによります。

５ 発信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

着信側の電気通信設備

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備

料金設定事業者

：当社

料金を請求する事業者

：当社

料金の支払いを要する者

：その通信の発信に係る契約者回線の契約者

料金に関するその他の取扱い

：この約款に定めるところによります。

６ 発信側の電気通信設備

：携帯電話事業者に係

る電気通信設備

着信側の電気通信設備

：当社の契約者回線

料金設定事業者

：携帯電話事業者

料金を請求する事業者

：携帯電話事業者

料金の支払いを要する者

：携帯電話事業者の契約約款に規定する者

料金に関するその他の取扱い

：その携帯電話事業者の契約約款に定めるところによりま

す。

(2) 本邦外との間に係る相互接続通信（当社が提供する国際電話サービスに係るものを除

きます。）

　その通話と他社相互接続通信とを合わせてその通信に係る協定事業者がその契約約款

において定めるものとし、料金の請求等料金に関するその他の取扱いについては、その

協定事業者の契約約款に定めるところによります。

２　１以外のもの

(1) (2)以外のもの

ア　相互接続通信に関する料金は、他社相互接続通信に係る料金を除き当社が定めるこ

ととします。

イ　契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払を要しま

す。
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ウ　他社契約者回線から行った通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払を要

します。

　ただし、通信の料金を着信のあった契約者回線の契約者に課金する取扱いを受けた

場合の相互接続通信については、その着信のあった契約者回線の契約者が支払を要す

ることとなります。

(2) パケット通信モード又はデータ通信モードによる相互接続通信

契約者回線との間の通信に係る料金は、その契約者回線の契約者が支払いを要します。

別表６　新聞社等の基準

区　　　分 基　　　　　　　　　　　　　準

１　新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。

(2) 発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。

２　放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条に定める放送事業者及び有線テ

レビジョン放送法（昭和47年法律第114号）第２条に定める有線テレビ

ジョン放送施設者であって自主放送を行う者

３　通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます｡)をいいます｡)を供給することを主な目的とする

通信社

別表７　通信の優先的取扱いに係る機関名

機　　　　　　関　　　　　　名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信役務の提供に直接関係がある機関

電力の供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別表６に定める基準に該当する新聞社等の機関

預貯金業務を行う金融機関

国又は地方公共団体の機関
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　　　附　則（平成20年12月15日経企第1057号）

　この約款は、平成20年12月22日から実施します。

　　　附　則（平成21年９月18日経企第651号）

　この改正規定は、平成21年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成21年12月15日経企第960号）

　この改正規定は、平成22年３月１日から実施します。

　　　附　則（平成22年３月４日経企第1263号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年３月４日から実施します。

　（基本使用料の料金種別に係る経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

データプランＳＳ

データプランＳ

データプランＭ

データプランＬ

データプランＬＬ

卸データプランＳＳ

卸データプランＳ

卸データプランＭ

卸データプランＬ

卸データプランＬＬ

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結されている卸ＦＯＭＡ契約（料金表

第１表第１（基本使用料）に規定する定期利用を選択しているものに限ります。）は、この改

規定実施の日において、卸ＦＯＭＡ契約（定期利用を選択しているものであって、契約者か

らあらかじめ申出のあった回線卸ＦＯＭＡの最低契約数が1001回線のものに限ります。）に移

行したものとみなします。

　　　附　則（平成22年７月１日経企第417号）

　この改正規定は、平成22年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成22年７月26日経企第510号）

　この改正規定は、平成22年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成22年８月24日経企第621号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年９月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ＰＴＴ通信モードに関する部分については、平成22年10月１日

から、国際アウトローミング利用料に係る控除残額及び繰越残額の控除に関する部分につい

ては、平成22年12月１日から、実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった卸ＦＯＭＡサービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（国際アウトローミング利用料の適用に関する特例）

３　この改正規定実施日から平成23年３月31日までの間において、料金表第３表（国際アウト

ローミング利用料）の(4)のア及びイの規定により算定した対象通信に関する料金については、

同欄ア、ウ及びエの規定にかかわらず、同欄アの規定により算定した１暦日における累計額

が1,480円を超える場合は、1,480円を超える部分の料金の支払いを要しません。

　　　附　則（平成22年９月29日経企第749号）

　この改正規定は、平成22年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成22年12月20日経企第1062号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。
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　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

卸データプランＳＳ

卸データプランＳ

卸データプランＭ

卸データプランＬ

卸データプランＬＬ

卸タイプＳＳ

卸タイプＳ

卸タイプＭ

卸タイプＬ

卸タイプＬＬ

卸ユビキタスプラン

卸ＦＯＭＡデータプランＳＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＳ

卸ＦＯＭＡデータプランＭ

卸ＦＯＭＡデータプランＬ

卸ＦＯＭＡデータプランＬＬ

卸ＦＯＭＡタイプＳＳ

卸ＦＯＭＡタイプＳ

卸ＦＯＭＡタイプＭ

卸ＦＯＭＡタイプＬ

卸ＦＯＭＡタイプＬＬ

卸ＦＯＭＡユビキタスプラン

　　　附　則（平成23年１月25日経企第1150号）

　この改正規定は、平成23年２月１日から実施します。

　　　附　則（平成23年４月27日経企第129号）

　この改正規定は、平成23年５月１日から実施します。

　　　附　則（平成23年５月25日経企第227号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった卸携帯電話サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年６月24日経企第380号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年７月１日から実施します。

　ただし、卸ＦＯＭＡユビキタスプランの回線卸ＦＯＭＡに係る通信料の適用に関する部分

は、平成23年７月13日から実施します。

　（事務取扱所の営業日に関する変更措置）

２　平成23年７月１日から平成23年９月30日までの間における、事務取扱所の営業日は水曜日、

木曜日、金曜日、土曜日及び日曜日とします（平成23年７月20日、平成23年９月７日及び平

成23年９月23日を除きます。）。

　　　附　則（平成23年７月８日経企第452号）

　この改正規定は、平成23年７月13日から実施します。

　　　附　則（平成23年８月20日経企第612号）

　この改正規定は、平成23年８月25日から実施します。

　　　附　則（平成23年９月30日経企第744号）

　この改正規定は、平成23年10月３日から実施します。

　　　附　則（平成23年11月22日経企第940号）

　この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。

　　　附　則（平成24年３月23日経企第1504号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年４月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、通信料に関する部分については、平成24年３月30日から実施し

ます。
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　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった卸携帯電話サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年６月25日経企第396号）

　この改正規定は、平成24年６月26日から実施します。

　　　附　則（平成24年７月24日経企第543号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった卸携帯電話サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（海外パケ・ホーダイの通信料に係る特例）

３　この改正規定実施の日から平成24年８月31日までの間において、料金表第３表の(4)の規

定により算定した料金（当社が別に定める外国の電気通信事業者が提供する、国際アウトロ

ーミングを利用して行ったパケット通信モードによる通信に関する料金に限ります。）につい

て、１暦日における累計額が980円を超える場合は、980円を超える部分の料金の支払いを要

しません。

（注）第３項に規定する当社が別に定める外国の電気通信事業者は、ＦＯＭＡサービス契約約

款及びＸｉサービス契約約款に規定するEverything Everywhere Limited、Telefonica UK

Limited、Hutchison 3G UK Ltd 及びVodafone Limitedをいいます。

　　　附　則（平成24年８月23日経企第661号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い又は支払わなければならなかった卸携

帯電話サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　この改正規定中、通信料に関する部分については、平成24年９月１日に呼出しがあった通

信から適用します。

　　　附　則（平成24年11月９日経企第983号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年11月16日から実施します。

　ただし、手続きに関する料金に係る部分は、平成24年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった卸携帯電話サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成25年１月10日経企第1218号）

　この改正規定は、平成25年１月10日から実施します。

　　　附　則（平成25年１月23日経企第1268号）

　この改正規定は、平成25年１月25日から実施します。

　　　附　則（平成25年３月22日経企第1545号）

　この改正規定は、平成25年３月29日から実施します。

　　　附　則（平成25年７月30日経企第564号）

　この改正規定は、平成25年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成25年12月９日経企第1147号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成25年12月13日から実施します。

　　　附　則（平成26年２月24日経企第1434号）

　この改正規定は、平成26年４月１日から実施します。
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　　　附　則（平成26年３月25日経企第1592号）

　この改正規定は、平成26年３月31日から実施します。

　ただし、この改正規定中、他社相互接続通信に係る協定事業者に関する部分については、平

成26年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年６月18日経企第397号）

　この改正規定は、平成26年６月24日から実施します。

　　　附　則（平成26年９月23日経企第940号）

　この改正規定は、平成26年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年10月28日経企第1155号）

　この改正規定は、平成26年10月29日から実施します。

　　　附　則（平成26年12月17日経企第1423号）

　この改正規定は、平成26年12月22日から実施します。

　　　附　則（平成27年３月24日経企第1955号）

　この改正規定は、平成27年３月27日から実施します。

　　　附　則（平成27年３月27日経企第2012号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年３月31日から実施します。

　（接続料金の遡及適用）

２　当社は、料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの定額通信料の適

用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、変更後の料金額の原価に係る事業年度の

４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

　　　附　則（平成27年６月26日経企第688号）

　この改正規定は、平成27年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年７月23日経企第848号）

　この改正規定は、平成27年８月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年10月27日経企第1292号）

　この改正規定は、平成27年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成28年３月24日経企第2034号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年３月31日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった卸携帯電話サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（料金の遡及適用）

３　当社は、料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの定額通信料の適

用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、変更後の料金額の原価に係る事業年度の

４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

　　　附　則（平成28年５月13日経企第165号）

　この改正規定は、平成28年５月19日から実施します。

　　　附　則（平成28年６月１日経企第263号）

　この改正規定は、平成28年６月６日から実施します。

　　　附　則（平成28年７月22日経企第614号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年８月１日から実施します。

　（料金の遡及適用に関する特例措置）

２　当社は、料金表第１表第２（通信料）に規定する帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡ及び回線

卸Ｘｉの定額通信料の料金額については、第113条（料金の遡及適用）の規定にかかわらず、
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変更後の料金額の遡及適用を行わないものとします。

　　　附　則（平成28年10月14日経企第1023号）

　この改正規定は、平成28年10月21日から実施します。

　　　附　則（平成29年３月９日経企第1800号）

　この改正規定は、平成29年３月９日から実施します。

　　　附　則（平成29年３月22日経企第1877号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年３月31日から実施します。

　（料金の遡及適用）

２　当社は、料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの定額通信料の適

用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、変更後の料金額の原価に係る事業年度の

４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

　　　附　則（平成29年６月28日経企第484号）

　この改正規定は、平成29年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成29年８月30日経企第1061号）

　この改正規定は、平成29年９月４日から実施します。

　　　附　則（平成29年９月25日経企第1292号）

　この改正規定は、平成29年10月２日から実施します。

　　　附　則（平成29年10月25日経企第1569号）

　この改正規定は、平成29年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成29年12月25日経企第2195号）

　この改正規定は、平成29年12月28日から実施します。

　ただし、この改正規定のうち、第137条第２項に規定する、原価に利潤を加えたものに対する

原価の比率に関する情報の提供については、料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定

する卸ＦＯＭＡ特定接続プラン及び卸Ｘｉ特定接続プランに係る基本使用料の料金額は原価算

定期間が平成28年４月１日以降のものから、料金表第１表（料金）第５（ＵＳＩＭカードの貸

与に係る費用）に規定する費用の額は平成30年４月１日以降に適用するものから実施します。

また、原価、利潤及び需要の対前算定期間比に関する情報の提供については、料金表第１表（料

金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続プラン及び卸Ｘｉ特定接続プランに係

る基本使用料の料金額は原価算定期間が平成29年４月１日以降のものから、料金表第１表（料

金）第５（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）に規定する費用の額は、平成31年４月１日以降

に適用するものから実施します。

　　　附　則（平成30年３月26日経企第3015号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成30年３月30日から実施します。

　ただし、この改正規定中、別表２（付加機能）第２欄の規定及び料金表第１表（料金）第

５（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）の規定については、平成30年４月１日から、実施し

ます。

　（付加機能）

２　当社は、この改正規定実施の日から平成30年３月31日までの間において、国際ローミング

機能について、別表２（付加機能）第２欄の規定にかかわらず、次表の規定を適用します。

種類 提供条件

２　国際ローミング機能

　ＦＯＭＡカード又はドコモＵＩＭカー

ドを装着した移動無線装置が、国際アウ

トローミングに係る営業区域に在圏して

(1) 国際アウトローミングに係る電気通信回

線への転送は、当社が提供する国際電話サ

ービスを利用して行います。

(2) この機能の利用に係る通信の料金につい
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いることを確認し、その契約者回線に着

信（通話モード、64kb/sデジタル通信モ

ード又はショートメッセージ通信モード

によるものに限ります。）があった場合に

は、その通信をその国際アウトローミン

グに係る電気通信回線へ転送する機能を

いいます。

ては、発信者の契約者回線からこの機能を

利用している契約者回線への通信（当社が

その直前に確認できた日本国内の地域にそ

の契約者回線が在圏するものとみなして取

り扱います。）と、その契約者回線から当社

が提供する国際電話サービスを利用して行

った国際アウトローミングに係る電気通信

回線への通信があったものとみなして取り

扱います。

　（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）

３　当社は、この改正規定実施の日から平成30年３月31日までの間において、ＵＳＩＭカード

の貸与に係る費用について、料金表第１表（料金）第５（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）

の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

区分 単位 形状 費用の額 備考

ＵＳＩＭカー

ドの貸与に係

る費用

１枚ごとに Ｐｌｕｇ－ｉｎ ＵＩＣＣ、

Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ、又は４

ＦＦ

394円 卸ＦＯＭＡサー

ビス又は卸Ｘｉ

サービスでの利

用が可能です。

　（料金の遡及適用）

４　当社は、料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの定額通信料の適

用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、変更後の料金額の原価に係る事業年度の

４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

　　　附　則（平成30年６月29日経企第874号）

　（実施期日）

　この改正規定は、平成30年６月29日から実施します。

　　　附　則（平成31年１月22日経企第2577号）

　この改正規定は、平成31年１月25日から実施します。

　　　附　則（平成31年３月27日経企第3175-1号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成31年３月29日から実施します。

　（料金の遡及適用）

２　当社は、料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡの定額通信料の適

用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、変更後の料金額の原価に係る事業年度の

４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用します。

　　　附　則（平成31年３月27日経企第3175-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成31年４月１日から実施します。

　（卸ＦＯＭＡ契約に係る卸ＦＯＭＡ総合利用プランの回線卸ＦＯＭＡの最低契約数に係る経

過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する卸ＦＯＭＡ契約

に係る卸ＦＯＭＡ総合利用プランの回線卸ＦＯＭＡの最低契約数を選択している契約者は、

この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右欄に規定する卸ＦＯＭＡ契約

に係る卸ＦＯＭＡ総合利用プランの回線卸ＦＯＭＡの最低契約数を選択したものとみなしま
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す。

2001回線 1001回線

　　　附　則（平成31年４月24日経企第218号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成31年４月25日から実施します。

　（基本使用料の料金種別に係る経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本使用料の料

金種別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表

の右欄に規定する基本使用料の料金種別を選択したものとみなします。

卸Ｘｉユビキタスプラン 卸Ｘｉユビキタスプラン ① ②③以外

　　　附　則（令和元年５月16日経企第377号）

　この改正規定は、令和元年５月22日から実施します。

　　　附　則（令和元年12月４日経企第2267号）

　この改正規定は、令和元年12月11日から実施します。

　　　附　則（令和２年３月30日経企第3303号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和２年３月31日から実施します。

　ただし、改正規定のうち、第68条（回線卸ＦＯＭＡ契約の申込等）、第112条の２（料金の

実績に基づく精算）、第113条（接続料金の遡及適用）、料金表第１表（料金）第１（基本使用

料）第１号カ及びキ並びに料金表第１表（料金）第１（基本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ

特定接続プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接続プランに係る基本使用料の料金

額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡ、回線

卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額については、令和２年４月１日から適用します。

　（料金の遡及適用）

２　削除

　（料金等の精算に係る経過措置）

３　この改正規定にかかわらず、前項の料金表第１表第２（通信料）(5)帯域利用に係る回線卸

ＦＯＭＡの定額通信料の適用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用帯域利

用に係る回線卸ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、従前の第113条（料金の遡

及適用）の規定に基づき、平成31年４月１日に遡及して、変更後の料金額を適用する場合が

あります。

　（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）

４　当社は、この改正規定実施の日から令和２年３月31日までの間において、ＵＳＩＭカード

の貸与に係る費用について、料金表第１表（料金）第５（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）

の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

区　　　分 単　位 形　　状 費用の額 備　考

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る費用

ＵＳＩＭカ

ードの貸与

に係る請求

をし、当社

が承諾した

ときに要す

る費用

１枚ごとに Ｐｌｕｇ－ｉｎ

ＵｉＣＣ、Ｍｉｎ

ｉ－ＵＩＣＣ、又

は４ＦＦ

335円 ＦＯＭＡ直収

パケット接続

機能又はＸｉ

直収パケット

接続機能での

利用が可能で

す。
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　（情報開示に係る経過措置）

５　この改正規定のうち、第137条の２第３項第２号に規定する、料金表第１表（料金）第１（基

本使用料）に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続プラン、卸Ｘｉ特定接続プラン及び卸５Ｇ特定接

続プランに係る基本使用料の料金額、料金表第１表（料金）第２（通信料）に規定する帯域

利用に係る回線卸ＦＯＭＡ、回線卸Ｘｉ及び回線卸５Ｇの定額通信料の料金額について、当

年度実績によって算定した精算のための料金額の算定に用いた需要の対前年度比に関する情

報の提供については、令和３年４月１日から実施し、第137条の２第３項第３号に規定する原

価、利潤及び需要のそれぞれの比率に関する情報の提供については、第112条の２（料金の実

績に基づく精算）に基づき、当年度実績によって算定した精算のための料金額を把握した日

以降に実施します。

６　この改正規定にかかわらず、第137条第３項第１号及び第２号に規定する情報の提供ついて

は、附則第２項の料金表に規定する卸ＦＯＭＡ特定接続プラン及び卸Ｘｉ特定接続プランに

係る基本使用料の料金額、帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料の料

金額について、原価に利潤を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要の対

前年度比に関する情報は、従前の通り、提供するものとします。

　　　附　則（令和２年11月18日経企第1987号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和２年12月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により契約者が利用している業務支援システム

の提供条件については、その業務支援システムを更改するまでの間はなお従前のとおりとし、

料金表第１表（料金）第６（業務支援システムの利用に係る費用）の規定にかかわらず、次

表に規定する額を適用します。

区　　分 単　位 費用の額 備　　考

ア　主回線 １拠点ごとに 14,300円 月額ネットワ

ーク回線

イ　副回線 １拠点ごとに 6,000円 月額

　　　附　則（令和２年12月24日経企第2270-3）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年１月５日から実施します。

　（料金の遡及適用）

２　当社は、料金表第１表第２（通信料）の規定にかかわらず、(5)帯域利用に係る回線卸ＦＯ

ＭＡの定額通信料の適用及び(13)帯域利用に係る回線卸Ｘｉの定額通信料の適用に規定する

帯域利用に係る回線卸ＦＯＭＡ及び回線卸Ｘｉの定額通信料については、次表に規定する額

を平成31年４月１日に遡及して令和２年３月31日までそれぞれ適用します。

通　　信　　料　　の　　適　　用

(5) 帯域利用に係

る回線卸ＦＯＭ

Ａの定額通信料

の適用

ア　第２種卸ＦＯＭＡ契約又は第３種卸ＦＯＭＡ契約（帯域利用を選

択しているものに限ります。）に係る回線卸ＦＯＭＡのパケット通信

モードによる通信に関する料金の月間累計額については、第106条

（通信料の支払義務）の規定にかかわらず、通信回線帯域幅に応じ

て、次表に規定する定額通信料の額を適用します。

１卸ＦＯＭＡ契約ごとに
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区　　分 単　　位 定額通信料（月額）

(ア)　GTP接続 10Mb/sのもの 427,029円

10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

42,702円

(イ)　削　除

イ　アに規定する定額通信料は、帯域利用を選択する第２種卸ＦＯＭ

Ａ契約者又は第３種卸ＦＯＭＡ契約者がその支払いを要します。

ウ　当社は、帯域利用を選択する第２種卸ＦＯＭＡ契約者又は第３種

卸ＦＯＭＡ契約者から帯域利用の選択を終了する旨の申出があった

場合のほか、次の場合が生じたときは、アに規定する定額通信料の

料金額をその利用日数に応じて日割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に卸ＦＯＭＡ契約が締結されたとき。

(イ)　暦月の初日以外の日にアに規定する通信の接続方法若しくは

通信回線帯域幅の変更又は卸ＦＯＭＡ契約の解除があったとき。

(ウ)　暦月の初日に卸ＦＯＭＡ契約が締結され、その日にその卸Ｆ

ＯＭＡ契約の解除があったとき。

エ　ウに規定する定額通信料の日割は、暦日数により行います。

オ　回線卸ＦＯＭＡを利用することができない期間があった場合の回

線卸ＦＯＭＡに係る定額通信料の取扱いについては、ウの規定に準

ずるものとします。

(13)  帯域利用に

係る回線卸Ｘｉ

の定額通信料の

適用

ア　第２種卸Ｘｉ契約又は第３種卸Ｘｉ契約（帯域利用を選択してい

るものに限ります。）に係る回線卸Ｘｉのデータ通信モードに係る通

信に関する料金の月間累計額については、第106条（通信料の支払義

務）の規定にかかわらず、通信回線帯域幅に応じて、次表に規定す

る定額通信料の額を適用します。

１卸Ｘｉ契約ごとに

区　　分 単　　位 定額通信料（月額）

(ア)　GTP接続 10Mb/sのもの 427,029円

10Mb/sを超える

1.0Mb/sごとに

42,702円

(イ)　削　除

イ　アに規定する定額通信料は、帯域利用を選択する第２種卸Ｘｉ契

約者又は第３種卸Ｘｉ契約者がその支払いを要します。

ウ　当社は、帯域利用を選択する第２種卸Ｘｉ契約者又は第３種卸Ｘ

ｉ契約者から帯域利用の選択を終了する旨の申出があった場合のほ

か、次の場合が生じたときは、アに規定する定額通信料の料金額を

その利用日数に応じて日割します。

(ア)　暦月の初日以外の日に卸Ｘｉ契約が締結されたとき。

(イ)　暦月の初日以外の日にアに規定する通信の接続方法若しくは
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通信回線帯域幅の変更又は卸Ｘｉ契約の解除があったとき。

(ウ)　暦月の初日に卸Ｘｉ契約が締結され、その日にその卸Ｘｉ契

約の解除があったとき。

エ　ウに規定する定額通信料の日割は、暦日数により行います。

オ　回線卸Ｘｉを利用することができない期間があった場合の回線卸

Ｘｉに係る定額通信料の取扱いについては、ウの規定に準ずるもの

とします。

　（情報開示）

３　当社は、契約申込者から請求があるときは、前項の表に規定する料金額について、原価に

利潤を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要の対前年度比に関する情報

を、当社の事務取扱所において、提供するものとします。ただし、その情報が当社の機密事

項に該当するときは、この限りではありません。

　（その他）

４　経企第3303号（令和２年３月30日）の附則を次のように改めます。

(1) 第２項を次のように改めます。

削除

　　　附　則（令和３年３月23日経企第3078-3）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年３月31日から実施します。

　（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用の額）

２　当社は、この改正規定実施の日から令和３年３月31日までの間において、ＵＳＩＭカード

の貸与に係る費用について、料金表第１表（料金）第５（ＵＳＩＭカードの貸与に係る費用）

の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。

区　　分 単　位 形　　状 費用の額 備考

ＵＳＩＭカー

ドの貸与に係

る費用

１枚ごとに Ｐｌｕｇ－ｉｎ ＵＩＣＣ、

Ｍｉｎｉ－ＵＩＣＣ、又は４

ＦＦ

292円 卸ＦＯＭＡサー

ビス、卸Ｘｉサ

ービス又は卸５

Ｇサービスでの

利用が可能で

す。

　　　附　則（令和３年２月26日経企第2789-3号）

　（実施期日）

　この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。

　　　附　則（令和３年３月29日経企第3172号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。

　（卸ＦＯＭＡ契約に係る卸ＦＯＭＡ総合利用プランに係る規定）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄に規定する基本料の料金種

別を選択している契約者は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により同表の右

欄に規定する基本料の料金種別を選択したものとみなします。

卸ＦＯＭＡタイプＳＳ

卸ＦＯＭＡタイプＳ

卸ＦＯＭＡタイプＭ

卸ＦＯＭＡタイプＬ

卸ＦＯＭＡ総合利用プラン
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卸ＦＯＭＡタイプＬＬ

　（定期利用に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により、卸ＦＯＭＡ契約に係る卸ＦＯＭＡ総合

利用プランの回線卸ＦＯＭＡ、卸Ｘｉ契約に係る卸タイプＸｉの回線卸Ｘｉ又は卸５Ｇ契約

に係る卸タイプ５Ｇの回線卸５Ｇの定期利用を選択している契約は、この改正規定実施の日

において、改正後に規定する卸ＦＯＭＡ契約に係る卸ＦＯＭＡ総合利用プランの回線卸ＦＯ

ＭＡ、卸Ｘｉ契約に係る卸タイプＸｉの回線卸Ｘｉ又は卸５Ｇ契約に係る卸タイプ５Ｇの回

線卸５Ｇを選択したものとみなします。

附　則（令和３年３月30日経企第3191号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった卸ＦＯＭＡサービス、卸Ｘｉ

サービス、卸５Ｇサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

（携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料の適用に関する経過措置）

３ この改正規定実施の際現に、第73条（卸ＦＯＭＡ契約者が行う回線卸ＦＯＭＡ契約の解除）、

第81条（卸Ｘｉ契約者が行う回線卸Ｘｉ契約の解除）又は第82条の８（卸５Ｇ契約者が行う

回線卸５Ｇ契約の解除）の規定に基づき携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティの手続きに必

要となる番号の発行を受けている卸ＦＯＭＡ契約者、卸Ｘｉ契約者又は卸５Ｇ契約者が、こ

の改正規定実施の日以降に携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティを行った場合の携帯電話・

ＰＨＳ番号ポータビリティ手数料の適用については、なお従前のとおりとします。

附　則（令和３年６月24日経企第801-3号）

　（実施期日）

　この改正規定は、令和３年７月１日から実施します。

附　則（令和３年７月６日経企第941号）

　（実施期日）

　この改正規定は、令和３年７月８日から実施します。

附　則（令和３年９月21日経企第1597号）

　（実施期日）

　この改正規定は、令和３年９月30日から実施します。

附　則（令和３年９月24日経企第1619-2号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年10月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった卸ＦＯＭＡサービス、卸Ｘ

ｉサービス、卸５Ｇサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附　則（令和３年10月22日経企第1918号）

　（実施期日）

　この改正規定は、令和３年10月27日から実施します。
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